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（午前９時 ３０分）

北村博司議長

皆さん、おはようございます。

定刻に達しましたので開会いたします。

ただいまの出席議員は１９名でありまして、定足数に達しております。

９番 平野倖規君から欠席届が提出されております。ご報告申し上げます。

北村博司議長

議事に入る前にご連絡を申し上げます。

一般質問通告書の締め切り期限は、本日、午後２時までとさせていただいております。本

日の日程は、各議案に対する質疑を行いますが、運営上、その時間に休憩をとれない場合も

ありますので、できるだけ昼食休憩の間にご提出をお願いいたしたいと思います。午後２時

の締め切りに遅れた場合は受理できない場合も、受け付けできない場合もございますので、

その旨ご注意をお願い申し上げます。

これより本日の会議を開きます。

本日の議事日程につきましては、お手元に配布したとおりであります。議事運営上、朗読

は省略させていただきたいと思いますので、ご了承をお願いします。

日程第１

北村博司議長

それでは議事に入ります。

日程第 １ 会議録署名議員の指名を行います。

会議規則第 １１９条の規定に基づき、本日の会議録署名議員に、

１８番 垣内唯好君

１９番 奥村武生君

のご両名を指名いたします。
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北村博司議長

これから各議案の質疑に入りますが、質疑の回数につきましては、議長が宣告した議題に

ついて３回以内となります。予算など１つの議案を分割して質疑を行う場合は、議長が宣告

した範囲ごとに３回以内で質疑が許されることになります。ご注意をお願いいたします。

委員会での審査は十分にしていただけますので、それぞれご自分が所属する委員会に付託

される案件につきましては、大筋の質疑にとどめていただき、詳細にわたる部分については

委員会で行っていただきますよう、ご配慮をお願い申し上げます。

なお、発言するときはマイクの調整を行っていただきますようお願い申し上げます。

それでは、これから各議案に対する質疑を行います。

日程第２

北村博司議長

それでは、議案に対する質疑を行います。

日程第２ 議案第１号 紀北町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を

議題といたします。

質疑を許します。

ございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

以上で、質疑を終わります。

日程第３

北村博司議長

次に、日程第３ 議案第２号 紀北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正
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する条例を議題といたします。

質疑を許します。

ありませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

以上で、質疑を終わります。

日程第４

北村博司議長

次に、日程第４ 議案第３号 紀北町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例を議題といたします。

質疑を許します。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

以上で、質疑を終わります。

日程第５

北村博司議長

次に、日程第５ 議案第４号 紀北町集会所条例の一部を改正する条例を議題といたしま

す。

質疑を許します。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

以上で、質疑を終わります。
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日程第６

北村博司議長

次に、日程第６ 議案第５号 紀北町福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例を議題といたします。

質疑を許します。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

以上で、質疑を終わります。

日程第７

北村博司議長

次に、日程第７ 議案第６号 紀北町共同作業所条例を廃止する条例を議題といたします。

質疑を許します。

北村博司議長

以上で、質疑を終わります。

日程第８

北村博司議長

次に、日程第８ 議案第７号 紀北町デイサービスセンターの指定管理者の指定について

議題といたします。
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質疑を許します。

ありませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

以上で、質疑を終わります。

日程第９

北村博司議長

次に、日程第９ 議案第８号 紀北町在宅介護支援センターの指定管理者の指定について

議題といたします。

質疑を許します。

松永君。

１７番 松永征也議員

この在宅介護支援センターの設置の場所はどこなんでしょうか。

北村博司議長

五味福祉保健課長。

五味啓福祉保健課長

紀伊長島区にありますですね、社会福祉協議会の横のほうにですね、裏手と言うたらいい

んでしょうか、道路沿いに建っております。

それとですね、デイサービスセンターと併設になっておりまして、デイサービスセンター

が正面で、入り口の左側に、玄関の左側に介護支援センターがですね、設置されております。

以上でございます。

北村博司議長

松永君。

１７番 松永征也議員

地域包括支援センターと、この在宅介護支援センターの業務内容はですね、ほぼ同じ業務

やっておるんですね。それで地域包括支援センターのほうは充実しておりますけども、その
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支部的な組織だと思うんです。そのような場合はですね、やっぱり地域の均衡を図っていた

だくとね、海山区に置くべきであると、海山区、長島まで２０キロあるわけですね。お年寄り

が対象なんですね。それで相談業務が主なんですけども、お年寄りはなかなか出向くことも

できへんし、それで一人暮らしが増えておるし、高齢者全体増えておるわけですわね。その

ような状況の中でですね、この切り換えにあたっては在宅介護支援センター、海山区へ配置

したら上手いことこう全町、町内がね、均衡とって一本化にも貢献できると思うんですが、

そういうような考えはなかったんかどうかね、お聞きします。

北村博司議長

これは町長がしますか、政策的な問題ですから、どうです、しますか。

副町長。

紀平勉副町長

これ指定管理者制度というのはですね、これまで公の施設、いわゆる役場が所有している

施設を、従来は役場が管理するなり、ほかの団体の方に委託をして管理をしていただく、こ

れはあくまでも建物の管理でございます。で、それが法律が変わりまして、指定管理者制度

か直営かどちらかに選択制になりまして、今回、初めての更新なわけでございますけども、

一応、今ご質問ありましたようにですね、介護支援センターは公の施設としてもう長島区の

ほうの場所が指定されておりますので、もし、センター、支援センター自体を移すとなれば

ですね、その条例を改正して新しく建物を建て直さなければならないということでございま

すので、あくまでもこれは今ある建物の管理でございます。

新しい建物をどうのこうのと言うのじゃなくて、今ある建物をどう管理していただくかと

いうことでございますので、これはもうすでに長島区この場所にございますので、とりあえ

ずこの場所で考えていきたい。将来どうするかということは、また別でございますけども、

あくまでも今、条例上ここになっておりますので、この場所で当面考えていきたいというふ

うに考えております。

以上です。

北村博司議長

１７番 松永君。

１７番 松永征也議員

私は最初に申しましたようにね、この切り換えにあたって、そういうようなね地域の均衡

を図るということを検討をされたのかどうかね、確かにこれはその施設の管理の委託なんで
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すけども、それにあわせてね、そのようなことを町も行政もですね、やっぱり地域の均衡と

いうことをね、まず考えていただかないと、町の一体化に大きな支障をきたしておると、現

在ですね、商工会もそれから観光協会も地域包括支援センターなんかもですね、すべてが紀

伊長島区のほうで本所があるわけです。

そのようなことでね、最近も私とこの近くでもですね、お年寄りの方が、一人暮らしの方

ですね、倒れられて４日も５日も気がつかなかったと、飲みも食いもせずにですね４、５日

いたと、幸い病院へ救急車で担がれて命は取り戻しましたけども、そのようなお年寄りはね、

お年寄りのほうから町へ相談に来るということはなかなかできない。そしてまたお年寄り自

体もですね、いろいろと町にも近所の皆さんにもですね、お世話にならんなんという下向き

なね、遠慮がちなところもあるもんで、できるだけこちらから必要と思われる方には出向い

てね、相談に乗るということが必要やと思うんです。そのような業務をやる事業所だけにで

すね、地域包括支援センターがあって、社会福祉協議会があって、そしてまだこれも紀伊長

島区ということになったら、本当に海山区からはですね、特に福祉の関係はなくなってしま

うということ。

そして、えらい長いですけど、私はね、このことをね、普段からちょっとこう気にかかる

もんですから、福祉保健課へですね、再三、相談業務は適正にやっておられるのかというこ

とを、再三問い合わせというんか、聞きに寄っておるわけなんですけども、職員としてはで

すね、やっておるということなんですけど、それはですね、見えた、出向いてくれた方に対

してはどなたかの職員は対応されておるんでしょうけども、そやなしに、こちらから出てい

く必要があると思うんです。お年寄りの方ね、特に一人暮らしなんかね。そのような状況で

ありますので、今後、条例改正なんかは検討されるかどうかね、そこら辺ちょっとお聞きい

たします。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

今、副町長もお話させていただきました。これは建物としてのですね、指定管理というこ

とで、その点につきましては、この指定をお認めいただきたいということと、今、松永議員

がおっしゃったようなことにつきましてはですね、もちろん民生委員の方とも連携をとらな

きゃいけない問題ですし、その包括支援センター、在宅介護支援センター、その中身のあり

方ですね、そういったものにつきましても、今後ですね、検討していきたいと、そのように
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思いますので、ただ紀北町全体として考えさせていただきたいと、そのように思います。

北村博司議長

ほかに質疑ございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

以上で、質疑を終わります。

日程第１０

北村博司議長

次に、日程第１０ 議案第９号 紀北町木材乾燥機場の指定管理者の指定について議題とい

たします。

質疑を許します。

近澤チヅル議員。

３番 近澤チヅル議員

議案第９号なんですけれども、これも紀北町の木材乾燥機場を指定管理者の期日がきたの

で、また同じ方に指定管理をするという提案なんですけれども、さきほどの説明の中でも、

町が直接委託して運営することができなくなったので、この制度が始まったわけですけれど

も同じ海山木材協会が決まったわけですが、やっぱり公募とかそういう方法をとってこうい

う結果となったのか、この決定するにあたっての経過を詳しく説明お願いいたします。

北村博司議長

中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

お答えいたします。今回のこの木材乾燥機場の指定管理者の選定にあたりましては、紀北

町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例、第５条に、公募によらない指定管

理者の候補者の選定というのがあります。それに基づきまして選定いたしました。

海山木材協同組合におきましては、平成１８年９月から３年７カ月の指定管理者として、施

設管理を運営していただきました。この乾燥機場は海山木材協同組合の乾燥機場と一体化さ
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れた施設であります。よって運営管理や安全管理においても、この海山木材協同組合が運営

していくのが効果的、効率的であるということを判断いたしましたので、今回、海山木材協

同組合を指定管理者として選任したということでございます。以上でございます。

北村博司議長

近澤君。

３番 近澤チヅル議員

指定管理者、海山木材協同組合が引き続き指定管理者制度に選ばれたことに対しては、妥

当だと思うんですけれども、指定管理者制度の本来の目的ではなく、公募によらなくてもい

いという規定があるということですけれども、ほかに公募によらなくてもいいという、公募

の条件とかそういうことはこの場合だけではないと思われるので、その公募でない理由です

ね、をどう規則で定めておられるのか、説明をお願いいたします。

北村博司議長

産業振興課長。

中村高則産業振興課長

本条例の５条の規定に、町長は公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果

的かつ効率的に達成することができると認めるときは、公共的団体等であれば公募によらず

候補者として選定することができるとうたってあります。それを適用いたしました。

維持管理費については町からは支出しておりません。維持管理等についても海山木材協同

組合が支出管理しております。

北村博司議長

よろしいですか。

３番 近澤チヅル議員

はい。

北村博司議長

ほかにございますか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

以上で、質疑を終わります。
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日程第１１

北村博司議長

次に、日程第１１ 議案第１０号 紀北町林業総合センターの指定管理者の指定についてを議

題といたします。

質疑を許します。

近澤君。

３番 近澤チヅル議員

議案１０号なんですけど、関連になると思いますが、さきほどの説明に全くあてはまるのだ

と思いますが、そうなのかどうかということと。

これに関しましても、その委託料とかそういうことはないのかどうか、念のためにお伺い

いたします。

北村博司議長

中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

はい、お答えいたします。今回この林業総合センターですけども、この指定にあたりまし

ては、紀北町の公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条、公の施設の性

格、規模、機能等を考慮し、設置目的、効果的かつ効率的に達成することができると認めら

れたときは、公募によらず町が出資している法人等を指定管理者の候補者として選定するこ

とができる旨の規定があります。それに基づくものでありまして、この林業総合センターに

おいては、森林組合おわせの、ご存じだと思いますが、事務所の横にあります。ということ

で一体化された施設であるということで、これから運営についても、利用者に対する対応、

また施設の安全管理においても森林組合おわせが運営していくのが、効果的、効率的である

ということを判断いたしました。

維持管理につきましても、森林組合おわせが行っております。以上です。

北村博司議長

ほかにございますか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長
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以上で、質疑を終わります。

日程第１２

北村博司議長

次に、日程第１２ 議案第１１号 紀北町「道の駅」海山交流ホールの指定管理者の指定につ

いてを議題といたします。

質疑を許します。

岩見議員。

１０番 岩見雅夫議員

今回、道の駅のですね一部と言いますか、海山交流ホールについての指定管理の指定とい

うことなんですけれども、ご案内のとおりですね、昨年から町政も変わりました。この海山

物産に対するですね、株主総会、大株主としての総会への出席等の問題についても、過去論

議のあったところなんですが、こういった運営にあたってのですね、海山物産への対応につ

いて、新しい町政として方針が変更されたのかどうか、その点についてのですね、新町長の

見解をお聞きしたいと思います。

それで、今後の運営ですけれども、いろんな総会の開催日程等もあろうかと思いますが、

交流ホールについてはですね、年間の使用計画等が出されておるのかどうか、その点につい

てのお伺いしたいと思います。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

まだ、この交流ホール、道の駅、海山物産ですね、この総会等がまだ開かれておりません

ので、通知もまだきていない状態であります。

それで、今後海山物産株式会社にですね、指定管理をさせていただくという方針には変わ

りありませんし、この２年続けて配当もいただいております。健全、その主たるところがこ

の海山交流ホールというところから生み出されておりますので、そういうことからも指定管

理者として指定させていただきたいと、そのようなことです。
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北村博司議長

岩見議員。

１０番 岩見雅夫議員

株主総会等は通例ですね、年度変わって４月に入ってからという場合が多いと思いますの

で、まだ開催されてはいないと思うんですけれども、これに対する海山物産等に対する対応

のですね、町の方針は従来とは変わってですね、積極的に行われるのかどうか。

例えば大株主なんですけれども、株主総会の出席等はですね、当然、考えておると思うん

ですが、その辺の方針についてですね、現在明らかになっておれば説明をお願いしたいと思

います。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

これまでどおり支援できるというか、協力できるところはやっていきたいと思っておりま

すし、また海山物産自体もいろいろと今後のですね、経営方針をいろいろと模索しているよ

うに伺っております。

それで，私どもの考え方は従来どおりの考え方でいきたいと思います。

北村博司議長

岩見君。

１０番 岩見雅夫議員

ちょっと質問の趣旨にですね、答えてないんですけれども、私も実は新町になってからで

すね、この問題についての一般質問もしたこともありますけれども、最大の株主であるのに

株主総会に出席していなかったというのが、前町政のときの対応であったと思うんです。そ

の点についてはですね、当然、改善すべきだと考えますが、そういった点についての町の方

針は決まっておるのかどうか、この点をお伺いしたいと思います。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

その点につきましてはしっかりと出席し、また海山物産そのものともですね、一番筆頭株

主だと思いますので、積極的にですね、相談しながら、また社長等もですね、今いろいろな

面でお話はさせていただいております。
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北村博司議長

ほかに質疑はありませんか。

奥村君。

１９番 奥村武生議員

１９番 奥村です。その道の駅というのはですね、高速の通過、隣を高速が通過していくと

いうこともありましてですね、ここ２、３年来非常に重要な取り組みが必要だというふうに

感じておるわけです。そしてまた本庁のその東紀州対策協議会におきましてもですね、熊野

古道の馬越峠の重要性というものについて、一番こう力を入れておるわけですよ。

そういう状況の中で、その馬越峠の入口にあるその道の駅をどういうふうな形で位置づけ

ていくのか、大切にしていくのかということについて、当紀北町においてはですね、十分な

この認識が必要だと思うわけですよ。そういう点でどういうふうな認識を持ってみえるのか、

ちょっとお聞きしたいと思います。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

奥村議員おっしゃるようにですね、この２、３年が大変大切な紀北町にとって時期だと考

えております。それとまたですね、場所的にもキーとなる場所ですので、これを十分活用し

ながらですね、情報発信とか誘客の基地として活用していきたいと、そのように思っており

ます。

北村博司議長

奥村君。

１９番 奥村武生議員

その株主でないと、その提言ができないという、海山物産という会社であるがゆえにです

ね、株主でないと提言ができないというようなことでは、今後その、道の駅の運営について

は非常に困るわけですよ。その辺について、その直言ができるような、あるいはどうあるべ

きかというふうな、その話ができるような場が、大株主の紀北町として設けることができる

のかどうか。

あるいは、その言葉ではそういうふうに町長おっしゃられたけども、今言った場ができる

のかどうかということを、ある面では地元のですね、例えばその中の１つとして私が提案し

たいのは、地元の直売品をですね、特産品をあそこに並べないと、もう全く意味がないと、
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全くと言うたらちょっと語弊がありますけども、活用していくのについては特産品、地元の

その最もな地産地消の代表となるようなものを置くべきということも含めてですね、そのこ

うあるべきだという直言ができるような場を設けていかないかんと思うんですけど、その辺

はどうです。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

奥村議員のその直言というのがですね、どういう形かよくわかりませんが、町といたしま

してはですね、関係機関とも話を十分しながらですね。それと直売等につきましてもいろい

ろなやっぱり株式会社となっておりますことから、いろいろなところからですね、参入しな

がら直売させていただいているように聞いております。

ですから、新しくさんま寿司等で参入された業者もございますし、そういった意味では地

域の物産については貢献していただいているものと考えております。

北村博司議長

奥村君。

１９番 奥村武生議員

十分町長はその、町長になったばかりでですね、現状を掌握されていないと思うんですよ。

それで私がなぜ直言というふうに言うかと言えばですね、あそこにその緊急雇用政策で６カ

月間人を張り付けてですね、マンボウはそうですけども、その中でも私も。

北村博司議長

奥村議員、議題はですね、指定管理者に海山物産が適当かどうかということでございます

ので、そちらに的を絞ってご質疑をお願いします。

１９番 奥村武生議員

極論、ごく簡単に申しますと、あそこに張り付けたアンケート、アンケーターが取ったア

ンケートの中に海山物産が道の駅がどうあるべきかというふうなことが書かれているわけで

すよ。極論言えば。それを十分町長は読んでですね、それで道の駅の運営に海山物産をあた

らせるようにさせていただきたいと。

でなければですね、あそこに海山物産が道の駅を指定管理者としてするには適当でないと

いうふうに私は思っているんです。以上です。

北村博司議長
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ということは、アンケートの内容を把握しているかどうかということですね。

１９番 奥村武生議員

アンケートの内容を把握をしてないと思うんですけども、把握をして、それで道の駅を私

どもも議員のときに行ってきておるわけですよ。恵那とかああいうサービスエリアに、それ

で見てきておるわけですよ、私自身も。その辺で海山物産が道の駅の指定管理者になること

については大賛成ではありますけども、そのさきほど言いました直言とアンケートに書かれ

ておることを十分にその掌握を町長がされてですね、それで当町の発展のためにですね、そ

こを活用するような方法を、関心ある議員を含めてですね、入れて十分話し合いの場をつく

って、きちっと活用していただくような体制をとっていただきたいと、そういうふうな体制

をとらない以上ですね、あの道の駅の重要な拠点を物産に任すことはできないと、逆に言い

換えればそういうことです。賛成ではあるけども、そういう体制をきちっととらなければ、

してもらわなければ困るということであります。

北村博司議長

実行しないなら賛成できないということですね。

はい、わかりました。質問の趣旨はそういうことです。

尾上町長。

尾上壽一町長

道の駅がどうあるべきかということももちろんですね、さきほども申し上げましたように

海山町といたしましても ８００万円の出資をいたしております。ですから、そういった。

北村博司議長

海山町じゃないです。

尾上壽一町長

ごめんなさい。海山物産という話だったのでそちらのほうへいきました。すみません。紀

北町として １６０株、 ８００万円出資いたしております。ですから十分にですね、この機能活用

していただくように海山物産株式会社がですね、そういった働きをしていただくように、町

としても真剣に取り組んでいきたいと思っております。以上です。

北村博司議長

奥村議員、１回目の質疑のときにですね、東紀州対策協議会というご発言がありましたけ

ども、本庁って県ですが、これ東紀州対策局の誤りじゃないかと思いますが、もしそうだっ

たらご訂正お願いします。
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１９番 奥村武生議員

東紀州対策局でございます。

北村博司議長

訂正ですね。

ほかに質疑ございますか。

谷節夫君。

２１番 谷節夫議員

２１番 谷。海山物産株式会社は非常に自助努力をされてですね、物販販売、あるいは紀北

町の各そういう物産も力を入れて販売していることは、私もよくお邪魔してわかっておりま

す。しかしですね、去る２月にもその熊野古道マラソン大会というのがありまして、実はそ

れは馬越峠を起点にしてですね、熊野の獅子岩まで、そこをマラソンをしているんですね。

それは町外の人が主催して、それで１８人ぐらい参加してですね、そこへ行っているわけなん

です。その間ですね、乗り着けた車を海山その交流拠点の駐車場に駐車したまま１日行って

いるわけなんですね。

それで、ここは本当にこうドライバーが走ってきてですね、それで疲れてトイレして、あ

るいは紀北町の物産を見ながら休憩して、そしてまた買い物もして、当然海山物産が正しく

こう利益をあげながらですね運営していくには、やはり大事なその道の駅のやっぱり駐車場

が拠点になってくると思うんですね。それで町長としてね、やっぱりその投資をしている関

係でですね、あそこを見るとご覧のように駐車場が非常にこう狭いんでね、株主としてそう

いうことを常時ですね、どのようにこう改善していったらいいか、あるいは来るお客さんに

どのように指導していっていいかというようなこともですね考えあわせた、そうした町長お

考えはどうなんですかね。

もちろん指定管理するにはそうした利益を追求せんならんこともあるし、そうした来町さ

れるお客様にサービスの、十分サービスをするということも大切かと思うんでね、その辺町

長どうお考えかお答えください。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

駐車場の件につきましてはですね、確かに狭くてですね、あの熊野古道を訪れる方も、や

っぱり上がって下りてきて、例えば便石とか回られると半日とかいうぺースで利用されます
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ので、大変その分は私も認識いたしております。

ただ、駐車場、トイレ等はですね、国土交通省の持ち分でございます。ですから、そうい

った部分もですね、今後実情を十分把握しながら、紀北町からどういった対応ができるのか

ということを、国土交通省ともお話をしていきたいと、そのように思います。

北村博司議長

よろしいですか、ほかに質疑はございますか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

以上で、質疑を終わります。

日程第１３

北村博司議長

次に、日程第１３ 議案第１２号 工事施行変更協定の締結について議題といたします。

質疑を許します。

平野君。

１２番 平野隆久議員

議案第１２号なんですけども、この件につきましては以前に議決された件なんですけども、

今回その分が ４００万円減額されたということで、３日の課長の説明では減額になった理由と

して、２点の延長のメーターが少なくなったと、８０ｍから６７．７ｍと２５ｍが１１．３ｍになったと

いう、あと列車無線アンテナ移設一式ですね。これは試験の結果発生しないと、障害が発生

しないということで減額になったということで説明を受けたんですけども、延長が１２．３ｍと

１３．７ｍが不要になったという説明だけだったんですけども、前回はこんだけの柵が要ると、

安全性に関してはこんだけの柵が要るということで説明を受けて議決をしたんですけど、今

回はその分が不要になったという説明だけだったんですけど、なぜその安全性が不要になっ

たのかという理由を、もう少し説明していただきたいと思うんですけども。

北村博司議長

建設課長。
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山本善久建設課長

お答えします。まずですね、資料の３４ページの平面図を見ていただきたいと思います。本

会議でも内容説明で少し触れさせていただきましたけれども、図面右側にですね、この橋り

ょう部分の下に、この破線で表示した道路計画がございます。これにつきましては町道古里

・江の浦線の一部として事業計画の中に含まれているものでございます。この箇所につきま

しては、平成２１年度において用地取得を行っておりまして、また補償等も行っております。

したがいまして、この部分につきまして平成２２年度で工事をするということで、当初予算

にも計上させていただいております。したがいまして、この部分にですね、当然この交差点

の部分の今の積荷転落防止工だとか、剛性防護工がかかってきておりましたので、この部分

を削除したということでございます。以上です。

北村博司議長

１２番 平野君。

１２番 平野隆久議員

僕の聞きたいのはその積荷転落防止工ですよね。これが変更前で８０ｍ要ると、それが今回

６７．７ｍで良かったということで、その部分が要らなくなったんだよという説明は今も受けた

し、この前も受けたんですけども、前に８０ｍどうしても要るよということで議決して、言う

たらその金額を議決したわけなんですけども今回要らなくなった。前は要るよと言っていた

のが、今回要らなくなったという理由、そのメーターがこんだけで６７．７ｍで安全という確保

がされたということで、今回減額なんですよね。その１３ｍ例えば１２．３ｍがなぜ要らなくなっ

た。前は要るよと言うて議決したやつが、今回どうしてその１２．３ｍが要らなくなったんです

かという理由を聞きたいんです。

北村博司議長

山本建設課長。

山本善久建設課長

すみません。少し説明不足でした。当然ですね、今説明させていただきました、この資料

３４ページの交差点部分もですね、こういう施設が計上されておったと、当然これがあります

とこの交差部分が防ぐという形になりますので、ＪＲとこの町の新しいというか、この破線

部分の道路計画についても協議を重ねまして、削除いたしました施設に代わるものをですね、

この２２年度で工事する中で含まれてくる。要するに鉄道の軌道内にですね、積荷が転落しな

い、また車両等が転落しないというための施設でございますので、この新たな道路の部分に
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もそういうものを、代わりのものを構築するということでございます。以上です。

北村博司議長

１２番 平野君。

１２番 平野隆久議員

わかりました。この剛性防護工についても何らかの理由があってということなんで、その

点についての説明していただいて終わります。

北村博司議長

山本建設課長。

山本善久建設課長

この施設でございますけども、剛性防護工とですね、積荷転落防止工というのは、これは

ここには分けて表示してございますけれども、これは一体のものでございます。剛性防護工

といいますのは、コンクリート製の基礎というふうに考えていただいて、積荷転落防止工と

いうのは、その上に基礎に設置されるネットフェンスのようなイメージで考えていただいた

らと思います。以上です。

北村博司議長

ほかにございますか。

玉津君。

７番 玉津充議員

この議案のですね、距離表示なんですけど、 １０１ｋｍ、 ９００ｍという表現になっておるんで

すけど、これ間違いではないと思うんですけど、これの表示方法は普通だと １０１．９ｍとかと

いうふうに表示したほうがわかりよいと思うんですが、その辺の見解はいかがでしょうか。

北村博司議長

山本建設課長。

山本善久建設課長

お答えいたします。この表示につきましてはＪＲとの協議の中でですね、鉄道事業者が軌

道を管理するうえにおいての表示でございますので、それを用いたわけでございます。以上

です。

北村博司議長

よろしいですか、ほかにございますか。

（「な し」と呼ぶ者あり）
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北村博司議長

以上で、質疑を終わります。

日程第１４

北村博司議長

次に、日程第１４ 議案第１３号 紀北町道の路線認定について（中州９号線）を議題といた

します。

質疑を許します。

質疑ありませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

以上で、質疑を終わります。

日程第１５

北村博司議長

次に、日程第１５ 議案第１４号 紀北町道の路線認定について（片上１８号線）を議題といた

します。

質疑を許します。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

以上で、質疑を終わります。
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日程第１６

北村博司議長

次に、日程第１６ 議案第１５号 平成２１年度紀北町一般会計補正予算（第４号）を議題とい

たします。

本件につきましては、最初に８ページの繰越明許費から歳入の３１ページまで質疑を行いま

す。次に歳出につきましては３２ページの議会費から４９ページの商工費までと、そのあと４９ペ

ージの土木費から６８ページの給与費明細書までに分割して質疑を行います。

それでは、８ページの繰越明許費から、地方債補正、３１ページまでの歳入についての質疑

を許します。

松永君。

１７番 松永征也議員

８ページのですね、繰越明許費でありますが、地域活性化・きめ細かな臨時交付金以外に

ですね、中山間地域総合整備事業 ６００万円の事業が繰り越されておりますが、どのような事

業で、どのような理由をもって繰り越すのかお聞きをいたします。

北村博司議長

中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

お答えいたします。中山間地域総合整備事業 ６００万円の繰越明許費でございますが、当初

ですね、２億円の事業費に対しての負担金でございまして、今回 ４，０００万円の繰り越しとい

うことで負担金として１５％、 ６００万円の繰り越しとなります。なお、工事の箇所としまして

は馬瀬・大原取水設備工事、鷲下の排水路の改修工事等が繰り越しとなっております。以上

です。

北村博司議長

１７番 松永君。

１７番 松永征也議員

新田のね、入田もですね揚水機場の整備、井戸の整備ですね。これ確か今年度の予算で計

上されておったように思うんですが、まだ事業がされておらんわけなんですけど、これは含

んでおらんわけですか。

北村博司議長
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中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

お答えします。新田につきましては県のほうへ問い合わせしましたところ、２２年度にとい

うことで事業を施工するということで聞きました。以上です。

北村博司議長

松永君。

１７番 松永征也議員

この地区はですね、何というのか水枯れというんか、水不足がね、大変起っておる地区で、

毎年。その原因には船津川の河川改修ね、これによる河床の掘削これが影響しているんじゃ

ないんかと思うわけなんですけども、そのようなことからね、一番先に事業をすべきところ

じゃなかったんかと思っておるわけなんですけどね。産業振興課は十分現状を知っておられ

ると思うんですが、農家の方はですね渇水期になると夜中の３時ごろに起きて、それで揚水

機場のスイッチを入れに行ったりどうかして、大変苦労されておるわけなんですわ。そのよ

うな事業が入ってないということなんですか。３回目ですので、最後ですが。

北村博司議長

中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

お答えします。入ってないというわけではないんですけども、一応２１年度につきましては

候補地を、一応どこが良いかということで県、町と一応検討したんですけども、今のところ

ははっきりしたところが決まってないということで、事業については２２年度で施工したいと

いう県の回答でした。以上です。

北村博司議長

ほかにございませんか、谷節夫君。

２１番 谷節夫議員

２１番 谷。８ページの６番の商工費です。６番の商工費の地域活性化のきめ細かな臨時交

付金事業、これはですね、この前の説明では集客交流施設の桂中の改修工事、これ一般財源

も １５０万円使って ４９０万 ５，０００円、これ繰越明許でなっているんですけど、実はこの桂中が

ですね、前年度にもちょっと赤字というか投資する割に効果が出てないということの質問も

ありまして、大体この桂中の改修というのを説明では、説明というか広いその部屋を間仕切

りをしたりというようなこと、ちょっと聞いておるんですが、具体的に計画はきちんとして
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いるんですか。どのように改善して集客をもっと図るという、そんな計画があるか、ちょっ

とお聞きしたいんですけど。

北村博司議長

中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

お答えいたします。この地域活性化・きめ細かな臨時交付金による桂中の工事でございま

すが、イベント交流施設、桂中の体育館ですね。体育館が雨漏りするということで、これに

対して ４３０万 ５，０００円、それと交流施設の２階ですけども、大きな部屋というか教室を利用

していますので、寝室の間仕切りを３室、６０万円程度でやりたいという計画でございます。

以上です。

北村博司議長

谷節夫君。

２１番 谷節夫議員

わかりました。そうすると水、雨漏りを防ぐのに ４３０万円から相当な額を使うということ

ですね。そしてその間仕切りについては６０万円ぐらい使って、それでそれは間仕切りという

のは常にこうお客様がたくさんきたら取り外すとかって、そういう移動というか、そんなふ

うにするんですか、計画としては。ちょっとそこを細かく聞きたいんです。

北村博司議長

中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

はい、間仕切りにつきましては、今のところ大部屋になってますので、ある程度５人や６

人という小規模な方が来ていただくようにということで、間仕切り３部屋にするということ

で、今のところ詳しいところまでは出ておりません。そういうことで３部屋を間仕切りする

ということで検討しております。以上です。

北村博司議長

それ取り外しができる間仕切りかどうかということを確認しておるんで。

中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

間仕切りについては、取り外しができるような形でやりたいと考えております。

北村博司議長
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谷節夫君。

２１番 谷節夫議員

いつ見に行ってもね、風呂とかそうしたことにいうと、もうこう素晴らしい施設になって

いるんですけど、いざ使うとなるとね、非常にこう。例えば１人か２人か３人とかというお

客さんが来て泊まれるかというたら、非常にこう使い勝手が悪いというか、寂しさも感じる

ぐらいの部屋なんで、この間も実は関係の人たちとこう見て回ったんですけど、やっぱりこ

う予算が出てくるその中で、私どもはよっぽど気をつけてこう質問しておかないとね、でき

上がったものがまたこんなでき上がりかというような、それは公民館にしても何にしても、

たくさんあるんでね、また何か機会があればこうした間仕切りをするんだということもね、

きちんとまた説明していただきたいんで、ひとつその点をよろしくお願いいたします。以上

です。

北村博司議長

質疑ですか。

２１番 谷節夫議員

回答を求めます。はい。

北村博司議長

中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

また後日、計画については報告させていただきます。

北村博司議長

平野隆久君。

１２番 平野隆久議員

それでは２６ページの１５款、２項、１目土地売払収入なんですけども、これ説明のときに共

同作業場ほかの収入による増ということで説明を受けたと思うんですけど、その点について

はそれでよろしかったですか。まず確認します。

北村博司議長

五味福祉保健課長。

五味啓福祉保健課長

土地売払収入については共同作業場の収入でございまして、建物も共同作業場の収入でご

ざいます。はい。

１２０



北村博司議長

平野君。

１２番 平野隆久議員

そうすると今回、第６号議案でその条例を廃止、共同作業場条例を廃止する条例が上程さ

れているんですけども、これで予定が条例のほうがあとということで、この問題はないです。

あとさきの話の問題は別にないんですか。その法的な問題がクリアされているのかについて

質疑したいと思います。

北村博司議長

五味福祉保健課長。

五味啓福祉保健課長

条例をですね、まず廃止していただいてご可決いただいて、その順序としましてですね、

普通財産に変えて売り払いを払い下げをさせていただくというふうなことになりますので、

予算のほうがあとになろうかと思います。以上でございます。

北村博司議長

ほかにございますか。

近澤チヅル君。

３番 近澤チヅル議員

２点お伺いします。１９ページの商工使用料なんですけれども、これは指定管理者制度の中

の契約したところに関する使用料だと思うんですけれども、温泉施設とかオートキャンプ場

はプラスになっておりまして、これは指定管理者の契約金額よりも上回った部分だと判断し

ていいのかどうか。そしてマイナスの部分はその契約よりも下回った金額として理解してい

いのか、お伺いします。

そしてもう１点、２０ページの地域活性化・公共投資臨時交付金の増１億 ２，４５６万 ９，０００円

があるんですけど、これの細かい説明をお願いしたいのと、その下のきめ細かな臨時交付金

の増は１億 ６，３２９万 ２，０００円で、ここにも細かく概要をいただいているんですけれども、１２

月の２０日に閣議決定されて、これを含めて２２年度予算は１３カ月予算と言われておるんですけ

れども、きわめて早急にこの１億 ６，３２９万 ２，０００円を決定しなくてはならなかったんですけ

れども、２２年度の予定していたものを先送りした部分があるのか、どの部分なのか。多分あ

るのではないかなと思うんですけれども、またそうでなく、ない部分になるのか、そこのと

ころをお聞きしたいのと。
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そして、今回はハード面ばかりの支援交付金、利用方法に最初のほうになってくるわけで

すけれども、第１次補正予算のときはソフト面もよかって、今実施されているところであり

ます。この中にはインフラ整備等とあるんですが、ハード面だけでなくてはこの交付金は利

用できなかったのかどうか、お伺いいたします。

北村博司議長

中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

お答えをいたします。１９ページですね、温泉施設の使用料の増というのは、これは当初予

算が ２，６３５万 １，０００円ということで、見込みとして ２，９０２万 ５，０００円が見込まれるというこ

とで、増ということで ２６７万 ４，０００円を計上させていただいております。

それと、紀北町森林公園オートキャンプ場の施設の使用料の増 ５９５万 ３，０００円につきまし

ては当初 ３，０００万円予定しておりましたので、予算として。それの上回った分が ５９５万 ３，０

００円でございます。

体験型イベント交流施設使用料についても、これは当初よりも使用料が減額ということで

見込みということで、これにつきましては２６万 ２，０００円の減、ふれあい広場のマンドロの使

用料の減についても、使用料が少なかったということで見込みの減ということで７万 ６，０００

円の減となっております。以上です。

北村博司議長

塩崎財政課長。

塩崎剛尚財政課長

では初めに、地域活性化の公共投資臨時交付金のほうから説明させていただきます。９月

補正でですね、あげさせていただいた ４，０８４万 ５，０００円につきましては、津波高潮危機管理

対策緊急事業のですね、残に、これを交付金としていただくということで ３００万円計上して

おりました。

それで美しい森づくり基盤整備交付金につきましては、 １，９８４万 ５，０００円これへ充当して

おりました。それでそのもう１つですね、太陽光発電のところの事業の中で １，８００万円予定

してですね、 ４，０８４万 ５，０００円を予定しておりました。

今回補正の主な原因としましてはですね、相賀小学校の改築事業なんですけども、安全・

安心な学校づくり交付金、この分がですね、新たに対象になりまして調査のものがきまして

ですね、この分も対象になるということでこの分が主に増えまして、今回１億 ２，４５６万 ９，０
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００円ですね、補正させていただくものであります。そのためですね、当初予定してました相

賀小学校の起債ですね、その分を減らさせていただいております。

きめ細かなにつきましてはですね、今回はインフラ整備ということで、県のほうにも問い

合わせたらですね、そのインフラ整備ということに限ってでした。そういったことで今回は

普通のハード事業にすべて充当させていただいております。

あと現在ですね、この前も説明させていただいたんですけども、ちょうどですね、この内

示がきたのが当初予算の編成作業中でした。そういったことから当初予算の要求のあったも

のとかですね、あとローリング計画ですね、総合計画の。そういった中を精査しながらです

ね、前倒しできるところは前倒ししながら、事業の箇所決定を行った次第であります。

北村博司議長

近澤君。

３番 近澤チヅル議員

使用料のところなんですけれども、私が質問したのは当初予算より増えた部分は、その指

定管理の契約の金額よりも増えた部分なのかどうかというところをお尋ねしたんですけれど

も、それにあたるのかどうかというところの回答はありませんでしたので、もう再度お願い

したいと思います。そしてマイナスはそういう意味で、指定管理料に足らなかったのかなと

思うので、そこのところの明解なお答えをお願いしたいと思います。

きめ細かな臨時交付金では、２２年度の前倒しもあるということなんですが、この１億 ６，０

００万円もらっている中で、どの部分が前倒しの部分で、あとに回した部分もあるのかという

のをちょっと詳しくお願いしたいのと。

これは今回やっぱり住民の身近な要求で、自分たちの身近なところを工事して、この交付

金の目的はやっぱり地域が活性化することを目的に今回されたと思うんですけれども、この

今、不況が続いている中でですね、公共事業で身近な大切な部分で地域を活性しようという

ことですので、やはり地元の業者を優先して工事をするとか、業者の方、今まで経験なかっ

たこともいろいろ知恵を組んで、このような事業に取り組めるようにするような施策が必要

だと思うんですけれども、県のほうでもそのような指導があるとも聞いておりますが、紀北

町はどういう考えで本当にこの事業をすることで、地域が活性化するような施策を計画して

いるのかどうか、お尋ねいたします。

北村博司議長

中村産業振興課長。
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中村高則産業振興課長

お答えいたします。紀北町森林公園オートキャンプ場の施設の使用料の件ですけども、

これ４８ページご覧いただきたいと思いますけども、そこに紀北町森林公園オートキャンプ場

の管理運営事業費の増ということで、 ４３３万 ５，０００円が計上されております。これにつきま

しては指定管理協定に基づいた、 ３，０００万円オーバーした分の１０％、報償費として出すとい

うことでございまして、この歳入についてはその当初から、当初の予算の見積以上のものと

いうことでございます。

それと、あと使用料の件についてはさきほど言いましたように、施設の使用料が見積より

も少なかったということでございます。以上です。

北村博司議長

副町長。

紀平勉副町長

２番目のきめ細かな臨時交付金のことについて、お答えさせていただきます。どういった

事業をここで採択したのかという話なんですけども、町長の所信表明でもお話させていただ

きましたように、まず住民の皆様の生活に密着した部分を前倒しというか、この部分でとら

せていただきました。例えばあのときも例を挙げさせていただいたように、地区集会所です

とか、あるいは道路、それから下排水路、河川、それから生涯学習施設の整備、あと学校で

すね、こういった住民の皆様に密着した施設、あるいはハード施設の整備を主にこちらで取

り上げさせていただきました。

それから、この事業は当然、近澤議員おっしゃられたようにですね、地域地元の経済の活

性化という目的もございますので、当然、地元の業者の方に配慮をさせていただきたいと考

えておりますし、これまでもいろいろさまざまな経済対策の臨時交付金ございましたけども、

それにつきましてもほぼ地元の業者の方で落札されたというふうに聞いております。以上で

ございます。

北村博司議長

近澤君。

３番 近澤チヅル議員

最後のあれになります。オートキャンプ場は指定管理者の契約料よりも良かったので、そ

の按分して支払うということですが、マイナスの部分はその指定管理の料金に達しなんだ赤

字部分ということで理解、そういうことで罰則とかそういう達しなんだら返して、たくさん
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利

益が出た場合は還元する。またなかった場合は補償とかそういうことは決めてないのかどう

か、最後にお尋ねいたします。

そして、きめ細かな臨時交付金につきましては、やはり今までにない、今不況のもとでで

すね、皆さんも仕事がない、仕事がないと困っておりますので、そういう説明でしたが、よ

り一層工夫して地域の工事関係の皆さんが、またそれに関連する地域の皆が、よりこの金額

で活性化するよう努力をするべきだと思います。回答はよろしいです。

北村博司議長

回答の必要のないような。

３番 近澤チヅル議員

ごめんなさい。是非さきほど副町長のほうから回答がありましたので、町長ももちろんそ

う思っていらっしゃると思いますが、町長もこのきめ細かな交付金に対して、そのような思

いを持っていらっしゃるのかどうか、最後にお尋ねいたします。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

きめ細かな臨時交付金につきましてはですね、ハード事業ということで、本当に住民の皆

様がですね望んでいたような、その大きな事業計画にあるようなものではなしにですね、そ

ういったものをしていただくと、事業料も少ないもんですから、やっぱり地元の業者が受け

られるという形になろうかと思います。ですから、私も公共事業に対するですね、雇用等も

十分認識しておりますので、そこらは十分配慮しながら今後もやっていきたいと思います。

北村博司議長

中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

ちょっと補足なんですけども、さきほどのオートキャンプ場の件なんですけども ３，０００万

円オーバーした場合は町が報償金として出すわけですけども、逆に少なかった場合は負担金

としてということで出していただくということになっておりますので、よろしいですか。

北村博司議長

東澄代議員。

１６番 東澄代議員
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議長、１６番。２８ページの財産収入なんですが、物品売払収入の ７００万円減の内容、内訳を

お願いします。

北村博司議長

２６ページですね。倉崎環境管理課長。

倉崎全生環境管理課長

２６ページのですね、物品売払収入の ７００万円の減でございます。これにつきましては資源

ごみのですね売り払いでございまして、当初 ９００万円の予算を計上しておりましたが、精算

見込みによって ７００万円の減をお願いするものでございます。これについては参考としてで

すね、平成１９年度の売上は ２，１５０万円ほどございました。また２０年度の売上ですが １，３００万

円ほどございましたんですが、今回は精算見込みで ２００万円ほどになります。これは主にで

すね、単価のキログラム当たりの単価が安くなったことが原因でございます。

主なものとしてはですね、参考でございますけども、キログラム当たりの単価ですが、段

ボールがですね、１２円から１円、雑誌が９円から１円、新聞紙が１２円から２円、スチール缶

が２３円から２円、アルミ缶が １０５円から２１円、粗大スチールが２２円から３円と、ペットボト

ルが１３円から３円へと大幅な単価が下がったものでございます。それによって今回の減額を

させていただきました。以上です。

北村博司議長

東澄代君。

１６番 東澄代議員

今後、そのような状況は即座に把握して、過剰見積しないような予算の組み方でお願いし

ます。

北村博司議長

倉崎課長。

倉崎全生環境管理課長

はい、以後気をつけてですね、予算を組まさせていただきたいと思います。

北村博司議長

はい、ほかに。岩見君。

１０番 岩見雅夫議員

２０ページのですね、民生費補助金なんですけれども、子育て応援特別手当交付金の減とい

うことでですね １，５７９万円出ております。事業の執行停止ということでしたんですが、この
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事業内容についてですね、説明を求めたいと思います。

北村博司議長

五味福祉保健課長。

五味啓福祉保健課長

この件につきましてはですね、２０年度から実施したわけなんですけど、２１年度につきまし

て３万 ６，０００円を１人当たりということで、３歳から５歳までの方にということで計上はさ

せていただいておったんですけども、厚生労働省のほうの児童家庭局長から２１年の１０月１５日

付けでですね、執行停止するようにということで執行停止の措置をしましてですね、予算を

減額したということでございます。それとですね減額につきましては全額減ということで、

減額させていただいております。以上でございます。

北村博司議長

よろしいですか。

中津畑君。

１５番 中津畑正量議員

１件だけお聞きします。１９ページの教育使用料の教員住宅使用料の増ですが、金額はわず

かではございますが、教員異動の時期でもありますし、この教員住宅そのものの管理は教育

委員会にあると思うんですが、この７８万円という使用料、また現在ある教員住宅の、すぐ利

用できるような状態になっていることも含めてですね、今後異動によって増減があると思う

んですが、そこら辺の見通しというものも聞かせていただければ。

北村博司議長

世古学校教育課長。

世古雅則学校教育課長

教育使用料の教員住宅使用料の増の７８万円でございますけれども、これにつきましては当

初前年度実績ということで、４戸からの使用料を予定しておりました。ところが今回利用者

が多くなりまして、４棟教員の方に入っていただきましたので、その４棟入っていただきま

したことによる増でございます。

それとまた、教員住宅の管理状況なんですけども、この管理につきましては議員さんおっ

しゃいますように、教育委員会で出しております。ただその中には確かに少し荒れておるよ

うなところもあります。それでですね、学校とも連携をとりまして、その教員住宅棟につき

ましては管理の一部をお願いしておるよというところもございます。以上のような状況でご
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ざいます。

北村博司議長

中津畑君。

１５番 中津畑正量議員

もう少し突っ込んでちょっとお聞きします。現在、何戸教員住宅があり、すぐ使用に耐え

られる状況になっているのか、またすぐ入れない状況になっているのか、そこの点を把握し

ているのかどうか。それで今後の異動によって対応できるかできないかということも出てき

ますんで、そこの点をお伺いをいたします。

北村博司議長

世古学校教育課長。

世古雅則学校教育課長

現在、当町には教員住宅が１８棟ございます。それで戸数といたしましては２７戸ということ

で、当初では、今回提示させていただいておりますのは、そのうち１８棟ある中で長島区には

１２棟、それと海山区では６棟という内訳でございます。それで今回あげさせてもらっており

ますのは、その８棟入居がありましたので、１０棟ほど空いておるというような状況でござい

ます。１０棟空いております。

その中でですね、すぐに使えるものがいくつあるのかということだと思うんですけども、

そのうちにですね、約ですけども２棟ないし３棟ほどは修理をしなければ入居できないとい

う、そういうような形になっておるような状況でございます。以上です。

北村博司議長

よろしいですか、ほかにございますか。

東清剛議員。

２０番 東清剛議員

さきほど前者議員のきめ細かな、８ページ、地域活性化きめ細かな臨時交付金事業、これ

町長答弁されて身近なところのね、工事を賄う。そして今回はハード面だけの予算付けだと

いうことで、ただこれね、それで前者議員言われたように地元の業者に、是非ともやってい

ただきたい。私もそのように思っておりますんで、その辺のね、これ問題はやはり入札方法

にあろうかなと思うんですけどもね。当然、我々の認識しているのは一般競争入札が一番当

たり前の話でありましてね、その中でどの地域の人たちに参加資格を与えるか、今後のやっ

ぱり建設業者の方のことを考えてね、やはりその地域へどうしても業者の方に残っていただ
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かなければいけない業者さんもあるわけですからね。ただ単に公平性を保つために一般競争

入札だけでやっていくのかどうか。今後そのあたりの方針なり町長の考え方をお聞かせくだ

さい。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

発注表示に基づいてやっておりますが、このきめ細かな臨時交付金等のような事業はです

ね、紀北町ということでですね入札、そういうことですか。ちょっとその細かいところは副

町長に答えさせます。

北村博司議長

副町長。

紀平勉副町長

今うちがやっている一般競争入札ですけども、純粋な一般競争入札ではございませんで、

条件付き一般競争入札ということで、事業費規模、この前の相賀小学校のように事業規模が

大きいとＪＶを組んでいただいて、県外業者なども入ってくる可能性はあるんですけども、

今申し上げました条件付き一般競争入札の場合ですね、今ある紀北町建設工事発注標準とい

うのがございまして、ここでＡランクからＢランク、Ｃランクございますけども、すべて紀

北町の業者の方だけが入っております。すべて紀北町の業者のみということになっておりま

す。以上です。その中で一般競争入札をしていただくということです。

ただ、特殊な工事は除きますけども、一般的な標準の事業であれば、これを使わせていた

だくということです。

北村博司議長

東清剛議員。

２０番 東清剛議員

よくわかってますんですけども、ただ、今ね、入札案内を出しても、やはり辞退される業

者さんも随分あるような実態だと私は受け止めております。これは多分その中でね、ランク

表を持ってますから、多分Ｂランクで２０何業者ありますから、これ全部出して、それは公平

さにはいいんですけどもね、今後やはり地域それぞれ、県がね上部団体がずっと一般競争入

札続けて、それで少し進んだのが条件付きで指定をします。その条件をどの辺まで縮めてや

るのかというところを検討されないとね。
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だから今、紀北町全体だからということなんですけども、もう一つ言えばその下にいけば

それぞれ区がありましてね、その中でやはり土建屋さんそれぞれ頑張っております。ただ、

県工事ですと、今すでによくご存じのようにね、尾鷲の業者さんたちが随分紀北町内で事業

やってますね。この辺をどのように受け止めておられるか、お聞かせください。

北村博司議長

紀平副町長。

紀平勉副町長

今のご趣旨は町の入札においては、今、紀北町全体で業者の登録とか競争入札をしていた

だいているのを、もう少し細分化できないかという趣旨だと思うんですけども、残念ながら

ですね、一応紀北町ということで、これは一本で考えさせていただきのと、これ以上細分化

することはですね、ちょっと難しいかなと今のところは考えております。

それからあと、県の事業でございますけども、確かにその紀北町の事業において、尾鷲の

事業者が入ってくるということもあろうかと思います。ただ県はですね、さきほど私が申し

上げましたように東紀州とか大きな括りでしか多分括れないと思うんですね。例えば紀北町

の事業を紀北町一本で括るというのは、そこまではちょっと難しいかと思いますので、多分

県の事業においてもこちらの紀北町なり尾鷲である事業はですね、ある一定の東紀州地域で

括っておりますんで、逆にですね、尾鷲である事業も紀北町が参加できると、相互乗り入れ

ができる県の事業は効果になっておろうかと思います。

ただ、さきほど申し上げましたように、紀北町の入札につきましては申し訳ございません

が、紀北町一本で今のところ考えております。以上です。

北村博司議長

よろしいですか、東清剛議員。

２０番 東清剛議員

よくわかっておりますけども、もう少しね、やっぱり町長の方針としてね、町長変わられ

て、その辺を見直すぐらいのことをしないとね、やはり業界皆死んでしまいますしね、ただ

いいんですよ。規模を考えてね、紀北町の業者も出ているところもありますよ。その実態を

本当に把握されているんかどうかということですね。

それで、もう一つ言えば、やっぱり事業所の所在地によってのね、所得税、納税になるわ

けですよ。その辺が一番町税で、町費でね、事業やって、それが他所に流出してしまうとい

う現実をね、どのように受け止めているかお答えください。
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北村博司議長

紀平副町長。

紀平勉副町長

はい、議員おっしゃることはよくわかっております。今、紀北町が今努力しておるのはで

すね、今ある一定の発注標準に基づくのはもう紀北町一本で、これ仕方がないと思うんです

けども、それ以上の事業ですね。例えば先だっての相賀小学校の部分につきましても、地元

枠みたいなのを特別設けさせていただいて、落札できるかどうかは別にしても、地元の業者

の方が参加し、入札可能となるように、そういった地元の方々に対する配慮はさせていただ

いております。

おっしゃられましたように、地元の業者が潤うということは、それだけ税収も上がって紀

北町全体が活性化するということでございますので、地元の業者を育成、育てていくという

のも町の大きな役割であるということは認識しております。以上です。

北村博司議長

ほかにございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

以上で、歳入等の質疑を終わります。

北村博司議長

ここで１１時まで休憩いたします。

（午前 １０時 ４９分）

北村博司議長

休憩前に引き続いて、会議を開きます。

（午前 １１時 ００分）
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北村博司議長

次に、歳出へ入ります。３２ページの議会費から４９ページの商工費までの質疑を許します。

東澄代議員。

１６番 東澄代議員

１６番。４７ページの水産業振興費ですが、 １５６万 ４，０００円のこれ説明がちょっとわかりにく

かったんですけれど、その内容をもっと詳しく説明お願いします。三重外湾漁協借換資金債

務保証料の助成補助金の １５６万 ４，０００円の内容と。

それから４８ページの観光費の紀北町の森林公園オートキャンプ場の管理運営事業費の報償

費の増というのを、この内訳とお願いします。

北村博司議長

中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

はい、お答えいたします。４７ページの三重外湾漁協借換資金債務保証料の助成補助金 １５６

万 ４，０００円につきまして説明します。今回ですね、２月１日に外湾地区１２漁協が合併し、三

重外湾漁協が発足いたしました。その１２漁協の累積欠損金は約４４億円ということで、このう

ち１８億円は県振漁連とか系統団体からの支援、また５億 ４，０００万円については原資というこ

とで行っておるんですけども、さらに２０億円を借り入れるということで、５年間で均等で返

済する計画であります。

その借り換えの２０億円の利息については国が全額補助するわけなんですけども、県信用の

保証協会に支払う債務保証料についてですね、この債務保証料の２分の１は国、４分の１が

その１２漁協、あと残りの４分の１につきまして、１２漁協の関係する参加漁協のある市町２市

３町なんですけど、志摩市、尾鷲市、南伊勢、大紀町、紀北町が、その負担をするという欠

損金に対して支援要望がありまして、今回予算を上程したわけなんですけども、その２０億円

に対する保証料、それが ４，６８０万円です。

それで、さきほど言いましたように４分の１につきましては、市町の負担分は ２，３４０万円

と、そのうち紀北町の負担分は５年間で ４６９万 ３，０００円ですよということで、５年間という

ことで２１年度が １５６万 ４，０００円、２２年度が １２５万 １，０００円、２３年度が９３万 ９，０００円、２４年度

が６２万 ６，０００円、２５年度が３１万 ３，０００円ということで、今回補正で １５６万 ４，０００円計上させ
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ていただきました。

続きまして、４８ページの紀北町森林公園オートキャンプ場管理運営事業費の増ということ

で ４３３万 ５，０００円の報償費ですが、これは指定管理協定に基づきまして、キャンプ場の使用

料が ３，６１９万 ３，０００円ということで ３，０００万円が目標額でございますので、差し引きします

と ６１９万 ３，０００円と、それの７割、７０％ですね、 ４３３万 ５，０００円を報償費として支払うとい

うことでございます。以上です。

北村博司議長

よろしいですか。

１６番 東澄代議員

はい。

北村博司議長

産業振興課長、この外湾漁協の発足について、議会は何の資料も出てないんで、後ほど提

出してください。誰が理事になっておるのかも全く不明ですんで、午後から出せる。課長、

午後から出せますか。

中村高則産業振興課長

何とか、はい。

北村博司議長

谷節夫議員。

２１番 谷節夫議員

３４ページの総務の一般訴訟費 ５６１万 ６，０００円、水道関係訴訟事業費の減で５６万 ５，０００円あ

るんですけど、この数字を追及する前にですね、新予算にもこうした額が予算に出てきて、

予算で聞こうと思ったんですけど、この補正できっちりと聞きたいことは、まずはこの前の

説明ではですね、弁護士先生が５名になったということを聞いております。

それでですね、この２月２４日の町が出した準備書面、この前配られた中にですね、いよい

よ本格的にその野菜のレタスやとか、そうしたものの金額とかということで、原告の求釈明

にもそうした釈明が出てきております。その中でですね、この楠井嘉行弁護士、西澤博弁護

士、小林明子弁護士、坪井俊輔というのかな、それから梶山正三弁護士、この５名に間違い

ないですか、ちょっとお聞かせください。

北村博司議長

水道課長。
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村島成幸水道課長

お答えいたします。その訴訟にかかる町の代理人は５名で間違いありません。

北村博司議長

間違いありませんと言うたのやね、５名で間違いありませんと言うたんやね、今の。

再答弁、一部誤りがあるようなので、答弁。

村島水道課長。

村島成幸水道課長

楠井弁護士ですね。それから坪井弁護士、それから梶山弁護士、小林弁護士、それから高

木弁護士の５名でございます。

北村博司議長

谷節夫君。

２１番 谷節夫議員

議事進行。

北村博司議長

議事進行。

２１番 谷節夫議員

いやいやちょっと回答が。

北村博司議長

いやいや、ですから谷節夫議員が確認されたのと違う名前ですから、改めて質疑をしてく

ださい。

谷節夫議員。

２１番 谷節夫議員

ただいまですね、私は小林明子弁護士と言いましたんですけど、これはじゃ間違いですか。

この辺を明確にしてください。もう一度はっきりと明確にしてください。

北村博司議長

いや、西澤弁護士が違うとういことですよ。西澤弁護士が入ってないということです。

谷節夫議員。

２１番 谷節夫議員

ちょっともう一度氏名をおっしゃってください、弁護士。ちょっとわからなかった。

北村博司議長
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聞き取れなかったですか。聞き取れなかったそうです。

村島水道課長。

村島成幸水道課長

失礼しました。もう一度お答えいたします。楠井嘉行弁護士、坪井俊輔弁護士、梶山正三

弁護士、小林美智子弁護士、高木道久弁護士の以上５名でございます。

北村博司議長

小林明子ではないですね。

谷節夫議員。

２１番 谷節夫議員

いよいよその訴訟の逸失の利益への核心に入ってきているんですけど、この楠井、それか

ら坪井、梶山、小林、高木、この５名の弁護士先生のですね専門というか、それわかってま

したら町長お聞かせください。

北村博司議長

町長ですね。町長の指名ですから、一旦受けてください。

尾上町長。

尾上壽一町長

水道課長に答弁いたさせます。申し訳ないです。

北村博司議長

村島水道課長。

村島成幸水道課長

ここに私資料持ってないんですけれども、一応ですね、専門的なことについての弁護士の

こと控えがありますので言います。楠井弁護士と坪井弁護士等は民事の関係でございます。

それから梶山弁護士は産廃訴訟、要するに廃棄物関係に専門の弁護士でございます。小林美

智子弁護士、それから高木道久弁護士につきましては行政訴訟のほうの専門でございます。

以上でございます。

北村博司議長

谷節夫議員。３回目です。

２１番 谷節夫議員

聞くところによると、民事とその産廃と行政という形で、まあまあそれぞれその専門的に

かかわってこようかと思うんですけど、もうすでにですね、その水道水源保護条例の裁判は
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決着ついてですね、認定を取り消せということでなっております。

そんな中で、今その損害賠償の裁判の中でですね、やはりこの原告の救釈明にもあるよう

に、すでにその廃タイヤが燃焼さす、果してそのプラントがですね、どのようなプラントで

あったか。それからまた野菜の値段はどうであったか、野菜の値段は現状でどのようになっ

ているか。果してその一貫したですね、この準備書面にもあるように廃タイヤと、その野菜

工場を連携したときに、そうした消費者の思いはどうかということなども問うのも、この町

側の準備書面でも出ているわけですね。

そうした専門的なものになってくると、私は常々この訴訟で、この旧予算でも ５６０万円の

予算を付けた。それからまた新年度でも ５２０万円という訴訟費がどんどんどんどん重なって

いく中でですね、やっぱり本当にこうきちっとした原告に対しての、これが逸失の利益が出

ないですよという判断を下すのは、やっぱりその弁護士を変えてでもいかなければいけない

と、常に私はそう思っているわけです。その辺で町長どうなんですかね。

引き続いてですね、この補正で減額した、そして今度の中でですね、こういう弁護士をで

すね、もう少し正していくかどうか、今の先生以外にですね、もっと増やしていくんか、そ

れとも変えていくんか、専門的な弁護士を付けるんかどうか、これも町長のね、今後のその

訴訟に対してのお考え方をですね、はっきりちょっと聞かせていただきたいです。以上です。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

この一般訴訟費の５６万 ５，０００円、実績にあわせて下げさせていただいたんですが、弁護士

についての考え方をということなんですが、私、就任させていただいて今４カ月近くになり

ます。そういう中でいろいろとお話をさせていただいて、やはり前訴のことから十二分に知

っていましてですね、私もいろいろと今教えていただきながら、議論に参加させていただい

ております。ですから、現時点において弁護士を変えるという考えはございません。

北村博司議長

町長、谷議員は野菜の価格とか市場の動向とか、言わばそういう消費者問題についての知

識を持つ弁護士を加えるか、入れ替えるかの考えはないかと言われているんで、ポイントは

そこですから。

尾上町長。

尾上壽一町長
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その部分につきましてはですね、町のほうもいろいろ資料集めたり、現時点でやっており

ます。今、訴訟の中でですね、その部門の弁護士を入れるという考えは、現時点ではござい

ません。ただ動向見た都合でですね、どのように変化していくかということは、今後の対応

だと思います。

北村博司議長

よろしいですね。ほかに。

東澄代議員。

１６番 東澄代議員

最後の質問です。その外湾漁協の１２漁協の合併によって、債務保証ですか ４，６８０万円の内

訳なんですが、これは何かで資料が出ているんですか。

北村博司議長

東澄代議員、これ全協じゃありませんので、さきほど一回発言されておられますんで、も

う終わります。失礼しました。

岩見議員。

１０番 岩見雅夫議員

３９ページのですね、社会福祉総務費の関係ですけれども、紀北広域連合の運営事業費の負

担金が １，１００万円ほど増加しております。この負担金増の内容と、これは尾鷲市のほうもで

すね、こういう形で増加しているのかどうか。前年に比べてですね、こういった精算見込み

によるものだと思うんですけれども、どういう部門が増になったのかという説明をお願いし

たいと思います。

それから４０ページのですね、じん臓機能障がい者の通院交通費の補助の問題なんですけれ

ども、せっかくこういった措置がとられてですね、大いに活用していかなければならないと

思うんですが、これ実態としてですね、なかったということで減になっていると思うんです

けれども、申請手続き等の周知が十分でないために申請漏れになってですね、こういった減

をきたしたのではないかということも考えられるんですが、そういった指導と有効活用する

面でのですね、対策について担当のほうから説明をお願いしたいと思います。

北村博司議長

福祉保健課長。

五味啓福祉保健課長

お答えさせていただきます。まず紀北広域連合の負担金の増の件なんですけども、負担金
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の増がですね、紀北広域連合のほうで予想で見込みでですね、保険料給付費が １，２６０万円、

それとですね、知的障がい者関係の負担金が １１８万 ２，０００円の現在でですね、差し引きしま

すと １，１０３万 １，０００円の減額ということで、これは尾鷲市のほうと負担割合を決めておりま

してですね、そういうようなことで尾鷲市でもですね、同時に予算をみて紀北広域連合への

負担金となっております。

それと、続きまして、じん臓機能障がい者の通院交通費の治療費の減でございますけども、

これはですね、対象者が申請が遅れたということでですね、減ということじゃなしに、支払

い期間をですね、支払い月をちょっと移動した関係でということですもんで、ちょっとご説

明させていただきます。じん臓機能障がい者の交通費は年２回、支払う予定になっておりま

す。４月から９月分を１１月に、１０月から３月分を５月に支払うというふうなことで、当初は

ですね、進めたんですけども、補助金の支払いに関してはですね、本人の病院の領収書を確

認するために、３月分の領収書につきましてはですね、４月１０日以降に支払いまして、失礼、

４月１０日以降にしか発行がされないということでですね、負担行為が翌年度になりますこと

からですね、今回２１年の１０月から２２年の３月分の予算を減額いたしましてですね、新たにそ

の分を２２年度に予算計上させていただいたというふうなことで、２２年度予算については、２１

年の１０月から２２年の３月分とそれ以降９月分まで、失礼、２２年の４月から９月分までの予算

をですね、計上させていただいたというふうなことでございますので、決して申請者がです

ね、申請せなんだもんで減額したということではございませんので、よろしくご理解をいた

だきたいと思います。

北村博司議長

よろしいですか、次に奥村議員。

１９番 奥村武生議員

さきほどの前者議員との関連、いわゆる３回しか質問時間がないということで、ある面で

は詰めきれなかった分があったというふうに判断しておるもんですから、続いてお聞きした

いわけですけども、その訴訟に関してですね、訴訟費を認める以上、予算を。

北村博司議長

ページを言ってください。何ページの、あるいは第何款のという。

１９番 奥村武生議員

３４ページ、１１の一般訴訟費に関してであります。さきほどの前者議員の質問に対してです

ね、その対応する弁護士の専門分野があったわけですけども、町長は絶えずですね、勝訴に
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向けてという言葉を大変勇ましい言葉を使っておみえになると、しかしながら、その掛け声

ばかりでですね、掛け声ばかりと言うたらあれ失礼な言葉になりますけれども、今回はその

要件というのはですね、国家賠償法できているはずなんですけども、違いますか。

そしてなぜ、その国家賠償法でくる以上ですね、国賠法の専門の弁護士を頼まないのかと

いうことをちょっとお聞きしたいんです。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

行政訴訟のですね、プロとして２人、さきほど名前を上げさせていただきました。それと

この間お渡しした資料を見ていただきましても、国家賠償法にあたるかあたらないかという

ことも論点にですね全面に押して、今、裁判のほうを行っております。

北村博司議長

奥村議員。

１９番 奥村武生議員

だから国家賠償法にあたるのかあたらないのか、その中にある要件がその国家賠償法にあ

うのかどうかという問題になってくる以上ですね、これは本当に、その町長がおっしゃるよ

うに正面から対決をされるというならばですね、これは当然国家賠償法専門のですね、その

弁護士を充当しないとですね、これは私、前から奥山さんにもそのように申し上げた経緯が

ありますけども、いかんのじゃないかと思うことと。

それから類似の裁判もあるわけですよね。これについての、こういうケースについての。

その辺についての訴状なんかも町長知ってますか。あるいはその訴状を読んでますか。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

今回、皆さんにお渡しさせていただいた準備書面でもですね、全面にその国家賠償法につ

いての判例とか事例をですね、書かさせていただいております。

北村博司議長

類似の、国賠法の類似の訴訟についての訴状を読んでいるかという質問ですんで、類似の

ね。

尾上町長。
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尾上壽一町長

そういったものは読んでおりませんが、今回の訴状につきましては読まさせていただいて

おります。

北村博司議長

奥村議員、これは経費減の、減額補正ですんで、基本的にはそちらをお尋ねになってくだ

さい。気持ちはわかりますが、国賠法の関係のね。この減額の理由とかそういった部分を中

心にお尋ねになってください。

奥村議員。

１９番 奥村武生議員

それでは減額の理由、それから今後の見通し等について、どのような方向で持っていくの

かということ、それについて最後にお聞きします。

北村博司議長

村島水道課長。

村島成幸水道課長

今回ですね、訴訟費でございますが、当初補正前の額 ５６１万 ６，０００円から６７万円を減額す

るものでありますけれども、このうち１０万 ５，０００円につきましては、建設課にかかる訴訟費

でございます。損害賠償請求事件にかかる分につきましては５６万 ５，０００円の減額です。この

内容につきましては、当初口頭弁論を８回行われる予定ということで予算を計上いたしまし

たが、平成２１年度中は６回の開催でした。したがいまして、弁護士の日当の部分を２回分減

をしたわけでございます。これが３１万 ５，０００円で、あと使用料及び賃借料でも減をしており

ますけども、これらはマイクロバス等の借り上げが町のマイクロバス等を使用したために、

要らなくなったので減をしたと、減額をしたというものでございます。以上でございます。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

今後の対応につきましてですが、勝訴に向けて、谷議員もさきほどおっしゃったようにで

すね、いろいろなことも検討しながら対応していくと、そのように思っております。

北村博司議長

はい、次にどうぞ、ご発言してください。

近澤チヅル君。
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３番 近澤チヅル議員

３２ページをお願いします。市町職員退職手当組合負担金が ４，４６０万円増になっております

が、これは例年のこの時期の行為なのかどうか、詳しく説明をお願いいたします。

そして３３ページは地方バス運行対策事業費の減が ３１０万 ２，０００円なんですけども、高齢者

の方の足の対策の減ということで、詳しい説明をお願いしたいと思います。

もう１点、減がございます。４８ページ、牡蠣まつりの事業の補助金が昨年に引き続き２年

連続マイナスでございますので、この詳しいマイナスになった理由をお願いいたします。

北村博司議長

川合総務課長。

川合誠一総務課長

それでは３２ページの市町職員退職手当組合負担金 ４，４６０万円について、ご説明申し上げま

す。これは通常の退職手当組合負担金ではございません。昨年のですね、３月にも計上させ

ていただいておりますけれども、職員の勧奨退職に伴うですね、特別負担金でございます。

今年度７名のほとんど課長級の職員が勧奨退職をする予定でございます。そのための上積み

分のですね、７名分の特別負担金ということでございます。

北村博司議長

企画課長。

中場幹企画課長

３３ページの地方バス運行対策事業の ３５０万 ２，０００円の減でございます。これにつきまして

は３種路線の尾鷲・長島線分でございます。河合線分については減額してございません。減

額の内容なんですけども、まず当初に見込むわけなんですけども、バスの赤字が相当進んで

ましたので、ちょっと過大に見積もった部分もございます。

それとあと、うるう年の関係で１日ずれるというのもございましたし、それと軽油の単価

の関係がございまして、軽油の単価相当高くから、今ちょっと落ち着いたんですけども、そ

の分もございます。そのほかダイヤ改正で少し便数の調整もしておるということで、あわせ

まして ３５０万 ２，０００円の減ということになってございます。以上でございます。

北村博司議長

中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

お答えいたします。４８ページの渡利牡蠣祭り事業補助金３０万円の減でございます。この減
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につきましては、平成１９年、２０年に盛大に牡蠣祭りを行ったわけなんですけども、その後で

すねＰＲ、渡利牡蠣の幻の牡蠣というような感じでＰＲしたことによりまして商品が販売さ

れたと、それで牡蠣ツアーというのですか、ご存じだと思いますけども、そういう形で各業

者が工夫しまして、そういうことでたくさんの方が来ていただき、統計では ２９０人ぐらい来

ておるわけなんですけども、そういうことで牡蠣自体がなくなったというか、商品が少なく

なったということで、実行委員会が去年結論を出したということで、今後ですね、牡蠣祭り

だけじゃなしに牡蠣を使った、年末港市等にも出しておるわけなんですけども、そういう形

で牡蠣祭りという形でするのは、ちょっと検討していかないけないなという実行委員会の話

もあります。残念ですけども、そういうことです。

北村博司議長

近澤チヅル君。

３番 近澤チヅル議員

３２ページのその職員の退職なんですけれども、勧奨退職による７名の特別なお金というこ

となんですけれども、私たちの議員の年金も２３年度には破綻するのではないかとか、そうい

う話もありますが、市町村合併によってたくさんの職員が削減されておりますが、この退職

手当組合のその方向というのですか、皆さんの退職金は大丈夫なんかな、その見通しはどう

なのかお尋ねいたします。

そして牡蠣祭りの３０万円なんですけども、１９年、２０年は本当にたくさんの方が見えてです

ね、町の、特に海山区の活性化については大変有意義な祭りだったんですけれども、そのた

めに需要が増えて牡蠣が足りなくなったのか、それともほかの原因があって牡蠣祭りをする

だけの牡蠣がないのか、そこら辺の分析は産業振興課としてはどうされておりますでしょう

か。

北村博司議長

川合総務課長。

川合誠一総務課長

退職金の今後のですね、見通しはというお話でございますけれども、本町の場合ですね、

津市にございます三重県市町村職員退職手当組合という組合に加入しております。市部の場

合はですね、単独で運営しているところが多うございますけれども、町村の場合はですね、

その組合に加入しております。

で、合併後ですね、合併後、津市等も入りまして、非常に基盤が堅くなっているというと
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ころでございます。組合に毎年負担金を支払いしまして、それを基金にしまして運営を続け

ているというところでございます。

北村博司議長

いや見通しはどうなんだという、川合総務課長。

川合誠一総務課長

見通しはですね、基金が現時点ではですね、将来見通しも含めて大丈夫であろうというふ

うに思っております。はい。検討会はやってございますので、私も事情はある程度知ってお

ります。はい。

北村博司議長

中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

はい、お答えいたします。議員の思いわかるんですけども、１９年、２０年に比べて業者も１１

業者ということで減ったということと、この牡蠣につきましてはＰＲというんか、テレビ放

映等もされております。そういうことでさきほど申しましたが、牡蠣自体の絶対数が限られ

ていますので、そういうことで中止がやむを得ないという状況でございます。以上です。

北村博司議長

近澤チヅル君。

３番 近澤チヅル議員

３回目で、その牡蠣祭りでＰＲの役目が終わった。絶対量が少ないので、そう理解してよ

ろしいのでしょうか。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

これからですね、まだまだどんどん宣伝してですね、品が少なければ今度は付加価値を付

けてですねキロ単価を上げていくと、そういう努力はどんどんしていきたいと思いますし、

やはり牡蠣、アオサ、そういったものをですね、これからもどんどん違った形でＰＲしてい

きたいと、ただ実行委員会としての牡蠣祭りがですね、今年度、２１年度でできなかったので

ということで落とさせていただいております。

北村博司議長

はい、ほかに、東篤布議員。
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１番 東篤布議員

１番。４０ページのですね、第３款民生費、第１項社会福祉の２０節扶助費で、じん機能障が

い者通院交通費これが減になっておるんですが、いわゆる腎臓透析で病院に行くときの、こ

れ簡単に言うたら足代やと思うんですが、これで減になってくるということはよう使い切ら

んだのかな。という説明をしてほしいのと。

同じく民生費ですが４１ページ、老人ホームの事業費もちょっと減になっておる。かなり大

きな額なもんですから、当初予算化したときにどういう目的で予算化されてね、今回なぜ使

い切れなかったのか。結構ね、老人ホーム予算が要ると思うんですが、せっかく出した予算

を使い切ったらいいんじゃないかなとこう思うんですが、ちょっと両課の課長に、ちょっと

教えてください。

北村博司議長

福祉保健課長。

五味啓福祉保健課長

じん臓機能障がいの交通事業の補助金につきましてですね、さきほども岩見議員さんのと

こでですね、ご説明はさせていただきましたけども、もう一度ご説明させていただきたいと

思います。よろしいですか。じん臓機能障がいの交通費助成につきましては年２回、４月か

ら９月分を１１月に、１０月から３月分をですね５月に支払う予定となっております。補助金の

支払いにつきましてはですね、領収書を確認する必要があるためですね、３月の領収書につ

きましては４月以降にしか病院のほうで発行されないためですね、負担行為等が翌年になる

ということですもんで、今回ですね、２１年１０月から２２年の３月分の予算を減額しまして、そ

れでですね、新たにその分をですね、２２年度の支払いということで２２年度は計上させていた

だいて、２１年度はその分を減額させていただくということでございます。

これは支払いの負担行為の関係ですね、減額させていただくということでですね、当初、

そういうことも含めてのことでは良かったと思うんですけども、大変申し訳なかったんです

けど、そういうふうな事情がありましてですね、減額させていただくということです。

それとですね、続きまして老人ホームの管理運営費の減額でございますけども、この件に

つきましてはですね、２０年度までの県との協議では無償で老人ホームの土地についてはです

ね、河川敷になっておるんですけども、払い下げが可能であるというふうなことでですね、

確定するための業務の計上費のですね、上げさせていただいたところなんですけども、県の

うほからですね、２１年度になりましたらですね、無償による払い下げは難しいということで
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ですね、三重県のほうから連絡がありました。三重県がですね、国からその無償で払い下げ

を受けたとしてもですね、過去に河川敷のこれまで管理してきた費用があると、そういうふ

うな経緯からですね、払い下げをする場合は鑑定による有償払い下げしか考えられないとい

うふうなことでですね、県庁で協議しました。そのようなことからですね、この業務を減額

しましてですね、いただきたいというふうなことです。

ただですね、これからも敷地につきましてはずっと無償で貸していただけるというふうな

ことはですね、確認はとっております。以上でございます。

北村博司議長

東篤布議員。

１番 東篤布議員

透析患者、今、紀北町で何人おるかということとですね。ほとんどの方が尾鷲病院、尾鷲

市民病院に総合病院に行っておられると思うんですが、以前に数名の方が大台病院のほうに

行かれておった方もおるんでして、その辺のちょっと把握されておるのかということとです

ね。

今、支払い方法聞きました。領収書持ってこんだらなかなかお金がもらえない。ですから

病院の発行が遅れるためにずれ込んでくる。であれば毎年このようなことが起ってくんのじ

ゃなかろうかと思うし、何ですか、その方の家から病院までをキロ数を計算して出しておる

のかどうかという点とですね、ちょっと教えていただきたい。

それで、それに答えていただいた後で町長に、これからこうやって大変なんですよ。交通

費は。特に山間部から出て行くとなるとバスもないしね、タクシーで行ったら大変な金額に

なると、何とか巡回バスなり福祉タクシーなりできないのかなという意見も僕もよく聞くん

ですが、そのようなお考えが今後ですね、この席ではちょっと不適切な質問やも知れません

がですね、この減額するよという予算が出てきている以上はですね、町長のお考えをお尋ね

したい。

で、もう１点最後のもう１つですけども、例えば課長のさきほどの話でしたら、老人ホー

ムの赤羽寮ですね。あそこのところはいわゆる官地、河川敷もかなりの面積使っておるとい

うことは聞いてますし、無償で借りておるということも聞いております。ただ今の話を聞い

ておると、今度買おうかなみたいなことも検討されたわけですか。無償で譲っていただけま

すかという話したということは、それで向こうから答弁として、答えとして有償でなければ

という返事がきたということはね、何らかの動きが当町にあったのではなかろうかなと思い
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ます。その点、課長にお答え願いたい。

そしてそのあとで町長にですね、赤羽寮については今後どうしていくんだという、町民の

非常に関心があるもんですから、当然そのように用地取得しようと動いたんであれば、ある

程度町長の方向性も決まりかけたんじゃなかろうかなと思うもんですから、その２点だけお

願いします。

北村博司議長

五味福祉保健課長。

五味啓福祉保健課長

はい、さきほどのじん臓透析の件なんですけども、じん臓透析につきましてはですね、今

ガソリン計算で、今までは。

１番 東篤布議員

何名おるかということ。

五味啓福祉保健課長

わかりました。対象者がですね５４名の方に支払っておるということで、いえ失礼、補助金

の交付者につきましては５０名ほどということでですね、対象者は７０名ほどでしたんですけど

も、ただそのうちですね、大台病院に行っておる方は１、２名だったと思うんですけども。

それとですね補助金のことなんですけども、５ｋｍから２０ｋｍ未満が １，５００円、それとですね、

２０ｋｍ以上については ２，０００円というふうな補助で現在進んでいるというところでございます。

それとですね、払い下げの件につきましてですね、県庁とも協議の中で払い下げを受ける

場合はですね、現在の鑑定価格で払い下げというふうな。

１番 東篤布議員

そう要求したということはね、取得しようという気があったのですかということ。

五味啓福祉保健課長

はい、実はですね、去年、民営化に絡んで払い下げを受けてですね、それで町にまず土地

をですね、町に取得しておいて、そのあと民間に貸すというふうなことでですね、考えてい

たわけなんですけども、新しい尾上町長になりましたからですね、もう少し考えるというこ

とで、そのようなことでこの事業につきましてはですね、払い下げ、現在のところ県のほう

も無償では難しいと、あきませんということですもんで、とりあえずは予算を減額させてい

ただいたというふうなことでございます。

北村博司議長
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紀平副町長。

紀平勉副町長

すみません。ちょっと補足説明をさせていただきます。さきほど東篤布議員は、なぜこれ

払い下げという行為に出たのかという今ご質問でしたので、その道義付けというのが去年い

ろいろ皆様に大激論をいただきました赤羽寮の民営化というのが一つ問題でございます。で、

赤羽寮を民営化するときには、今あそこ河川敷でございますので、いわゆる底地ですね、土

地をきちっと整理する必要があるということで、じゃあ、きちっと土地を整理しようじゃな

いかということで、県と協議をしていた結果ですね、河川敷だったらただでもええわと、払

い下げてもええわという話がありましたので、じゃ払い下げにあたってはあんたとこで、あ

んたとこ町ですね、町のほうでちゃんと測量して確定してここという境界を決めてくれと、

そしたら話に乗ったろうやないかということで、予算をあげさせていただきました。

今、五味課長説明させていただいたようにですね、２１年度になって県と協議を進めていく

中でですね、やっぱり一応河川敷についても県はお金を出して管理をしてきたと、経費をか

けていると、それから一旦あれは町に払い下げる場合は国から県が譲り受けて、で県が普通

財産にして売り払うという話でございますので、今後のこの２２年当初でも紀伊長島高校です

ね、長島高校も払い下げをあれ無償じゃございません。一応減免はしていただいております

けども、ああいった考え方に基づいて、ある程度お値段はいただきたいということでござい

ますんで、せっかくただで借りれるもんをですね、お金出してまで買う必要はないというこ

とで、今回減額をさせていただいたと、そういうことでございます。以上でございます。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

さきほどのじん臓機能の方ですね、交通費のこと、東議員のおっしゃるとおりだと思いま

す。それで福祉タクシーとかですね、そういった民のそういう移動の手段を使ってやってい

る方もいろいろとございます。そこら辺で大変経済的にも苦しい思いをしているのはわかっ

ておりますので、わずかですがその実態にあわせたですね、補助金の変更を新年度予算で少

し出ささせていただいております。

それと高齢者の方や交通弱者の方に対する福祉タクシーにつきましては、新年度予算にお

きまして公共交通会議を開く予算等もあげながら、２２年度を含めましてそういったものの配

慮もしていきたいと、そのように思っております。
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それともう１点の赤羽寮の今後につきましてですが、今、副町長が申し上げましたように

無償でお借りしておきまして、その間に民にするのか、公のままでいくのかいうこともです

ね含めて考えていきたいと、そのように思っております。

北村博司議長

東篤布議員。

１番 東篤布議員

透析受けておられる方が、１６年の災害のときでもですね、ここから船が出たもんで尾鷲ま

で行けたんですよね。もし荷坂も通行止め、こっちも通行止めになったらどうするんやとい

うことでね、大変苦慮したこともありましたけど、あの当時よりまた増えておると思うんで

すよ。それでそこの方々の把握をしっかりしていただきたいというのが１点と。

そして今７０数名おられるけれども、いわゆる交通費の助成を受けておる方は５０何名だと、

なぜそのような差が出てくるのかなみたいなね、ただ距離的なことで、いわゆる予算が違っ

てくるのは致し方ないように思うんですが、そして今回のように予算組んだけれど、例えば

５年前の災害のときでもそうやったやないですか、ね。３０万円までやったかな、無償でお金

くれる。でも災害受けたら皆すぐに衣服を買ったりいろんなもの買ったわけです。そんなら

買う前に見積書持ってこいという話やった。領収書では駄目なんやと、だからそんな矛盾し

たね、だからあのときの紀北町の場合は結構そここまめに担当職員の人に回ってもうて、そ

の補助金を受けてもらうようにしましたけれども、今回のこの問題にしてもね、そういう細

かい配慮がなされん限りはですね、皆さんの十分な満足のいくようなですね、手当にはなら

んのじゃなかろうかと思うわけですよ。ただ値段的な、予算的な問題、１人当たりの交通費

が高い安いは多々あります。たくさん出すに越したことはないんですけども、その点を十分

にね、配慮していただきたいということ。

それで今、町長おっしゃったように、その交通費につきましても新年度予算でですね、何

らかの形で出てくるということなので、それを非常に期待しております。

老人ホームの件ですが前政権のときには急に出てきたんです、老人ホーム民営化の話が。

そしてまたその時点では県の土地を買って民間に委託をするんだとか、そういった具体的な

まだ話はなかったわけやな。それで尾上町長に変わられてから、もう少ししっかりと考えて

みると方向性を。それを期待しておるわけでしてね、我々議会の知らん中でですね、民営化

しようやと、民間に売るには土地も買わないかんからみたいなね。話がどんどんどんどん先

へ行ってですね、いわゆる議会軽視と言いましょうか、住民不在の方向性でなかったかなと
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思うわけです。そこで強く今、尾上町長がですね住民目線とおっしゃっておりますのでです

ね、新年度予算につきましてもそういった方向性をしっかり示したうえでですね、予算を組

んでいただきたい。

長校の買収の問題もそうです。あれは議会で議決しておるわけですけれども、今回のその

バスの弱者の方の運行をどうしていくかということもですね、明確に示していただきたいと

思います。いわゆる、今全国でどこでも白ナンバーのタクシーでどんどんどんどんやってお

るわけです。普通のタクシー料金の大体３分の１ぐらいで走れるわけです。三重交通なんか

のバスまでくれば、まあまああれも安くなっておるんですよ。しかしその辺の手の届かない

ところのそういった肉体的にも大変ですけども、精神的にももう家族にとっても大変なんで

すよね。そこのところ理解していただきまして、町長にもう一遍答弁をいただいて終わりま

す。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

こういった問題は、やはりその十分に把握してですね、その現状を知ったうえで施策を行

うのが本当に大事なことだと思います。ですから、今後ですね、細かく把握して、その約７０

人のじん臓機能の障がいを持ってみえる方が、なぜ５４人しか活用していないのかと、そうい

うこともですね、十分いろいろな立場から検討しながら、いろいろ配慮していきたいと思い

ますので、どうかよろしくお願いいたします。

老人ホームにつきましては、さきほど申し上げましたように、随時その検討もですね、議

員の皆様にもお示ししながら、当初予算にも出ているんですが、今とりあえず安全を図りな

がら運営をしていきたいと、その中で公でいくのか民でいくのかということを検討していき

たいと、そのように考えております。

北村博司議長

ほかにございますか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

ないようですね。次に４９ページの土木費から６８ページの給与費明細書までの質疑を許しま

す。

玉津充議員。
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７番 玉津充議員

５６ページですね。紀北中学校の移転事業費の減 ５５０万円なんですけども、これにつきまし

てはですね、紀北中を１日も早く安全な場所にこう移したいという方針でですね、我々は９

月議会で補正予算を可決しました。それがですね、今回この３月議会でそれを否定せよとい

うことですね。 ５５０万円使わんからもう要らないと、それをまた決議せえということなんで

す。

これにつきましてはですね、中学校の方針がなぜかということにつきましては、全員協議

会でいろいろ伺っておりますので、この場では聞きませんけど、この、いわゆる一度議決し

たことをですね、また取り消しの議決をせないかんと、これはですね地方自治法の精神に反

する行為なんですね。それにつきまして町長のですね、その部分の見解をお聞きします。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

この件につきましては、本当に議員の皆様には申し訳ないと思っております。９月に前町

長の提案とはいえ、議決していただいた問題につきまして、こうやって減額させていただく

というのは、私自身も本当に心苦しい限りでございます。しかし、私自身、町長就任以来、

本当に真剣に紀北町全体を考えてやってまいりました。そしてこの３月当初予算に新たな計

画を示させていただく予算をですね、事業委託料として提出させていただいております。そ

ういう関係から、この議員の皆様には大変申し訳ないとは思いますが、 ５５０万円を減額させ

ていただきたいと、そのように思っております。

北村博司議長

玉津君。

７番 玉津充議員

７番。これにつきましてはですね、９月議会でこの補正予算を可決するまでにですね、も

う数回の全員協議会も行いまして、相当な当時の委員会、常任委員会の中でもですね、いろ

いろと議論をしまして、相当な労力を使って議決したわけです。これがですね、いわゆる決

して行わないと、決して行わずという結果につきましてですね、大変残念に思うわけであり

ます。いわゆる無駄な会議の代表だということでですね、今後につきましてですね、町長ど

ういうお考えをお持ちですか。

北村博司議長
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尾上町長。

尾上壽一町長

本当に申し訳ないとは思います。それと前理事者の提案とは言いながらですね、私、町長

こない務めていただいて本当に申し訳ないですが、今後ですね、こういった大きな問題につ

きましては、議員の皆さんと十分話し合いながら、全協等でも示させていただきながら、過

程をですね明らかにしつつ、皆さんと議論をさせていただきたいと、そのように思っており

ます。

北村博司議長

ほかに、岩見議員。

１０番 岩見雅夫議員

関連してですね、今の学校管理費の紀北中学校移転事業費の減の問題について、もう少し

質疑をしたいと思います。私も今、玉津議員からも言われましたようにですね、前町長時代

ではありましたけれども、いわゆる２１年度の教育民生委員会に所属しておりまして、長時間

の審議の結果ですね、この補正については可決、決定をみたものであります。

そして教育の観点から言いますとですね、当時と事情は全く変わっていないと私は判断を

しております。したがいまして、この紀北中学校を移転するか、さらに改築の方向を今、尾

上町長が示しておるんですけども、その方向はですね、教育上の観点から全くそのほうがい

いということであればですね、これは許容の範囲というのですか、判断はしなければならな

いというふうに考えます。

しかし、議案としてはですね、補正予算が先に提出されておるわけなんですが、改築に至

った経緯はですね、やはり本庁舎移転問題が先にありまして、その判断から中学校について

は現在地において改築するというふうに変更されてきたというふうに考えられるわけです。

この間、教育委員会はですね、どのような教育上の観点でこの問題を審議してきたんかとい

うこともですね、教育委員会のほうにお尋ねをしたいと思います。

かつてはですね、前教育長の時代でしたけれども、この移転するですね、長校の跡地は紀

伊長島において教育上の環境として最適の地であるということで、こんこんとですね、執行

部のほうから説明があり、それを最終的に判断して決議に至ったという経緯もあります。そ

の点について、まず教育長のほうのですね、教育委員会における審議というんですか、検討

がされたのかどうか、本当に紀北中学校のこの事業はですね、現在地改築がですね、教育上

の観点からも最も望ましいというふうに判断すべきかどうか、非常にこう難しい問題でもあ
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りますので、その点の見解をですね、この予算の減にあたってお聞きをしたいと思います。

北村博司議長

安部教育長。

安部正美教育長

お答えいたします。最適地であるかということ、非常に私としては難しい問題だと思いま

す。ただ教育委員会の中でも、その後いろいろ教育委員さんたちと話をしたわけなんですけ

れども、やはり１日も早くですね、安全な場所で授業させたいということを終始変わらない

わけです。ですから、私ども教育委員会としましては、やはり皆さんが理事者の提案のよう

にですね、皆さんがお認めいただければ、やっぱしそこでやっていくというしかないなとい

うような結論でございます。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

議員おっしゃったことで１点ですね、申し訳ないんですけど、本庁舎があってというよう

なお話されました。しかしですね、私、本庁舎があって中学校をはじき出したというような

感覚では一切ございません。中学生のあり方がどうなのかということも考えさせていただき

ました。そしてこの、今の全体的なことを考えさせていただいたのは合併協定、本庁舎、紀

北中学校、そして紀北町としての今後を考えたうえで、決断をさせていただいて提案をさせ

ていただきましたので、ただ本庁舎ありきということではないので、その点だけご理解いた

だきたいと思います。

北村博司議長

岩見議員。

１０番 岩見雅夫議員

この問題はですね、さきほど玉津議員からも指摘があったようにですね、従来の経緯とい

うこともありましてですね、私たちも非常にこう判断の難しい問題なんです。ただ、学校問

題でありますから、この教育環境としてですね、この現在地に改築するということが、学校

の将来にとっても学校教育にとってもですね、最も望ましいという結論に達するならばです

ね、それはある程度判断しなければならないとも思います。

しかし、この決定の経緯についてですね、例えば子どもたちの父母の方々の地元の意見が

ですね、十分この斟酌されているかどうか、あるいは教育環境の問題についてですね、やは
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り現在地に改築するというほうがですね、より望ましいということを十分検討されたかどう

か、この点が非常に疑念に思うところです。この点についての町長のほうの考え方ですね、

地元の声をですね、どのようにこの吸収し反映しているのかどうか、この辺も含めて再度見

解をお伺いしたいと思います。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

地元の声ということにつきましてはですね、いろいろＰＴＡの方とも、少数の方ですけど

お話も聞かせていただいたりしております。ただ、紀北中学校のあり方につきましてはです

ね、私自身は今ある長島校をですね、真四角の状態の高校でございます。それをつくるより

も新しい中学校をつくって紀伊長島区、紀北町の中学校の核としていきたい。それは私はこ

の相賀小学校を見せていただいて、今もう３月に完成すると思うんですが、あの中学校、近

くですのでよく見せていただきました。それを考えたうえでは、やはり今の基準に合って、

十分な採光やいろいろな子どもたちが遊べるスペース、そういったものがですね、相賀小学

校を見せていただいて、改めて本当に実感しました。ですから、新しく改築ですね、場所と

しては現地ということなんですが、つくることはこれからの中学生教育について、本当に素

敵な教育環境ができるものと確信をいたしております。

北村博司議長

よろしいですか。

北村博司議長

ほかにも手が挙がってますが、ここで午後１時０５分まで休憩、質疑は続行いたします。

（午後 ０時 ０３分）

北村博司議長

休憩前に引き続いて、会議を開きます。
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（午後 １時 １０分）

北村博司議長

歳出４９ページから６８ページの給与費明細書までの質疑を続けます。

ご質疑ありましたら、どうそ。

東清剛議員。

２０番 東清剛議員

前者議員から詳しくいろいろご質疑いただきましたんで、あまり申し上げることはないん

ですけども、まず議会の議決があったことを町長が変更されて、こういうあれですね。ペー

ジ数で５６ページで申し訳ないです。紀北中学校の移転事業費の件ですけども ５５０万円、これ

は９月議会で、当然町長は違うんですけども、尾上町長の議会での議決を得られて、それが

執行されずに減額予算という格好で出てきた。それはやっぱり今、町長が変わりましたから

ね、それなりの方針も変わるのかなという気はしますけども、議会の議決はね、そんなに軽

いものかなというのが、まず第１点ですね。

やむを得ない事情でね、いろいろと町長が教育環境に対して受け止めていることが、私と

はまた違った観点でのことかなということもありますしね。またそれで住民目線でという町

長の政治方針でどの辺までこの変更になるプロセスをね、どの辺までの町民の方々の意見を

聞かれたか。そのあたりについて、もう少し詳しい説明をいただきたい。

それでまた、学校の施設のことをさっき言われましたね、相賀小学校の施設は良くなった。

施設と環境とはちょっと違うと思うんですよ。そのあたりの考え方ですね。私は教育という

のは人づくりがメインだと思います。だから施設がいくら立派でもその取り巻く環境によっ

てね、やはり子どもたち、これからも大切な子どもたちですけれどもね、その人たちが育っ

ていくのはやっぱりその施設の環境の良し悪しじゃなしに、やはり人目につくような場所で

のところでのやっぱり人づくりが、大切になろうかと思います。

それでまたもう一つ、紀北中学校、特にあそこの場所でどういう事件があったか、また町

長はどのように認識されているか、その辺をまず答弁いただきたいのと、それから議会の議

決に関してはやっぱり地方自治法 １３８条の２、これもう一回町長自らね、どのように理解さ

れているかということも説明いただきたい。
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それで財政のこともそうですけども、前の奥山町長は、併設でまだこれはさきですけども、

２２年度の会計予算に出てきますけども、それよりも１０億円ほど大きくなる。膨らむというこ

とですね。それともう一つ隠されているのは、それについてのまたお答えもいただきたいし、

それとまたあの地域の環境整備をもう一つどのように踏まえているのか、出垣内地区全体の

ことですね。その辺の説明をいただかないと、なかなか私今まで思っていることはね、町長

の意見にどれ持っていくか、その辺ちょっとまずお聞かせください。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

さきほどから答えさせていただきましたが、本当に議員の皆さんの議決というのは大変重

いと思います。ただそれが前町長の提案であろうと私の提案であろうと同じかと思います。

また住民目線ということにつきましては、それぞれの住民立場の目線で考えなければいけな

いということで認識しております。

それと予算編成までの２カ月少し、大変私もそういった面も含めて考えました。しかし、

全体的なものがこの学校についてもかかわってきている部分がございます。そういうことは

さきほど東議員がおっしゃったように財政の面についても同様でございます。そういったも

のも含めたうえで考えてきた。その２カ月余り今まで議員の皆様のみならず職員の皆様、そ

してＰＴＡ関係者の皆様につきましてもですね、大変ご迷惑をおかけしたと、そのように認

識しております。

それと事件についてはいろいろ火災の問題もございましたが、それは学校を建て直す過程

で、そういった陰の部分ができにくいようなつくり方をすればいいのではないかと、そのよ

うにも思っておりますし、 １３８条の２条、地方自治法このことについても大変重く感じてお

りますが、自らの判断と責任において誠実に管理及び執行する義務を負うと、このようにな

っております。そういう中で私の考えを議会の議決がされたにもかかわらず、皆さんにこの

ようにご迷惑をおかけしていることにつきましては、大変お詫びをいたしたいと思います。

また、出垣内の皆様方にも、今後、学校建設が認められるようなことになれば、十分に配

慮しながら事業を進めていきたいと思います。以上です。

北村博司議長

東清剛議員。

２０番 東清剛議員
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もちろんそれはそのようなことでね、自治法にしても自らの判断でとかありますからね、

よろしいですけど、我々やっぱりいろんな面でやっぱり奥山町政からずっとそれを支持して

議決したんですよね。ですから、やっぱりそれは良しと、私は今、最善の策だと考えており

ましたんでね、ここへきて方針が変わるというのは、大変私にとってはショックでございま

す。

ですから、今後このようなことがまさにないようにしていただかないといけないでしょう

しね、そのためにも仮にこれが認められたらですよ、環境の問題もう少しね、実施設計の段

階でどのようにするかということを示していただかないと、私なかなか新改築には賛成しか

ねます。だからもう少し具体的な取り組みでね、漠然とユニバーサルデザインで、今度の施

設だけの整備を考えておられるのか、さっき言ったような私は人づくりというのはやっぱり

人の中で育てる。もう少し人の目の多いところでするのが、だから長島校跡地というのは私

は最高にいい場所だと思っております。そういうところで、私のこれは思いですよ、今。で

すから、できるなら戻していただきたいとこありますよ。その辺いかがでしょうか。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

実施設計がですね、まだこれから、それこそ生徒目線、ＰＴＡ目線でですね、設計をして

いきたいと思いますので、その辺についてはもちろん地域住民の皆さんのご意見もあろうか

と思います。その辺について真剣に取り組んでまいりたいと思います。

また、場所につきまして、議員のお考えは十分以前からお聞きしておりますので、そこら

も十分わかってはおりますが、何とぞこの ５５０万円の減額につきましてはお認めいただきた

いと、そのように思います。

北村博司議長

東清剛議員。

２０番 東清剛議員

私、さきほどちょうど一般質問同じもの出したんです。ただ、さまざま前者議員２人が同

じところでやっていたんでね、私もしたような状態です。また改めてね、一般質問の中で、

もう少しいろいろと考えを伺いたいと思いますんで、よろしく。その辺いかがですか、よろ

しいですか。

北村博司議長
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尾上町長。

尾上壽一町長

はい、ご満足いく答弁ができるかどうかは別として、真摯に答えたいと思います。

北村博司議長

ほかにございますか。

奥村議員。

１９番 奥村武生議員

その現在の今の紀北中学の移転及び改修の問題についてお尋ねいたします。

町長はですね、その使い勝手がいい学校がつくれるというふうにおっしゃっているわけで

すけども、中学校建築基準、それから高校建築基準というのがあるわけですよ。その中学校

の建築基準と高校のその建築基準について、当然その使い勝手がいい学校がつくれるんだと

いうふうにおっしゃる以上はですね、その建築基準ご存じだと思うんですけども、中学校と

高校の建築基準の違いをおっしゃってください。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

私は中学校の基準、高校の基準は存じておりません。ただ、その考え方を述べさせていた

だき、それは今後設計の段階におきまして、教育委員会等とも話しながら、中学校基準に基

づいて建設をしたいと、そのように思っております。

北村博司議長

奥村議員。

１９番 奥村武生議員

そういうふうなですね、そのようなレベルで建築基準も検討しないでですね、そういうレ

ベルで移転よりも改築のほうが優れておるんだと、使い勝手がいいんだというふうな考えの

基に、その学校をつくられては私は非常に困ると思うんですよ。廊下の広さとか教室の広さ

とか、そういう点ではもう全然格段のその中学校と高校の基準が違うわけですよ。あるいは

その環境の問題についてもですね、大雨の日はあそこへ長靴を履いて行かなくちゃならんと

か、この間も議員視察で行きましたけれども、３時を過ぎればもう冬になると日が陰ってく

るとか、あるいはその赤羽川の河川敷にあって冷たい風が吹いてきて、学校の教育に馴染ま

ないその環境にあるとか、さまざまなその問題があるわけですよ。
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そういうふうなことを十分精査したうえでですね、その改築なら改築案を示すべきである

というふうに判断をしておるわけですけども、あまりにもこの考え方が早急で、しかも私、

浅いと思うんですよ。一遍中学校のその建築基準なんかもきちっと精査したうえでやるべき

で、再度この問題についてはですね、検討委員会なり全協なり開いてですね、やってもらう

のが筋だと思うんですけど、いかがですか。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

中学校の基準というものはやはり中学校の基準で、今後建てるときには建てなきゃいけな

いと思います。それと早急なのは確かに早急です。ただ子どもたちのですね、安全を守るた

めにはこの３月定例議会にあげたいと、その思いがありました。以上です。

北村博司議長

ほかにございますか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

なければ以上で、質疑を終わります。

以上で、議案第１５号についての質疑を終了いたします。

日程第１７

北村博司議長

次に、日程第１７ 議案第１６号 平成２１年度紀北町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）を議題といたします。

質疑を許します。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

以上で、質疑を終わります。
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日程第１８

北村博司議長

次に、日程第１８ 議案第１７号 平成２１年度紀北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。

質疑を許します。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

以上で、質疑を終わります。

日程第１９

北村博司議長

次に、日程第１９ 議案第１８号 平成２１年度紀北町介護サービス事業特別会計補正予算（第

２号）を議題といたします。

質疑を許します。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

以上で、質疑を終わります。

日程第２０

北村博司議長

次に、日程第２０ 議案第１９号 平成２１年度紀北町水道事業会計補正予算（第２号）を議題
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といたします。

質疑を許します。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

以上で、質疑を終わります。

日程第２１

北村博司議長

次に、日程第２１ 議案第２０号 平成２２年度紀北町一般会計予算を議題といたします。

本件につきましては、初めに８ページの債務負担行為、９ページの地方債、３９ページまで

の歳入についての質疑を行います。

次いで歳出につきましては、４０ページの議会費から７０ページの民生費までと、７１ページの

衛生費から９９ページの土木費までと、最後に １００ページの消防費から １３３ページの給与費明

細書までに分割して各質疑を行います。

よろしいでしょうか。それでは８ページの債務負担行為から、９ページの地方債、３９ペー

ジまでの歳入についての質疑を許します。

玉津議員。

７番 玉津充議員

１２ページをお願いします。固定資産税がですね、前年比 ２，２６２万 ９，０００円増加しておるん

ですが、これ増加の理由は新築家屋の増加というふうに説明を受けたんですが、地方のです

ね建築業の実態とそぐわない感じがしたんですね。そこで新築戸数実際にですね、どのよう

に把握してどのような数字になっておるのか、お聞かせください。

すみません。もう１つ、次のページの１４ページ、地方揮発油譲与税、これがですね大幅に

増加しまして、逆にですね地方道路譲与税というのがなくなっておるんですが、これの関連

についてご説明をお願いします。

北村博司議長

税務課長。
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平谷卓也税務課長

それでは新築家屋の２１年度における新築家屋の戸数をお答えします。７２戸で ８，８８６．５６８㎡

でございます。以上です。

北村博司議長

財政課長。

塩崎剛尚財政課長

地方揮発油譲与税につきましてはですね、質問のありました地方道路譲与税とですね関連

しておりまして、２１年度に道路特定財源の一般財源化に伴いまして、地方揮発油譲与税のほ

うで一括して、今年からですね計上しているような形になっております。その関係で減った

分がですね、こちらのほうで増えております。

北村博司議長

玉津議員。

７番 玉津充議員

今、後者のほうはよくわかりました。それで固定資産税のほうなんですけど、２１年度です

ね７２戸で、ちょっと平米数を聞き漏らしたんでもう一度おっしゃっていただきたいというこ

とと、それと２２年度はどれだけに見積もっておるのかということをお願いします。

北村博司議長

税務課長。

平谷卓也税務課長

さきに床面積のほうをお答えします。 ８，８８６．５６８㎡でございます。これは木造、非木造含

めた床面積でございます。で、この２１年中のですね、新築家屋につきましての課税が、今年

の１月１日時点の課税になりますんで、これが２２年度の課税対象となります。以上です。

北村博司議長

玉津議員。

７番 玉津充議員

もう一度確認させてください。年度のずれか何かがあるんですか。今のその年度の区切り

のところをもう一度説明お願いします。

北村博司議長

税務課長。

平谷卓也税務課長
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住民税におきましては１月１日現在で課税されることになります。したがって、２１年中の

この新築家屋の戸数に対しまして２２年度課税となります。以上です。

北村博司議長

ちょっとわかりにくい説明なんで、要するに住民税が１月１日現在で課税するということ

やな。それに対して固定資産税かけるということかな。ちょっと待って、もう一遍再答弁さ

せます。要するに固定資産税の課税の方法は、どういう課税の仕方しておるんかを説明して

ください。住民税どうこうと言うとこんがらがる。

税務課長。

平谷卓也税務課長

すみません。それでは改めて固定資産税の評価につきましては、さきの予算説明会でも申

し上げたとおりに、地目別にですね、田畑、宅地、山林、その他というふうな課税標準額に

対しまして課税されるわけでございまして、これはすべて１月１日現在に保有されておる固

定資産税について、２２年度課税となっております。

（「議事進行」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

玉津議員。

７番 玉津充議員

私はその増えておる理由ですね。だから前年度がこういう理由でこれだけであって、それ

で今回載ってきた数字はそれに対してどれだけの数字が増えておるから、こういうふうに見

積もったんだという説明がほしいわけです。

北村博司議長

税務課長、さきほどですね２１年度中の新築家屋は７２戸と言われたね、２１年度中。２１年度と

いう表現だと３月３１日まで含むわけですけども、２１年ね。で、当初予算に上がっておるのは

２０年中に建築したやつが２１年度の固定資産税の課税対象になっておるんでしょう。だから説

明にずれがあるんですよ。さっき２１年中に建てたのは７２戸だと言ってた。ところが２１年度の

当初にあがったのは２０年中の建築戸数に対してでしょう、そうでしょう。そうすると２０年中

の建築家屋は当初予算の見込み等に比べて、こんだけ増えたという説明をしてください。そ

うでないとちょっと質疑の趣旨と合わなくなる。

はい、税務課長。

平谷卓也税務課長
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失礼しました。

毎年ですね、新築家屋の評価をするわけなんですが、ちなみに２０年は６７戸でございました。

で、床面積においては ７，２２５㎡、２１年中につきましては７２戸、 ８，８８６．５６８㎡でございました。

北村博司議長

ですから、その見込みが６７戸が７２戸に増えたということなの。これ２０年中のやつでしょう。

建築実績でしょう。その建築実績で当初予算にあげたということなの。ところがそれよりも

５戸増えたとこういうことやな、実態は。

平谷卓也税務課長

２０年にすれば５戸増えたんですけども、それプラス増えた分。

北村博司議長

要するに前年の実績で当初予算にあげた。ところが実際にはそれ以上に建築あったと、そ

れでこんだけ増えたと、こういうことですね。よろしいですか。

７番 玉津充議員

前年実績をあげているわけでしょう。当初で。だから２０年に対して２１年度がこれだけにな

ったと。

北村博司議長

実績がこれだけあがったからということ。

７番 玉津充議員

だから、その数字を２２年度の数字としてあげるということです。

北村博司議長

皆さんよろしいでしょうか。

それではほかにどうぞ。

近澤チヅル議員。

３番 近澤チヅル議員

私も税収のところでお伺いしたいと思います。１２ページですね。固定資産税については私

も玉津議員と同じような疑問を持っておりましたが、町民税につきましてもですね、不況が

深まる中で年々税収が大変な中、そういう思いがあって今回の当初予算は前年度と全く同じ

数字をあげたということなんですけれども、国の予算を見ても県でも、いわゆる町税にあた

るような部分は減っているんですけれども、紀北町は同じ金額ということは、あまり今の厳

しい社会情勢を、去年の所得に対しての町民税ですので、そう理解してよろしいのでしょう
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かというのが１点です。

そしてあと２７ページの、また商工費の補助金なんですけれども、ふるさと雇用再生特別交

付金が ２，７００万円、緊急雇用創出事業臨時特例交付金が ２，４１８万 ３，０００円、あわせて ５，０００

万円ですね。この不況において失業した方とか、大変な方を臨時的に、またふるさとの再生

として雇用するということなんですけれども、ここには商工費補助金の中であげられている

ので、この２つの雇用対策の性格というんですか、こういう職種でなくては雇用してはいけ

ないのかなという思いがありますので、この２つの交付金の性格を詳しくお願いしたいと思

います。 ５，０００万円と言いますと、臨時職員事務員さんなら２５名を雇える金額ですので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

そしてもう１つ、地方交付税が減る中で、３９ページですけれども、臨時対策債がその差額

の分の２億円増えているわけですが、これはあとで交付税で戻るであろうというものですが、

一応対策債という借金です。今回は６億 ９，５００万円ですね。今までの合計はいくらになって

いるのか、そして本当に以前は臨時財政対策債は戻らないのでは、ちゃんと精算されないん

じゃないかなという、合併前のそういう議論もありましたけれども、安心して交付税として

返ってくるという保証がどこまであるのか、合計金額が大きくなってくると不安になってき

ますので、そこら辺の見通しをお願いいたします。

北村博司議長

平谷税務課長。

平谷卓也税務課長

それでは最初のご質問の住民税について説明申し上げます。去年と比較いたしましてプラ

スになっているということでございますが、当町のですね、１９年度に税制改正がありまして、

税源移譲がありまして、住民税が一律５％から１０％に上がりました。それで税収もかなり上

がったわけなんですが、当町ではですね、その当時の５％、今の１０％の所得層がですね、納

税者の約８割がございます。そこへですね比較的景気が悪い悪いと言われるなかで、増減に

なってございますけども、去年のちなみに徴収率の予想なんですが、９３．５％見積もってまし

て、今年は１２月現在のですね予想を９４％と、５％ほど上げてございます。何分にもですね、

今申告中でもございまして、これが終わってみないとですね、確定した数字が出ないことも

ありまして、あくまでも予測で１２月現在の実情に応じた予算を計上させてもらっているつも

りでございます。よろしいでしょうか。

北村博司議長
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中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

お答えいたします。ふるさと雇用再生特別基金と緊急雇用創出事業の目的ということです

が、違いですが、ふるさと雇用再生特別交付金につきましては雇用失業情勢が厳しい地域に

おいて、地域の実情に応じてその創意工夫に基づき地域求職者を雇い入れて、雇用機会を創

出する取り組みに対しての支援ということで、今回ですね、地域観光コーディネーター、ま

たインストラクター等を雇い入れる予定でおります。

次に緊急雇用創出事業臨時特例交付金につきましては、離職を余儀なくされた非正規労働

者や中高年齢者等の失業に対してですね６カ月、短期の雇用で就業機会を創出するというこ

とを目的としておりまして、今回、窓口は産業振興なんですけども、産業振興としましては

緊急雇用としては熊野古道カードの普及推進事業に雇用と、それとまた新たに農林関係にお

きましては、農林業の施設の維持管理ということで、町の管理の農道、林道、用排水路等の

清掃、除草等の作業を実施するということで、６カ月雇用で３人分、雇い入れる予定で計画

しております。以上です。

北村博司議長

財政課長。

塩崎剛尚財政課長

臨時財政対策債につきまして、今年ですね、今年度は６億 ９，５００万円、その分地方交付税

のほうを減らしております。地方交付税のほうが減った理由としましてはですね、やっぱり

国の税収が伸び悩んでおります。そういった関係でですね、全額交付税で賄いきれんとこを

ですね、臨時財政対策債によって賄ってもらうものでございます。

それでこれの合計としましては １２６ページご覧いただきたいと思います。その他の中の臨

時財政対策債でございます。今年６億 ９，５００万円借りて、本年度中に１億 ６，１２５万 ４，０００円

返すことになります。これまでの積算ではですね、あわせまして２２年度末の見込みとしまし

て３７億 ２，１８４万 ５，０００円となる見込みでございます。以上でございます。

北村博司議長

近澤議員。

３番 近澤チヅル議員

町民税のところから再質問したいと思います。当初の予算を見込んで、やはり収入が多い

というところを期待して提示したというような感じで、私は受け取ったんですけれども、や
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っぱり甘い数字というのは収入に対しては大変なのではないかなという思いもあります。

それで９３．５％から９４％に上がったんですけども、その ０．５ですけど大変な作業が必要だと

思いますけれども、特別な手立てを考えておられるのか、どうかというところをお聞きした

いと思います。

そして当初予算の説明書の中では給与所得者が ５，８３７人、営業等所得者が ７３６人、農業所

得者が７人、その他の所得者が １３６人と、詳しく ７，９２３人についての資料もいただいている

んですけども、人数でなくって紀北町の実態を知るには、給与所得者の合計はいくらぐらい

なんか、平均はいくらなのか、そういうところの資料はあるか。人数が出ているということ

は資料があると思いますので、あったら出していただきたいと思います。

そして収納率を上げるためだと思うんですけれども、２月のこれ広報の中に、３月１５日ま

では確定申告で納めてくださいという欄があるんですけども、その他のところに納税の窓、

税の公平性を保つためにって、２月のお知らせの中にまたこの税金の収納率を上げるための

施策の一つかも知れませんけれども、延滞金だけの滞納なら払わなくても差押えられないの

ではとか、そういう何か大変厳しい、これは法に基づくものだと思うんですけれども、財産

って勝手に調べることができるの、とかいう疑問に対しての税徴収係の知らせがありますけ

ども、その中では貯蓄金とか生命保険、給与、不動産、動産など国税徴収法や地方税などに

基づいて調査することができます。すべての財産が差押えの対象となりますので、財産調査

を行い差押えが施行されますと書いてあって、預貯金まで、生命保険まで差押えができると

いうことが書かれているわけなんですけれども、これを読んで町民の方も、ええっそんなに、

初めて読んだ方が、これは法に基づくものであるにしても、何かとっても厳しい、本当に払

えない。

北村博司議長

近澤議員、簡潔にお願いします。

３番 近澤チヅル議員

はい。すみません。

払いたくても払えない方もいるんですし、預貯金の中には子ども手当とか、そういうもの

を差押えされて、それはおかしいんじゃないかという全国のそういう例などもありますので、

そこら辺の紀北町については子ども手当とか、そういう福祉のほうの補助金が振り込まれた

日に、その預貯金を差押えるなんてことはないとは思うんですけれども、全国的にはあると

聞いておりますので、その ０．５％を上げる施策の１つかも知れませんけど、そこのところは
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やってないのかどうか、お尋ねいたします。以上です。

北村博司議長

税務課長。

平谷卓也税務課長

いろいろあったかと思うんですけども、最初の町民税を見積もるときの数字でございます

けども、給与所得者ですね、所得金額が １４３億 ４，２４０万 ８，０００円ほど所得を計算に入れまし

て、そこから所得控除後の課税標準額と申しますが、これが８１億 ４，２４１万 ２，０００円、それか

らですね徴収率及び安全率というものを中で掛けてございまして、歳入欠陥を起こさないた

めの措置でございます。そういった試算で給与所得はじめ営業所得、農業所得、その他の所

得とそれぞれ見積をさせていただきました。

それから差押えの件なんですが、現在、１９年度から紀北町では差押えを行っておりまして、

これは国税徴収法によるものでございまして財産調査を勝手にできます。それで子ども手当

とか、その他の手当については差押えはできないことにはなっておると思いますが、何分に

も何のお金か預金残がありましたら、今、紀北町では預金と生命保険２つなんですけども、

それぞれ銀行の金融機関のほうへ調査依頼いたしまして、差押えを行っているところでござ

います。中身についてはどこまで、その残金に何が含まれているのかというとこまでは、ち

ょっと調査しかねるところがありまして、まず生活に支障をきたすような状況であれば差押

えはできないことになっております。以上です。

北村博司議長

近澤議員。

３番 近澤チヅル議員

差押えのところで、子ども手当とかそういう名前もちょっと本年度違ってくるかもわから

ないですけども、そこら辺のあれは差押えてはならないということになっておりますので、

紀北町ではそこまで精査してないということですので、是非そういうことのないように徴収

を頑張っていただきたいと思いますが、そこのところはどうでしょうか、最後にお尋ねしま

す。

北村博司議長

平谷税務課長。

平谷卓也税務課長

そうですね、いろいろ地方税のですね回収機構とうちはそれぞれ委託しておる部分もあり
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ますが、できる限り庁内の滞納委員会とか、そういったものの中では過剰にとるというんじ

ゃありませんけども、常識の範囲内でということも度々言われておりますが、言葉悪いです

けど、全額押さえるということも中にはあろうかとも思いますけども、特にもう即生活に行

き詰まるというような差押えはやってないつもりでございます。

北村博司議長

よろしいですか、ほかにご質疑ありますか。

（ 発 言 す る 者 な し ）

北村博司議長

皆さん一般質問は提出済みですね。２時まで休憩します。

お出しになってない方、今の間に出してください。

（午後 １時 ５１分）

北村博司議長

休憩前に引き続いて、会議を開きます。

（午後 ２時 ００分）

北村博司議長

次に、歳出について４０ページの議会費から７０ページの民生費までの質疑を許します。

松永議員。

１７番 松永征也議員

４４ページの公有財産購入費１億 ５，０００万円についてでありますが、長島校跡地をですね、

庁舎用地として購入するという説明でありますが、用途をですね、指定しなければいけない

のか、その辺についてお聞きをいたします。
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北村博司議長

川合総務課長。

川合誠一総務課長

はい、お答えいたします。用途を指定しなければいけないのかということでございますけ

れども、この１億 ５，０００万円の用地購入費につきましては合併特例債をですね、適用したい

というふうに考えております。したがいまして、合併特例債を適用するにはですね、用途が

必要になりますし、また県から購入する場合もどのように使うのかという用途が必要になっ

てまいります。したがいまして、全協でもお話させていただきましたように本庁舎用地と、

それから生涯学習施設用地としてですね、用途を明確にする必要があるわけでございます。

北村博司議長

松永議員。

１７番 松永征也議員

まだね、いろいろと意見が出ておる中でね、用途指定すると。県は普通財産として売却す

るんではないんかと思うんですが、やっぱり決定後はですね、変更はできないのか、大事な

ことでございますので、もう一度確認をいたします。

北村博司議長

川合総務課長。

川合誠一総務課長

まずはですね、県から用地を購入するにあたりまして、こういうふうな公共用地として使

用いたしますということが、はっきりと明示しなければならないというふうに思っておりま

す。合併特例債につきましてはですね、少々日程がずれるかと思いますけれども、したがい

まして、用途についてはですね、少なくとも用途については示す必要があろうかというふう

に思っております。

北村博司議長

紀平副町長。

紀平勉副町長

今の総務課長に補足させていただきます。これ県の財産でございますので、県も売り払い

するときにですね議会の議決必要でございます。そのときにですね、紀北町がほしいと言っ

ているから売りましょうということでは、なかなか議会の議決も通らないと思います。その

ときにもあたって県議会の議決を得るためにもですね、やはりこれは紀北町として庁舎の土
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地か生涯学習施設として利用したいんだということをはっきりしないと、議会のほうでもじ

ゃ売っていいですよ、あきませんよという議論はできないと思いますので、その意味からも

ですね、きちっと用途を明確をしていく必要があると考えております。

北村博司議長

質疑はあとで用途変更はできないのかというのが含まれております。

紀平副町長。

紀平勉副町長

さきほど申しましたように、議会の県議会の議決も要りますので、議決をいただいたあと

ですね、やっぱりこれは民間に売り渡すとかですね、違う施設に使うということになれば、

これは県との信義則にも反しますので、やはりそれは遵守すべきだと考えております。以上

です。

北村博司議長

よろしいですか、ほかに質疑ありますか。

平野隆久議員。

１２番 平野隆久議員

３点お伺いいたします。まず４２ページの一般管理費の地域自治区活動推進事業費なんです

けども、今回も６１万 ８，０００円出ているんですけども、私さきほども、前に一般質問で地域自

治区について、地域自治区自体の活動はいいんですけども、その地域自治区があることによ

って住所変更等ができないということがありますので、何らか検討していただきたいという

ことをお願いしてあったんですけども、今度も地域自治区、これで２年という任期がありま

すんで、今後これができることによって２年、また地域自治区が存続するとそれによって住

所変更もできないということなんですけども、私もその一般質問で言いましたので、検討し

ていただけるのかなということで判断していたんですけども、これは検討したうえで、どう

いう検討したうえで、どういう理由でやはりということだったのか、理由について町長から

答弁を求めます。

次、４４ページなんですけども、文書広報費のＣＡＴＶの行政放送事業ということで、デジ

タル化の負担金ということで、説明では １，９６８万 ２，０００円ですか、というふうに説明受けた

んですけども、これは紀北町としてこの金額なんですけども、ＣＡＴＶの全体の割合として

紀北町がこういうような金額なのか、それとも単独でこういうふうになったのか、その点に

ついての説明をお願いします。
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あともう１点なんですけども、５２ページの戸籍住民基本台帳費の中で、住民基本台帳ネッ

トワークシステム運営事業費 ２０９万 １，０００円ですか、この中でＩＣカード作成で １１０万円と

いうことで予算があげられておるという説明を受けたと思うんですけども、もしこれがＩＣ

カードがあるならば住基カードということで判断していいのか。もう住基カードということ

で判断したのならその実績がどんだけあって、この １１０万円の実績の予算根拠を説明してい

ただきたいと思います。その３点についての質疑を行います。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

地域自治区につきましてはですね、合併協の協定の中で言われております。これにつきま

しては今年度もう一回更新させていただく中で、庁舎問題等も含めまして検討していきたい

と、そのように思っております。

北村博司議長

企画課長。

中場幹企画課長

４４ページのＣＡＴＶ放送事業 ３，８７２万円でございますが、これの内訳につきましては、さ

きほど議員が申された行政放送番組のデジタル化に伴う負担金、この中で １，９６８万 ２，０００円

が入ってございます。そのほかは通常の放送番組の作成でございます。この行政放送番組デ

ジタル化に伴う負担金でございますが、これにつきましては２０１１年の７月２４日に地上のアナ

ログ放送がすべて終了し、完全なデジタル化ということになると思います。

現在、私どもの町の行政放送は５チャンネルでアナログ放送を実施しております。「ふる

さと紀北町」でございます。これをデジタル化するにあたり要する経費ということで、町の

分でございます。１チャンネル分に必要なデジタル変調設備と設置費等を含めまして １，９６８

万 ２，０００円でございまして、行政放送を持っていない市町は必要ございません。行政放送を

持っている、この辺で言いますと熊野市とか私どもとか、北へ行きますと大紀とか大台町と

かその辺が１チャンネルに１台ずつ必要だということで、その分をあげさせていただいてご

ざいます。以上でございます。

北村博司議長

谷口住民課長。

谷口房夫住民課長
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住民基本台帳ネットワークシステム運営事業費の中でご説明のですね、住基ネットのＩＣ

カードの作成のご質問がございました。当初予算でですね作成委託料として１１万円をみてお

りまして、１枚 １，０６０円で送料 ３１５円入れまして、８０枚を見込んでまして１１万円でございま

す。２０年度の実績としてですね、両区あわせまして９７、それから２１年度４月から１月末まで

の実績として７１あります。それで２２年度までの１月末現在のトータル枚数がですね ３８２枚と

いうことで、町全体の取得率としてはですね、１．９８％ということでございます。以上です。

北村博司議長

平野議員。

１２番 平野隆久議員

すみません。まず訂正させてもらいます。ＩＣカード １１０万円と言いましたけど１１万円の

間違いですね。すみません、間違いました。

それと最初のその地域自治区の件なんですけども、町長答弁では合併協定に基づいて、今

年度は、このあれは庁舎のこともあるのでという答弁をされたんですけども、これはあくま

でもその庁舎の施設の内容なんかに検討するためにということなんですよね。場所的には別

に問題ないわけですんで、その中の、言うたら施設をどのようにするということを検討して

いただくために存続させていくことなんですか。どういうふうな話をしていただくための地

域自治区を活用しようとしているのか、ちょっとその答弁ではわかりにくい。

今、町長の答弁では先はわからないが、今回はこういうことがあって２年をお願いしたい

ということで、今、僕は理解させてもらったんですけども、先々は解消もあり得るというこ

とで理解させてもうてよろしいんですか、その点について答弁お願いします。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

答弁が不足しておりました。その地域自治区を解散するとかそういうことをするんじゃな

しに、今までどおりの取り扱いで、それぞれの紀伊長島区、海山区の地域自治協議会でです

ね、どのようにやっていただくかという話、どういうまちづくりが必要なのかということを

協議していただきます。それが今回おっしゃったように任期になりますので、もう１期です

ね、させていただくための予算でございます。これは。

それと地域自治区についての、その解散するかどうかということなんですが、それはもう

議会の皆様ともいろいろと話し合いの中で決めていきたいと思いますので、今現時点で自治
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区を解消するとか継続するという話ではございません。

北村博司議長

平野議員。

１２番 平野隆久議員

町長はさきほど庁舎のことを含めてということで、さきほど言われたもんで、そこら辺を

明確に、どういうところまでを庁舎の話をしていただくためのあれなんか、そこら辺明確に

お願いします。最後ですんで、そこのところ明確に誤解のないようにね、きちっと答弁お願

いしたいと思います。

北村博司議長

町長。

尾上壽一町長

申し訳ないです。本当にね答弁の仕方がまずかったんでお詫びいたします。その庁舎とい

うのは合併協定の中で築かれたもんですから、この地域協議会。そういった意味で庁舎のこ

とも含めてという意味で言っただけで、その庁舎のことをこの地域協議会でしていただくと

いう話ではございません。何かちょっと答弁の仕方がちょっとずれておるようで申し訳ない

です。

北村博司議長

ちょっとですね、さきほどの話では私も誤解したんです。庁舎の問題は地域自治区で議論

するようにとれたんです。そこを明確にしていってください。

町長。

尾上壽一町長

今、議長にご指摘いただきました。そういう問題ではございません。申し訳ないです。私

のほうからテーマを投げかけて、地域協議会にしていただくつもりはございません。ですか

ら、地域協議会は今までどおりまちづくりどうするかということを議論していただくという

ことです。私、合併協定のこととごっちゃになってましたんで、わかりました。訂正させて

いただきます。

北村博司議長

訂正って、どの部分。庁舎を含めてって発言されたんですわ。ですから、その部分をもう

一度言いなおしてください。削除よりももう一度。

町長。
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尾上壽一町長

最初のですね、答えた方がずれていたんで、平野議員に大変ご迷惑おかけいたし不愉快な

思いかけたと思います。最初言いたかったのは合併協定とかですね、庁舎の問題とかそうい

ったものが合併協定の中にもあるんで、そういったものの一環の中にその地域協議会もある

ということを言いたかっただけですので、その地域協議会で議論してもらうとか、そういっ

た問題ではなしに、合併当時にそういったお話があったというのを言いたかったんですが、

どうもこう言葉足らずというか、説明不足で申し訳ございません。訂正させていただきます。

北村博司議長

よろしいですか、ほかに。

岩見議員。

１０番 岩見雅夫議員

６８ページの児童措置費とですね母子福祉費について質疑します。まず児童措置費のほうで

すけれども、子ども手当の支給事業なんですが、これは今、子ども手当のあり方についてで

すね、国会においても非常に論議をよんでおるところなんですが、今回、国の施策を本年度

よりやるということでですね、この点について地方自治体における負担の問題があろうかと

思いますが、一定の厚労省等からのですね、指導というのですか、こういう点を想定される

ということで指導等もあり、そのうえでのですね、今回の予算措置となっておるのかどうか、

その点の少し詳しい中央の国策との関連をですね、説明願いたいのと。

それから母子福祉費の乳幼児の医療費補助事業の問題なんですが、今回入院のみまでです

ね小学生の対象拡大するということなんですが、これは本来、今の情勢から言えばですね、

地方自治体としては入院のみに限定するのはきわめて先進と言えない状況だと思って、少し

残念な状況があります。そこでこれをですね、入院のみに限らないで通院も含めてですね、

全小学生の児童を対象にするということにすれば、どの程度のですね、予算措置が必要とな

るのか、その点を試算したうえでですね、今回こういう提案をしておるんだろうと思われま

すが、その点についてどのような通院も含めればですね、どの程度の予算措置が必要か、も

し試算をしたのであれば説明をお願いしたいと思います。

北村博司議長

五味福祉保健課長。

五味啓福祉保健課長

はい、それじゃお答えさせていただきます。２２年度の子ども手当等の支給事業でございま
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すけども、２２年度の子ども手当の支給につきましてはですね、去年までありました児童手当

分を含んだ形で支払うということでですね、去年の児童手当の分の予算がそのまま残った形

で含めて、それらを包括した中で子ども手当を支給するということでですね、国からは児童

手当以外の分の足らない分をですね、子ども手当分として支給していただくということで、

児童手当分の国庫負担金が残ったような形でですね、支払いをさせていただきます。

それでですね、支給対象というのは１５歳までということなんですけども、児童手当は小学

校卒業までというふうなことでなりましたもんで、その差について国のほうから子ども手当

というふうなことで、支給がされるというふうに聞いております。以上でございます。

北村博司議長

谷口住民課長。

谷口房夫住民課長

乳幼児のですね、医療費助成につきまして小学生の通院まで拡大した場合はどれぐらいか

かるのかという、試算しておるかと、答えよということなんですが、今回ですね、計上して

おりますのは７歳から１２歳の入院のみということで、これはですね、昨日一昨日の条例改正

のときにも、執行の年月日を言わせていただきましたように、９月１日からシステム改正の

関係がありましてやるということで、今年の予算につきましてはですね、９月から来年の１

月までの５カ月分を計上しています。

２月、３月の支払いについてはですね、それぞれの月の２カ月後に請求がくるもんですか

ら新年度になるということで、今年については９月から来年の１月までの５カ月ということ

で１２分の５ということで、システム改修も入れまして９９万 ２，０００円ほどみてます。

それとですね、今までの０歳から６歳までの事業費につきましては、通院、入院も入れま

した事業費については １，６８８万円ということで、合計 １，７８７万 ３，０００円の予算をみておりま

す。通院の場合ですね、７歳から１２歳の通院まで拡大した場合ですね、通年ですと１年間見

ますとですね １，７２０万円ほどかかります。これ単独ということでなります。あわせまして入

院とですね、小学生の通院あわせますと、約 １，９００万円ぐらいということになります。

ちなみにですね、県下の助成の対象の範囲でございますが、１２月末現在で少し言わせてい

ただきますと、入院までの場合にですね、県の基準どおり今までの紀北町どおりやっている

ところは２９市町のうち９市８町でございます。それから９歳の年度末までということで、小

学３年生までやっておるところが１市１町、それから１２年度末までですね、今回のうちの改

正のとおりやっておるのは４市町でございます。
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それから通院におきましては、義務教育就学前までの補助対象にしておるのがですね、２９

市町中ですね、２０市町がまだ就学前までという状況でございまして、１２歳末までと小学卒業

までというところになりますと４市町がやっておるということでございます。以上でござい

ます。

北村博司議長

よろしいですか、ほかにございますか。

中村健之君。

２番 中村健之議員

４６ページのですね、企画費の中の地方運行バス対策事業ということで １，９１１万 ３，０００円の

予算があがっておりますが、これはいわゆる自主運行バス河合線、それから尾鷲・長島線に

対する補助金、それに対する事務費等ということでございますが、この件についてはですね

質疑はないんですけども、今後ですね特に周辺部に対する高齢者の足ということで、今後そ

ういう予定を考えておりますか。町長、お聞きいたします。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

今後、その方向で行っておりますし、今どのような進み方をやっているか、ちょっと課長

のほうから答えさせます。

北村博司議長

企画課長。

中場幹企画課長

私のほうからお答えをさせていただきます。現在の状況でございますが、現在、町内のア

ンケート調査も含めまして、間もなく完成する予定ですが、今後の公共交通のあり方につい

ての基本的な部分についての業者委託含めまして、結果が出てくるようになっております。

それを踏まえまして、この中に事務費として少し入っているんですけども、平成２２年度に地

域公共交通会議を立ち上げたいということになってますんで、その中で細部の議論をいただ

きたいということで進んでございます。以上でございます。

北村博司議長

よろしいですか、次にどうぞ。

東篤布議員。
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１番 東篤布議員

３点ほどお尋ねします。まず４２ページに総合住民情報システム運営事業というのがありま

す。そして５２ページにもですね住民基本台帳ネットワークシステムというのがあります。こ

れ違うもんなんですかね、全く違うの。ちょっとそれを教えてほしいんやけど。

それと前にですね、ネットワーク化して、皆さん住民カード持っておられると思うんです

が、何年前やったか忘れたんですが、職員の方何名その住民カードつくってますかというと

ね、ほとんどの方がつくってなかったんですよ。それでこのネットワークシステムをつくっ

ておきながらね、なぜそのカードを持たないかというと、他所の市町村みたいにですね、あ

れはカードピュッと入れたら住民票でも何でも出てくるんですよね。今はなんですかちょっ

と職員の方に残業していただいてやっておられますが、私はこれを設置したほうがね、例え

ば支所と本庁とあれば全部それで用が足せるように思うんです。他所の市町村に行くと非常

にこう便利でしてですね、以前からもそれをお願いしておったんですが、今回の予算には当

然それが入ってないんですけれども、今後そのようなことをですね、町長考えておられるの

かどうかという点ですよね。

それからもう１点は、６２ページのさきほども補正のとこで質問させていただきましたが、

じん臓機能障がい者の交通費用、これが １５２万某出てきております。これが７０名でこう割る

とですね、年間２万 １，０００某かになるんですね。５０名で割ると約３万円になるわけですけど

も、ちょっとこのもう少し負担してあげれば助かるんじゃなかろうかなと思うんでですね、

そこのところ町長にもう一遍お尋ねしたい。

それからもう１つはですね、これは町長にお尋ねしたいんですが、さきほども前者議員か

らもありましたけれども、４２ページの地域自治区活動推進事業なんですけども、これは合併

協の当時ですね随分と議論が分かれて、とにかく同じような町であれば格差がない。例えば

大きな市と村とかね町とやった場合に、そういうことが生れたら住民に迷惑かけるからとい

うことで、この自治組織があるんでして、だから私も反対した１人ですけども、その後約４

年ですか、やったあとで再検討しようと、そういう約束のもとにこの自治組織つくって、そ

れに我々も同意したわけですけども、その当時にその協議会に現尾上町長も出ておられたん

で、そこの流れもよくご存じかと思いますが、非常にこの住民目線で考えてくれるならばで

すね、この住所表記が長いということでものすごい、 １００人に聞いたら １００人が困ると言う

と思うんですよ。そこのところをですね、今回の予算はともかくとして次回までには検討し

ていくというふうな具体的な方向性が示せないものかなとか思うんですが、以上３点ちょっ
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とお願いします。

北村博司議長

谷口住民課長。

谷口房夫住民課長

お答えいたします。住民情報システム運営事業とですね、住民基本台帳ネットワークシス

テム運営事業との違いなんですが、まずですね総合住民情報システム運営事業といいますの

は、住民基本台帳に登録されております氏名、生年月日、住所等のデータをもとに課税です

ね、徴収、選挙人登録ですね、水道料金の徴収に関することなどに活用しておりまして、こ

のシステムの管理運営事業でございます。

次にですね、住民基本台帳ネットワークシステムといいますのはですね、全国の市区町村

の住民基本台帳をネットワークで結んでですね、そのうちの４情報でございますが、氏名、

住所、生別、生年月日を国や都道府県を含めた行政機関で共有するという業務、この具体的

な利用の仕方としてはですね、それぞれの住民の方がその住基カードを使ってですね、住民

票をとれるというようなものですね。

それから行政機関でそれぞれ利用しますよという部分とですね、公的個人認証サービスの

危機システムのサポート業務ということで、これは今、確定申告がなされておりますが、住

基カードを使って申告ができると、国税のというようなことに利用されておるシステムでご

ざいまして、このような違いがございます。

それから職員のですね、住基カードの職員の取得率でございますが、さきほどは町民全体

の取得率１．９８％と言わせていただきましたが、職員の取得率、一番新しいところで今年の２

月２５日現在でございますが、５６名の職員が取得をしております。職員全体で ２２６名ございま

すので、割返しますと取得率が２４．８％ということで、議員ご指摘のようにですね、せっかく

費用もかけて稼働しておる関係からですね、やはり取得率を高めるべきではないかというご

指摘も今まで議員さん等からいただいておりますので、昨年の７月の定例課長会議におきま

して、よりやはり職員についてもですね、取得をお願いしたいというようなことで、課長会

議にも話をさせていただいております。以上でございます。

北村博司議長

町長。

尾上壽一町長

住基カードにつきましてですけど、これは機械の導入ということをおっしゃっておりまし
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た。私も議員の当時はですね機械導入したらいいんじゃないかと、その前にはやっぱり住基

カードの普及ですね、やらなきゃいけないと、それとこの６時半までの延長はですね、６カ

月間住民の皆さんの意見を聞きながら、今後どうやっていこうかという試験期間というんで

すか、試験運用でございまして、そのような中でもし機械の話も出てきたら検討もしていき

たいと、そのように思います。

それとあと、じん臓機能につきましては、２０ｋｍ未満と以上で今まで １，５００円と ２，０００円と

いう形でやっておりました。それをですねいろいろな活用の仕方がさきほど言いましたよう

に移送サービスとかふれあいの福祉タクシーのようなものを使ったりとか、その実情に少し

あわせてですね、バスと自家用車使っているところは現状のまま １，５００円と ２，０００円、それ

から今ある特定のそういったタクシーなんかを使っているのを、やはり２０ｋｍ未満が ５，０００円、

２０ｋｍ以上が ７，０００円と、一応実情にあわしたような形でさせていただいおります。ですから、

その部分変わらない方もございます。以上です。

それと地域自治区につきましては、これからですね、私も町長にならせていただいて３カ

月ちょっとになります。そういった今議員ご指摘のことも含めてですね、今度はもう一度ど

なたかに再任していただいた後に、いろいろと自分もその中で勉強をしながら議員の皆さん

とご相談もしながら考えていきたいと、勉強していきたいとそのように思っております。

北村博司議長

谷口住民課長。

谷口房夫住民課長

説明不足のところが一部ありましたので説明させていただきます。住基ネットの活用でご

ざいますが、住基ネットは本庁とですね長島総合支所にそれぞれございまして、稼働時間が

これさきほど言いましたように全国の市町村を結んでおりますので、その関係でですね稼働

時間が決まっております。９時から午後５時までということで、今現在窓口業務をですね、

町長の住民目線で住民の利便性をいかに図るかということの中で指示がありまして、２月１

日から窓口を５時１５分から６時半まで延長しておりますが、この住基カードの利用による住

民票の他の市町村のですね、住民票をとるということにつきましては、今申しましたように

５時で終わりますので、その窓口の延長業務からは外しております。以上でございます。

北村博司議長

東篤布議員。

１番 東篤布議員
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課長、ありがとう。９時から５時までカードの利用ができるということ、ただ土日もでき

たんじゃなかったですか。土日は駄目なの。そうやったかな。俺行ったような気がするんや

けど、とにかくそこのところは他の行政とも話しながらね、時間をずらしていくことによっ

て、当初この住基ネット参入するときに全国でこれに参入してないところもあったはずなん

ですよね、情報が漏れるということで。せっかく据えるんであればね、例えば町長がおっし

ゃったようにカードが先か、機械が先かになるんですけれども、そこの点をですね、もう一

度考えていただいてやっていただきたい、これはまたひとつお願いして、あとで町長に答え

てもらいます。

ただねやっぱり便利な機械があれば、カードの利用者数も増えてくると思うんですよ。だ

からカードを、いわゆる手にしても利用価値がないから僕は減っていくんだと思うんですよ

ね。ＺＴＶの普及率もそうですけども、どこから手を入れていくかということもう一遍考え

ていただきたい。

それとじん臓障がいの方々に対してはですね、よくわかりましたけれども、もちろんこの

じん障がいだけじゃなく、ほかの方々に対してもこの福祉に対しては非常にたくさんの予算

も出てきてました。見せていただきましたが、ただ僕はこの交通費についてはいささか少な

過ぎるんじゃないかなと思います。そこでただお金を出すだけじゃなくて、いわゆる町でや

る福祉タクシーをもっと増やしてですね、もっと安くできるような方法も検討していただき

たい。それをどう考えておられるかということですね。

それと地域自治組織についてはよくわかりましたので、何とか検討していただきたい、こ

のように思います。以上です。

北村博司議長

町長。

尾上壽一町長

住基カードの普及とともにですね、その機械のこともこの６カ月間のあいだにですね、サ

ービスの内容も考えていきたいと思いますので、少しお時間いただきたいと思います。

それと私もカードつくっております、はい。それとじん機能のことでですね、その方たち

ばかりじゃなしに、交通弱者の方のことを考えての公共交通会議を今ですね、企画して、今

後どうやっていこうかと、実は本来この春からでも取り組みたかったんですが、とてもその

やっぱり公共交通会議等をしないと、この法律上というんですかシステム上無理だというこ

とで、今年１年そういった検討会議をさせていただきたいと、そのように思っております。
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北村博司議長

よろしいですか、ほかにございますか。

近澤チヅル議員。

３番 近澤チヅル議員

４６ページの今の地域バス運行の関連になりますけれども、２２年度で地域交通会議を立ち上

げて進みたいということですけれども、どういうメンバー、具体的にどういう方たちをこの

交通会議のメンバーというのですか、内容ですね、詳しい内容をお願いしたいと思います。

そして今まである長島・尾鷲間、河合線を運行の補助も出ているわけですけれども、大体

１回３人ぐらいしか乗ってない状況のもとで今回予算をあげるについて、とりあえずこの路

線の改善のことも考慮したとか会議を持ったとか、その今ある路線についてのどのように検

討されたのか、とりあえずお聞きいたします。

北村博司議長

中場企画課長。

中場幹企画課長

まず交通会議のメンバーでございますが、これは一応ある程度決まっておりまして、住民

の代表とか学識経験者とか、それに加えましてですね、うちですと三重交通さんとかタクシ

ー業界、それと国土交通省、警察署、尾鷲警察、それと県のほうでは県土整備部とかですね、

そういう方々に入っていただいて、検討をする協議会というふうになってございます。

それと後半で言われました現在走っている河合線とか、第３種の尾鷲・長島線、もちろん

尾鷲・島勝線もそうなんですけども、それも全部ひっくるめて検討をしていかなければなら

ない。と言いますのは一部、例えば町でするとなったときには、三重交通さんにも影響が出

ますので、タクシー業者にもいろいろの問題がありますので、それも含めて皆で集まって町

内全体の地域の公共交通を考えていこうということで、進めたいというふうに思っておりま

す。

北村博司議長

近澤議員。

３番 近澤チヅル議員

既存の交通会議のような気もするんですけど、その違い、今までもこういう地域交通に関

しては会議を開いてみえたと思うんですけれども、そこのところと同じなのか、違いがある

のか。そして年何回ぐらい会議を開いて計画を進めるのか、わかっていたらお願いいたしま
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す。

そして既存の路線のことにつきましてはですね、この結果を待たずに時間とかそういう地

域の住民の皆さんの声も聞いて、できるところから１人でも多くの方が利用できるように、

せっかくの予算ですので、そのような効果を期待して会議を持つべきだとも思われますが、

今のところは持ってないようですが、これからの計画はどうでしょうか、お尋ねします。

北村博司議長

中場企画課長。

中場幹企画課長

平成２２年度に私どもがやろうとしております地域公共交通会議でございますが、これにつ

きましてはですね、ちょっと法律の番号がずれておるかもわからんのですけども、私の持っ

ているのはですね、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律という法律の下でやる会議

でございます。ということで、さきほどのメンバーなんかもある程度決まっておるというの

が事実でございます。

その中におきまして、やはりいろんなほかへの影響も含めまして検討する協議会でござい

まして、これまでいろんなところへ行ってお話を聞いたり協議しておるのは、法律に則って

いない協議でございまして、この法律に則った協議をすることによって、試験運行等には国

のほうから補助が出るとか、そういうメリットがありますので、これをやっておかないと、

ということもありまして計画をさせていただいてございます。以上でございます。

北村博司議長

近澤議員。

３番 近澤チヅル議員

新しいその法律に基づいた会議はよくわかったんですけれども、今回の予算の中にあるで

すね、例年の赤字が出た部分の補充の部分の路線については、その結果を待たずに少しでも

私多くの方が利用できるように時間の変更とか、そういうことも考えるべきだと思ってお尋

ねしてたんですけれども、そこのところの回答がありませんでしたので、今のところ今回の

予算をあげるにあたって、そのようなことの考えはなかったのかどうか、最後にお尋ねしま

す。

北村博司議長

中場企画課長。

中場幹企画課長
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再度お答えをさせていただきます。確かに地域の公共交通会議を開くまでに、例えばの話、

便数を増やすとかいろんなことも予算が付けられれば可能な部分もございますが、私どもい

ろいろ大学の先生も入れて勉強した中で、やはり基本的に今のを存続する方向で検討も必要

だということで、今回はその部分についてはこのまま１年間置いておいて、協議の中でそれ

も含めて検討していこうやないかということで、意見としてまとめさせていただきましたの

で、２２年度の予算に河合線とか第３種の尾鷲・長島線についての変更等は含んでございませ

ん。以上でございます。

北村博司議長

ほかに、奥村議員。

１９番 奥村武生議員

１９番 奥村です。さきほどのことに続いての４８ページ及び６７ページの関係でお尋ねいたし

ます。一般訴訟費ですけども、さきほどの朝の、本来ここでやるべき筋合いのものだったん

でしょうけども、訴訟に関してはもう少しやっぱり認識を新たにしてもらわないと、やっぱ

り困ると。そして私の意見は前から言ってましたようにですね、紀伊長島町においてこうい

う問題のものについては解決しておいて合併すべきだったと、非常に信義則違反であるとい

うふうに私はいつもこれは根本から考えております。旧海山の住民もこのことについては大

変不満を持っておるところです。

それゆえにですね、正しいやっぱり取り組みをしてもらわないと困るし、それで考え違い

しておる面を１つ、２つ指摘しておきたいと思うんですけども、裁判を行う場合にですね、

これ要件というのがあるんですよ。それで要件に馴染まなければこれはもう受付拒否です、

裁判所で。要件に馴染んだもののみ、これは審議に入っていくわけです、中身に。

で、民事訴訟法でやるのか、国家賠償法でやるのかということにつきましてはですね、そ

れぞれの自由ではあるわけですけども国賠法できた以上ですね、これはきちっと対応すると

するならば、国賠法の権威の専門のそれは弁護士を頼むべきであるというふうなのが、私の

考えなのです。

それからこれはきちっと情報公開、私たちがこの問題について、国というより住民の皆さ

んの大切なその税金を使う以上ですね、これにかかる以上はやっぱりきちっとした情報開示

をしてもらわないと困ると、例の土地というのはいくらのその価値があるものかというよう

なことについて情報開示を研究をされているんかどうか、掌握しているんかどうかというこ

とですね。
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それから前にも、さきほど言いました類似の判例につきましてはですね、これ私、先日、

京都の第一法律事務所を訪ねましたけども、結審をした限りですねポンポン山の事件とも同

じ類似であるし、津の美里村の事件とも同じであるというふうに判断しているんです。だか

らあなたたちはきちっとこの住民の、いろんなことで正しく対応したいと思うならばですね、

和解も含めてですね、正しく対応したいと思うならば、これはそのいくつかの判例について

きちっとやっぱり勉強してもらわないと困るというふうに思うわけです。

その土地がいくらのものかということについて、この間の話ではわからないということで

したけども、これを将来調べて、裁判等で開示請求をする意思があるのかとどうかというこ

とをお尋ねしたい、１点目には。

それから２点目についてはですね、学童保育のところですね。学童保育所については、こ

の町長の初めての提案についてきわめて高く評価するところであります。実は私もこの２年

前からこの学童保育、名古屋市が先行しておる学童保育について、ずっと注目をしてきたと

ころなんですけども、どのような形でこれを投入したらええかということについて迷ってい

たもんですから、一般質問等でやらなかった経緯があるんですけども、その学童保育の役割

と位置づけについてですね、考え方をお尋ねしたい。

というのは、その名古屋市が４０年前からこういうことを導入をしてやっておるんですけど

も、そのトワイライトスクールという形のその学童保育が新たに出てきましてですね、いろ

んな形で混乱が起きていることも事実なんです。だから初めにしっかりとしたこういうふう

なきちっとしたいろんな角度から討議をして、それでやっていかないと、あとでなかなかこ

の方向転換というのはできにくいというふうに考えているもんですから、現時点に立ってこ

の学童保育を行う場合については、どのような位置づけとどのような形でやっていくのかと

いうことをお知らせ願いたい。以上です。まず１回目の。

北村博司議長

町長。

尾上壽一町長

この予算ですのでね、 ５２０万 ４，０００円、これはもう訴訟にかかる弁護士等の経費等でござ

います。そういうことで専門家をということでですね、今もさきほども申し上げたように５

人の専門家にかかっていただいております。そのような中で弁護士のことにつきましてはで

すね、今後その状況も見ながら考えていくべきだと思います。

またそれと裁判のことにつきましては、それぞれ情報公開、うちの条例に基づきながら情
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報公開もしてまいりますが、訴訟の内容でやはりお話できない部分もあるのも事実でござい

ます。

それと放課後児童クラブにつきましては、子育て支援ということを私広く以前から申し上

げておりますので、それに基づいては一環の事業でありまして、その事業内容につきまして

は担当課よりお話させていただきます。

北村博司議長

五味福祉保健課長。

五味啓福祉保健課長

学童クラブについてですね、少しご説明をさせていただきたいと思います。今回ですね、

大きな目的は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね１０歳

未満の児童に対し、授業終了後等に小学校などの空き教室を利用して適切な生活の場を与え、

健全な育成を図るというふうな大きな目的がございます。今回、補助金といたしまして ９６５

万 ２，０００円を計上させていただきましたけども、これですね紀伊長島区と海山区に１箇所、

それぞれ１箇所ずつ設置させていただきます。それがですね、紀伊長島区では西小学校の空

き教室、海山区では多目的広場の管理室を予定しております。

そのようなことでですね、事業につきましては補助金というような形ですもんで、民間の

事業所ですか、募集しまして事業をしていただくというふうなことになっております。以上

でございます。

北村博司議長

奥村議員。

１９番 奥村武生議員

議事進行ですけど、どういう方法でやるのかという、中身について議事進行です。どうい

う方法でその、いくつかの。

北村博司議長

いえいえ私に言ってください。議事進行でしたら。

１９番 奥村武生議員

議事進行です。どういう方法でこの学童保育をその場を、いくつか方法があるんですよ。

いくつかのやり方があるんですけども、それを示してくれというふうにさきほどの質問も入

っているんです。答弁漏れです。

北村博司議長
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答弁漏れだそうです。進め方。答弁漏れだと言っているんですが、答弁した。

２つの、要するに２箇所の場所を、両区１箇所ずつとやっていくんだということですが、

さらにそれに詳細に説明せえということですか。

１９番 奥村武生議員

そうです。

北村博司議長

具体的な、そしたら質疑で追加、奥村議員。

１９番 奥村武生議員

２年前からこの問題に注目しているという、については、今申し上げましたとおりであり

ますし、今回の町長の提案については高く、きわめて高く評価するところであります。その

学童保育についてはですね、そのやり方、私が詳細と言いましたのは、例えば放課後、一定

の場所を使って勉強のみをやるのか、２つ目については勉強と一定の宿題をさせたあと自由

に５時なら５時、６時までにやるのか、あるいはそういう学校の延長ではなしに、確実に預

かって子どもたちを好きなようにさせるのかという３つの方法があるんですよ、これは。そ

ういうことをきちっと今、国は学童保育に対してどういう姿勢を持って、どういう学童保育

があるのかということが一番望ましいか、いいのかということを研究したうえでですね、こ

ういうことを提案をしてほしかったということなんですよ。

それでこのことについては、やっぱり今言った３つの方法を１つでも間違うとですね、あ

とから修正をしようと思った場合になかなか軌道修正はできませんよということ、それから

この問題で今学童保育で一番進んでいるのは、愛知県の岡崎市が一番ベストなやり方で進ん

でいるということで、私も岡崎に行って聞いてくるつもりではおりますけども、あなたたち

も真剣にこの学童保育をやっていくとするならば、そういうその進んでいる学童保育のやっ

ているところもやっぱり是非聞いていただきたいと思いますし、その私が申し上げました位

置づけについては簡単に申し上げますと、学童保育は放課後の生活の場であり、健康や安全

の管理などと養護も含めて基本的な生活が保障され、あわせて子どもの成長段階に見合った

適切な働きかけ援助が行われなければならない。学童保育は働くことと子どもの両立のため

に必要な施設であり、保護者と同様に公共性の高いものである。学童を必要とする子どもの

親から申請があれば行政はそれに応える公的な責任がある。

北村博司議長

簡潔にお願いします。
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１９番 奥村武生議員

はい。子どもたちの生活の重要な一部を担っている学童保育は将来にわたって安定的な制

度として確立される必要がある。この重要なこの３つがきわめて重要な位置づけなんですよ。

こういう進んでいる地域及びこの位置づけをきちっと掌握して、そしてこの紀北町として

の学童保育を進めていただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。

北村博司議長

紀平副町長。

紀平勉副町長

今、奥村議員のご説明感服して聞かせていただきました。よくお勉強されておりまして、

私もすごい勉強になりましたので、またいろいろご指導賜りたいと思います。

さて、我々が２２年度考えております学童保育事業でございますけど、これ児童福祉法に基

づく放課後健全育成事業として考えております。で今、奥村議員いろいろ勉強するとかです

ね、塾の機能を持たせてと先進的にやってみえるところもありますけども、あくまでも我々

考えておるのはですね、子どもさんの安全確保、居場所づくりでございます。遊びと生活の

場を提供すると、それによって子どもさんの健全な育成を図っていこうと、そういうねらい

でやりたいと思います。

で、具体的な中身はですね、これから詰めていくことになっておりますけども、大まかに

さきほど課長言いましたように、紀北町の中で海山区で１箇所、それから紀伊長島区で１箇

所、これ町のほうで場所を提供させていただきます。そこで運営をしていただく方を募集を

かけさせていただいてます。ある一定の、例えば児童さん１０人以上とかですね、制限をかけ

ますけども、ある一定の基準を設けまして募集をかけまして、そこで運営していただく方を

募集をすると、そこにある一定の経費を補助をさせていただくと、今考えておりますのはそ

の２箇所でですね、大体１０人以上の子どもさんを預かっていただくと、それから各学校がバ

ラバラですので、学校までの迎えは町の補助金を出しますので迎えに行ってくださいと、学

童保育までのお迎えについては各親御さんが仕事の帰りに迎えに来ていただくんですけど、

一応学校までの迎えというのはその施設のほうで補助金を使ってやってくださいというふう

に考えております。

今考えておりますのは、そういったように居場所づくりをちょっと夕方５時になるのか、

６時になるのか、そこら辺まだ未定でございますけども、親御さんが安心して働けるように

子どもさんを預かれる、その安心して遊んで生活していただける場所をまず提供するという
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ことで考えておりますので、奥村議員がご指摘いただいたように勉強までというところまで

は、今回は考えておりません。

ただ、これから募集をかけますんで、また募集をかける段階でご説明できると思いますの

で、また４月以降ですね、募集をかける段階にあたって、また細かく詳細詰まってきました

らご説明をさせていただきたいと思います。以上です。

北村博司議長

奥村議員。

１９番 奥村武生議員

今の段階でというふうにお話されたわけですけども、すでに先進的にやっているところも

あるもんですから、今言ったその３つの方法をですね、是非検討されて、せっかく尾上町長

が画期的な試みをされるわけですから、この学童保育の成功をですね、住民の皆さんが素晴

らしかったと思うような中身にするためにですね、いろんな角度から検討してやっていただ

きたいと思います。答弁、町長にしていただきたい。

北村博司議長

町長。

尾上壽一町長

今、奥村議員がおっしゃったようにですね、全国の事例等も含めて考えていきたいと思い

ますので、勉強してまいりたいと思います。

北村博司議長

ほかにございますか。

谷議員。

２１番 谷節夫議員

２１番 谷。まず４８ページの一般訴訟費 ５２０万 ４，０００円について、新年度の予算に計上して

きたのでお伺いします。まず１つは前者議員も質問しているんですけど、今回の訴訟費は弁

護士の弁護士費用、それから準備書面等などを書くにあたってですね、弁護士にいった旅費

とか等いろいろなものが載っておりますけど、その際に新町長は横断的に前回の議会でです

ね、町の課長級をそうしたグループをつくりました。そんな中でその弁護士に相談に行く前

にですね、こうした中身を審査しながら弁護士のところへ行くのかどうか、これを１点聞き

たい。

それからですね、この間の裁判、あれは４日の日か、行ったときに次期裁判がですね、今
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度５月３１日にこれは指定されましたね。その裁判のあとで弁護士からの説明があると聞いて

いたんですけど急きょ取り止めた。そんな中で進行協議をするということで私たちは帰った

んですけど、差し支えなければどのような進行の協議をしたのかお聞かせください。それは

なぜかと言いますと、こうやってどんどんその訴訟費の予算が付いていく中でですね、どう

なるのか、いつまで経ってもこの訴訟費用が予算に付いていくのかということを、町民の方

々も非常に懸念しております。

それからですね、この町からの準備書面７、８、９を出されてですね、本当にこの国家賠

償はその配慮義務というような判定が下るということは原告、被告両弁護士をはじめ、ほと

んどの方がそんな判決があるんだろうかと驚いたことだと思うんですね。そんな中でこの国

家賠償法というその裁判はこの準備書面にも書かれているように、この別紙に当時の。

北村博司議長

谷議員、申し訳ないですけども、これ予算の中から、枠から外れていると判断します。で

すから前置きとしてはちょっと長過ぎます。だから本題、予算の中身についての質問に切り

換えてください。

２１番 谷節夫議員

はい、わかりました。それじゃですね、そう言われると大変難しくなります。一般質問で

するべきだったかなと反省はしているんですけど、笑いごとではないんです。

どんどんと膨らんでいくこの訴訟費用のその金額についてですね、当然この２２年度の新予

算に ５２０万 ４，０００円付けた。そんな中で、この訴訟は町長は勝訴するという表現を至るとこ

ろで使っておりますけど、その勝訴できる根拠というのが、この準備書面８の中にあります

が、この辺で軽微変更がですね、これは届出でなくて、やはりこの軽微変更には許可が要る

と記されている。その辺は町長どうなんですか、この辺は確信持ってお答えください。

北村博司議長

いや前置きとして聞いてましたけれども、軽微変更の中身とかですね、ちょっとこの予算

から外れますんで、一般質問でお願いしたいと思うんですけどね、もしそういう中身の議論

でしたたら。

谷議員。

２１番 谷節夫議員

前置きは長いと言いますけど、やはり予算を付ける以上、理由があると思うんですね。そ

れを町長はしっかりこの辺の予算を付けてという気持ちはどうですか、それだけでもお聞か
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せください。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

予算はですね、本当に町のために一生懸命この裁判、戦っていくということが大事だと思

っておりますので、この予算をお認めいただきたいと、そのように思います。

北村博司議長

よろしいですか、谷議員。

２１番 谷節夫議員

これまでにしておきます。

北村博司議長

ほかにご質疑ありますか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

なければ議会費から民生費までの質疑を終わります。

次に、７１ページの衛生費から９９ページの土木費までの質疑を許します。

川端議員。

５番 川端龍雄議員

７５ページから７６ページの塵芥処理費ですけどもね、この修繕費の ６，３３０万円で、この当初

この２２年度の修繕費が賄えるもんかどうかを、ひとつお答えいただきたいと思います。

北村博司議長

倉崎環境管理課長。

倉崎全生環境管理課長

塵芥処理費の修繕料ですが ６，３３０万円でございます。これについてはリサイクルセンター

の修繕料が ６，０００万円と、ごみ収集処理事業ですね、これが １００万円と、あと資源ごみのリ

サイクル促進事業で４０万円等の予算が入っております。

特にリサイクルセンターの施設管理で ６，０００万円をお願いしておるんですが、例年補正で

予算対応させていただいておりまして、議員からもですね、当初でみてはどうかという指摘

もございました。今回ですね ６，０００万円を財政の中で付けていただいたんですが、私たちと

してはこの ６，０００万円を使って最大限この中でですね、修理をやっていきたいと考えており
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ますが、突発的な修繕とか、またございましたらですね、補正で対応をしなければならない

こともあろうかと思います。そのときはお願いをしたいと思います。できるだけこの予算で

やっていきたい考えでおります。

北村博司議長

ちょっと課長注意しますが、補正を前提にした、これ年度初めにそういう発言は好ましく

ないです。これは地方自治法の精神に反します。

課長。

倉崎全生環境管理課長

大変申し訳ございません。この ６，０００万円の中でやっていきたいと、できるだけやってい

きたいと考えております。

北村博司議長

川端議員。

５番 川端龍雄議員

今、課長が言っていただいたことは、今までね、やはりこの当初予算でこの修繕費が当然

かかると予想されるのが、今までは認めてもらえなんだ、当初予算に。それで補正へ、この

大きな金額で補正で出すのに、私は度々課長にもいろんなお尋ねしておったわけです。それ

で当然何千万円という金が修繕費が要ると、それから部品が取り替えせんならんということ

も予測されておっても、当初予算でなかなか認めてもらいにくいということは度々聞いてい

ましたもんで、今回はちょっと金額大きいもんで、これで大丈夫かということは、今年から

初めて当たり前の予算というんですか、当初予算で当たり前のこの予算の組み方を、私なり

に判断するとしていただいたということの確認も含めてね、今お尋ねしたわけで、今までは

現に認めてもらえにくかったということが現状なんですかね。

それで補正で大きな ３，０００万円、 ４，０００万円というこの補正で修繕費が出てましたんでさ

ね、今回はちょっと金額大きいもんで確認のために聞かせていただきました。わかっていま

したので、課長そのように理解してよろしいんですね。本年度からちょっと予算の当初予算

の組み方が少し変わったというか。

北村博司議長

倉崎環境管理課長。

倉崎全生環境管理課長

はい、今までもですね、この塵芥処理費については ６，０００万円と、ほかにプラスあったと
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思うんです。ただリサイクルセンターについては ６，０００万円で去年どおりあげさせていただ

きました。これについては現場のほうもですね、私のほうもこの予算の中でやっていくよう

に、全力出して努力していきたいと考えております。

北村博司議長

よろしいですか。

（「議事進行」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

東清剛議員。

２０番 東清剛議員

今のお話なんですけどね、これ塵芥処理費が前年度、本年度 １９０万円しか違わんのですよ

ね。その２目のところね。だからそんなに大きな差が出るんですか、 ６，０００万円も。ちょっ

と説明が。

北村博司議長

ちょっと課長、前年度の修繕料いくらやった、当初は。

前年度の当初に比べてですね、３０万 ９，０００円むしろ減になってます。それで補正で上がっ

た３、４千万円上がってるんで、今年もそうすると同じだけということになると、補正とい

うことになるんかな。この辺は総計予算主義というか、ちょっと待ってくださいよ。ちょっ

と議長の議事進行、前年度に比べて減って減になっておるんで、増えたという話でもないん

ですね。それでその辺が予算の編成方針によってくると思いますし、総計予算主義という大

原則ありますんで、補正を前提にした当初予算の組み方というのは、これは本来よろしくな

いんで、その辺で質疑をしてください。

東清剛議員。

２０番 東清剛議員

今の議事進行からの、確かちょっと組み方が変わったという答弁をしたかなと思ったもん

ですから、その中で全体の予算額としてね、 １９０万円しか変わってないのにというのが、私

のちょっと疑問だったんわけです。

北村博司議長

いやいや減額しておるんです。修繕料だけなら。前年２１年度に比べて３０万 ９，０００円減にな

ってます塵芥処理費、逆に減になってます。

２０番 東清剛議員
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減になっている。いやその辺で減にして大丈夫なんですかね。それ修理費は膨らまないの

かどうかというのをお答えください。

北村博司議長

紀平副町長。

紀平勉副町長

答えさせていただきます。さきほど議長がおっしゃられましたようにですね、予算という

のは年間総合予算主義ということで、国のほうはほとんど補正はしておりません。年度決め

れば最終までその予算でやっております。それは当然でございます。ただですね、その年間

通して見通せる予算と見通せない予算がございます。この修繕料につきましてはある程度で

すね、もう今の段階でどこどこが壊れているとか、もう壊れているから直さなければならな

いといった目に見えている部分があればですね、それは予算化できます。

ただ、こういった紀北町の施設は、かなり稼働年数も古くてですね、使っている段階で消

耗品というんですか、部品が磨耗して壊れたりですね、あるいはごみなんかが刺さって突発

的に壊れるといったような、その見込めない部分もございますので、修繕料の置き方の考え

方は申し訳ないですけど積み上げで置いてあるんじゃなくて、ある程度一定の枠みたいな感

じでですね、年間これぐらいでまずやろうということで、ある程度、枠経費的な考え方で予

算を計上させていただいております。

で、さっき倉崎課長が申しましたように、これは枠でございますので、年間 ６，０００万円で

抑えるように努力をするという努力はさせていただきますが、地方自治法上も補正予算とい

うことで当初予算を組んでからですね、調整後に生じた事由について変更が生じたとき、で

すから突発的に、例えば台風などで壊れたとかですね、ある一定の何なりか部品が刺さって

機械が壊れたとか、そういった突発的なその当初予算のときに想定できなかった事由によっ

て修繕が必要になったときは、これは申し訳ございませんが、補正でお願いする場合ござい

ますが、今ここで、当初で上げさせていただいておる修繕料というのはその見込めない部分

もございますんで、ある一定の、ちょっと去年より額が下がりましたが、ある一定同じよう

な額で毎年置かさせていただいているというのが実情でございますので、その点はちょっと

ご理解いただきたいと思います。以上です。

北村博司議長

よろしいですか、ほかに、玉津議員。

７番 玉津充議員
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７５ページと７６ページなんですが、リサイクルセンターの管理運営費、これですね、県のＲ

ＤＦの処理費、これが年々値上げするということを伝えられておるんですが、この部分をど

れだけ見込んでおるのかというのが１つ。

それからですね、ごみ減量化推進事業というので７２万 ４，０００円の予算を組んでます。で、

どういうことをやってですね、ごみを減量化するのか、その方策。そして目標としてですね、

どれだけ見込むのか、その量。そして効果としてどれだけ出るのか、その額。以上お聞かせ

ください。

北村博司議長

倉崎環境管理課長。

倉崎全生環境管理課長

リサイクルセンターのＲＤＦの引取料でございますが、県のほうではですね、２９年度まで

毎年上げるということで、このあいだ説明をさせて、報告させていただきました。昨年度は

ですね、 ５，５８４円で当初予算を計上しておりました。トン当たりですね、今年は ６，１３４円で

計上してます。その中でですね、去年は引取量 ３，０００トンということで積算をしておりまし

て、約、ＲＤＦの引取料で １，６７０万円ほど計上しておったんですが、今年はですね、そのＲ

ＤＦの量 ３，１５０トンとして計算をさせていただきまして、 ６，１３４円を掛けてですね １，９３０万

円で、このＲＤＦの引き取り委託料を計上させていただいております。

それからですね、ごみ減量化の推進事業の件でございますが、総事業費は７２万 ４，０００円で

計上しております。その中でごみの減量化キャンペーンということで、町長のほうから指示

がございまして、その予算についてですね、報償費が３万円、消耗品が２９万円、印刷製本費

が３万円と、使用料及び賃借料で５万円、計４０万円の予算を計上してます。これは町民の皆

さんにはですね、合併前から資源化を取り組んでいただきまして、ごみの減量に大きな成果

がございました。今年度この予算を計上してですね、認めていただきまして、より一層ごみ

の減量化に取り組んでいきたいと考えております。

その具体的な取り組みとして今考えていることはですね、講習会の開催ということで啓発

実践をしていただく方を募集させていただきまして、その人たちを中心にですね、組織づく

りをしていきたいと考えています。また出前講座でございますが、これの啓発ですね、分別

等について自治会とか各種団体ですね、会合等で出前講座で啓発をさせていただきたい。

また施設見学会ということで、廃棄物行政を身近に感じていただくということで、施設の

見学会の開催を考えております。また各種イベントに参加をするということでイベントに出
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向いてですね、啓発活動とか情報収集、また担い手の発掘等行っていきたいと考えています。

またコンクール等でございます。これについて小さい年少のときからですね、環境とかごみ

問題を考える機会を持ってもらうということで標語とか、イメージキャラクターを、学生を

対象にですね、募集をしていきたいと考えてます。

それから活動拠点としてですね、今、環境ボランティアの活動拠点ということで、不用品

の交換とか引き取りイベント等をですね、フリーマーケット等に出展をしていきたいと考え

ております。またごみの堆肥化研究実践ということで、家庭でできるごみ堆肥化のためのコ

ンポストの実証実験もやってみたい。また水切りの継続ということで、去年はあまりできな

かったんですが、今年も生ごみの水切りを推奨していきたいと考えております。

また最後に、事業所等の共同ということで事業所とか、店舗等から出るごみについてです

ね、ごみの減量とか資源化を進めていただくために、商工会とかですね、組合等と連携をし

てですね、お願いしていきたいと考えております。これについて今考えておるんですが、全

部できるかどうかというのはわかりませんが、できるだけですね、できるように取り組んで

いきたいと思います。

それから目標としては１日１人 １００グラムの減量を目指したいと考えております。これに

ついて年間でですね、１人３６キロぐらいになるんですが、また町全体で人口が１万 ９，０００人

ぐらい、お子さんから高齢者の方までおるので、これ全体ではちょっと計算の比較にはなら

んと思うんですけど、それでいきますと１人年間で３６キロとしましてですね、１万 ９，０００人

で約 ７００トンぐらいの減量は見込まれます。そういった中でごみの処理費用がですね、トン

当たり４万円と試算をいたしまして、約 ２，８００万円ほどの処理費用になるんではないかと考

えております。今こういうふうにですね、やりたいと考えておるんですが、皆さんのご支援

とかご協力をですね、よろしくお願いしたいと思います。以上です。

北村博司議長

玉津議員。

７番 玉津充議員

まず県のＲＤＦ処理費なんですが、これは２１年度と２２年度の差額がですね、すべて値上げ

だという説明ではなかったですね。２２年度のほうがごみがですね、増えるというふうに予測

しておられる。しかし、一方では１人当たり３６キロ低減してですね、かなりの効果を出そう

としておる。なぜこの手段がですね、そのＲＤＦの減少するほうに予算として結びつかない

んですか、お聞かせください。
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北村博司議長

倉崎環境管理課長。

倉崎全生環境管理課長

昨年 ３，０００トンで計算して補正でみてもらったんですが、約 ５００トンぐらいちょっと前年

に対して少なかったんです。その関係で補正でですね、確か燃料費かなんかみてもらったと

思うんですが、今回ですね、このごみの減量をするにあたって、すぐに ３，１５０トン、普通の

ＲＤＦで今計算させてもうておるんですが、このキャンペーンについてはですね、２２年度で

すぐに効果が上がるとは考えておりません。ただ、長い期間をかけて減量が進んでいくもの

と考えますので、２２年度は通常のＲＤＦの量で計算をさせていただきました。

北村博司議長

玉津議員。

７番 玉津充議員

３回目になるんでね、まずこの減量化事業の今、目標がですね、１人当たり３６キロ、この

目標を今年度に達成するものか何年計画でやるものか、ひとつ課長の話聞いておると私はわ

かりません。その辺を明確にお願いしたい。

で、７２万 ４，０００円投資するわけですから、今の言われておる効果がですね、今年度で出れ

ばすごい改善効果が出るというふうに思うわけで、是非ともこれ今年度どこまでやる。来年

度どこまでやる。この計画をしっかり示していただきたいと思うんですが、課長の、私が今

言ったことについての課長の考え方と、そして町長はどのように指導されていくのか、この

２つお願いしたいと思います。

北村博司議長

町長。

尾上壽一町長

これはですね、私が課長に指示いたしました。ともかく今の状況、ごみの減量ばかりじゃ

なしにですね、不法投棄が大変多いんです。ですから、そういった部分も含めまして、とも

かく２２年度を通して啓発していこうじゃないかということです。この啓発は２２年度ばかりじ

ゃなし、これは２２年度予算なんですけど、ずっと継続しつつですね、課長が示すような効果

が現われれば将来いいなと、今課長は単年度のようなお話をしましたが、もちろん４月１日

からすべてイベントや啓発ができるわけではないもんですから、いろいろな団体を絡めなが

ら２２年度しっかりと啓発して、そして２３年、２４年度とそれを継続しつつ、ごみ減量に努めて
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いきたいということですので、直ちにということは少し難しいかと思います。その辺ご理解

願いたいと思います。

北村博司議長

達成目標聞いておるんですね。目標の達成年次ですね。

町長。

尾上壽一町長

これは明らかに来年度に達成できるという問題ではないと思います。ただ、その方向にで

すね、年々目指していきたいということで、課長も試算して思いが少し入っていると思いま

すが、できる限りですね減量したいということで、今課長が述べた１人当たり３６キロ、そこ

のほうへ達していきたいなと、努力していきたいと思いますので、その辺はご理解いただき

たいと思うんです。

７番 玉津充議員

答弁漏れです。

北村博司議長

何が答弁漏れですか、はい。

７番 玉津充議員

私が言っておるのは、これは努力目標と言われては困るんですね。３６キロをいつまでに達

成してくれるのか。達成のその目標はですね、年度計画なんか、２年計画なんか、３年計画

計画なんか、中長期計画なんか、その辺をお聞きしたいわけなんですよ、具体的に。

北村博司議長

ですから、明らかに答弁漏れですんで、何年度までにという。

紀平副町長。

紀平勉副町長

すみません。よく玉津議員民間企業のご出身で、多分ＰＤＣＡでよくされて、まず目標立

ててこの削減率とかですね、かなり厳しい状況でお仕事をされていたので、そういった質問

されたと思うんですけども、我々、今おっしゃられたようにですね、確かに今１人 １００グラ

ムという目標は立てておりますけども、これは１年、２年の短期目標ではかなり厳しいかな

と思っております。何年というのはちょっとまだ申し訳ございません、検討はしておりませ

んが、少なくとも３年、５年ぐらいの短期間ぐらいでは目標は達成したいなと思っておりま

すが、あくまでもこれは今大きく掲げた目標でございまして、これに向けて取り組み始めた
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ばかりでございます。ですので、この大きな目標を短期で達成はしたいと思いますけど、３

年、５年ぐらいの猶予はいただきたいなと。

と申しますのは、今ごみの減量化というのは、あくまでもその町民の方々、我々住民一人

ひとりの意識に訴える部分が大きいございます。いくら啓発を打ってもですね、町民一人ひ

とり我々含めた意識が変わらなければ、ごみの減量化というのは実現難しいところがござい

ますので、どこまでこれで一過性のイベントでですね、その意識が浸透するかというのはち

ょっと難しいところがございますので、即効薬というよりも漢方薬みたいなイメージで今持

っております。ちょっと甘いと言われるかわかりませんけども、ちょっとそこはご容赦をい

ただきたいなというふうに思っております。申し訳ございません。

北村博司議長

次にほかに、松永議員。

１７番 松永征也議員

８０ページの中山間地域総合整備事業なんですけども、午前中もですね質疑いたしました新

田入田地区の排水路の整備なんですけどもね、用水路の整備ですね。この予算の中に計上さ

れているということでありました。産業振興課もですね十分実態は把握されておられること

なんですが、船津川の改修工事によって地下水が下がったために、水田農家はですね、水不

足に大変困っておられる。苦労されておられるわけなんですが、今年も４月、５月には農作

業が始まるわけなんですね。このような場合ですね時期があるわけなんで、そのためにはこ

の時期にあわせて対応していただくということが、血の通ったですね、行政ではないんかと

思うんですが、このお考えはないかどうか、お聞きをいたします。

北村博司議長

中村課長。

中村高則産業振興課長

お答えいたします。この中山間事業なんですけども、２０年から始まりまして７年というこ

とで計画的にやっておるわけなんですけども、１年目が１億円、今年ですね２億円というこ

とで来年度は一応 ７，０００万円予定しております。県に聞きますと、内容としましては農業用

用排水路の施設整備ということで、用水路においては志子奥、島地、三戸、馬瀬、排水路に

おいては古里、島地、頭首工においても下河内、井戸ポンプにおいては新田ということでお

聞きしてます。現地も確認させていただいておりますので、議員よくわかりますので、再度

県のほうへ要望しまして対応していきたいと思います。よろしくお願いします。
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北村博司議長

平野議員。

１２番 平野隆久議員

３点お伺いします。まず最初に８１ページの目、農地費ですね。その中で有害鳥獣対策事業

１３５万円出ていますけども、これ確か平成２１年度の当初では １０８万円だったと思うんですけ

ども、今回２７万円多く出ているということは、これは新しく対策を何らかの予算で上げて増

えたということなのか。それとも現在その鳥獣被害の報告が結構段々多くなってきておると

思うんですけども、それに対しての予算が上がったのかということについて説明をお願いし

ます。どうだったかについての説明をお願いします。

２点目なんですけども、８９ページの目の商工費、商工総務費ですね。その中で今回その地

方消費者行政活性化基金事業ということで、この中で ２２１万 ２，０００円の中で １５４万円、悪徳

商法小冊子をつくるという説明をお伺いしたんですけども、これは実被害の報告、この紀北

町において多いのか、実被害が出て報告されているのか、その点についての説明をお願いし

ます。

３点目として９１ページなんですけども、これは３目の観光費からのあれで、９１ページのふ

るさと雇用再生特別基金事業ということで ２，７０４万 １，０００円のうち、観光コーディネーター

の費用が入っているというふうに聞いているんですけども、これについては補助をあてて費

用出しておるんですけども、この費用を出していることによって費用対効果がですね、どう

いうような効果が出ているのか、実績等について答弁お願いします。この３点についての質

疑をします。

北村博司議長

中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

まず最初に８１ページの有害鳥獣対策事業でございます。 ５３５万円につきましては実績によ

りまして２１年度において １４８万 ６，０００円使っておりますので、今回そういうことでちょっと

少ないんですが、 １３５万円あげさせていただきました。

次に消費者金融の関係でございます。今現在役場のほうというか、行政のほうには直接そ

ういう被害の報告はありません。それでこの地方消費者行政活性化基金事業 ２２１万 ２，０００円

につきましては、国からの地方消費者の行政活性化基金を活用いたしまして、さきほど議員

が言われたように悪徳商法等の防止を図るために、小冊子を作成し全戸に配布するという事
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業を計画しているところでございます。

次に９１ページのふるさと雇用再生特別基金事業でございます。今回ですね、地域観光コー

ディネーターを３名と紀北町ファンクラブ設立に関する事務１人、観光インストラクター２

人を雇用して ２，７４０万 １，０００円を計上しております。去年も２人採用しております。そうい

うことでこの事業につきましては費用対効果といいますか、紀北町の観光の魅力を上げると

いうことで、今回もこのような形で雇用再生の感じで事業をするわけです。そういうことで

去年の経過を踏まえて、さらにまた魅力ある紀北町にということで採用する予定でおります。

北村博司議長

平野議員。

１２番 平野隆久議員

まず８１ページのその有害鳥獣対策事業ですね、これ去年 １４６万円て、僕ちょっと １０８万円

と見たんですが、勘違いしたということで、そうすると今度下がっておるということなんで

すね。 １４６万円で、今度 １３５万円ということで、今度下がっているという、当初で。そうい

うふうに理解したらよろしいんですね。下がっておるということで。

そうするとどうなんですか。その被害は結構、僕のほうでは被害は結構出ておるようなこ

とを聞くんですけども、むしろ下がっていくというのはどういうことなんですか。まだむし

ろ対策に増額してずっと対策していくというほうがいいかと思うんです、増えてますんでね。

何でこう減らしということ、むしろ今度減らしたということに対しての疑問を感じるんです

けども、その点について再度答弁お願いします。ほかにも費用があったら、その分について

説明してください。８３ページ、じゃほかにまだ費用があったんなら、あわせてこの分で補充

しておるということがあったら説明お願いします。

あとその悪徳商法ですよね。これ実被害はないけども補助金を使ってその小冊子をつくる

ということで、これは理解しました。

あと続いて、この９１ページの雇用再生特別基金事業ですよね。今さきほどの課長の説明で

は去年と同様にということですけど、やはりこのどういうふうに活動して、どういうふうな

効果を上げて、せっかくお金出してやっているんだから、どういうような効果を、どういう

ような活動して、どういうような効果を上げているということが見えてませんので、これは

今日、本会議ですので、常任委員会等で詳しい話をまた詰めていただきたいと思いますんで、

その点よろしくお願いいたします。鳥獣対策について答弁だけお願いします。

北村博司議長
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中村課長。

中村高則産業振興課長

１４８万 ６，０００円は実績なんですけども当初は、今現在この １４８万 ６，０００円ではありません

でした。 １０８万円の予算を計上して上乗せというか補正によりまして最終的に １４８万 ６，０００

円ということになりました。だから比較しますと２１年度より２２年度のほうが増えておるとい

う結果になります。そういうことでよろしいですか。

北村博司議長

平野議員。

１２番 平野隆久議員

だから最初、僕はその有害鳥獣対策事業は去年の当初では １０８万円やったけども今回 １３５

万円に上がってますけども、補正別にしてね、当初比較で２７万円上げておると、この２７万円

に対して増額した理由を教えてほしいと、だから新しい対策に対する増額なんか、それとも

たくさんまた去年よりも被害が多く出ているので、その分上げたのかということに対して説

明をお願いしますということで、最初その答弁をしたんです。その答弁に対しての質疑を再

度お願いします。

北村博司議長

中村課長。

中村高則産業振興課長

２１年度当初は １０８万円でございまして、今回の予算計上にあたりましては、実績では １４８

万 ６，０００円という結果が４０件の被害結果が出ておるんですけども、それ言うたら全額という

よりも、それに対して何割ということで予算は２２年度計上させていただいておるという状況

です。

１２番 平野隆久議員

実績であげたので、もうちょっと上げたいということですね。

中村高則産業振興課長

そういうことでございます。

北村博司議長

よろしいですか。

中村健之議員。

２番 中村健之議員
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７９ページのですね農業費、それから８３ページの林業費、それから８７ページの水産業費のそ

れぞれの予算についてですね、農業費については昨年度比で比較しますと、 １０１万 ９，０００円

のマイナス予算になっております。しかし、ここで特に目立つのは、農地費の昨年比 ３，０３０

万 ８，０００円ということでございます。林業費につきましては、昨年度比１億 ６，３７０万 ９，０００

円増えておりますが、ここで特に目立つ数字はですね、林業施設費の１億 ６，２４１万 ７，０００円

と、はたまた水産業費につきましてはですね、８８ページの合計の比較欄を見てみますと ４，０

３７万 ７，０００円の減ということになっております。執行部についてはですね、この２２年度予算

を編成するにあたり、随分苦労されたことは十分承知のうえでお伺いしますが、この農林漁

業のですね、予算を組むにあたって、いわゆるどの辺に重点を置いて予算編成をされたのか、

それをお伺いいたしたい。

北村博司議長

紀平副町長。

紀平勉副町長

すみません。今ご質問ありましたけども、この農業費、あるいは水産業費、林業費、それ

ぞれで年度ごとになぜ増減するかという話でございますけども、町におきましてはですね、

その大半が補助事業でございます。国なり県の補助事業でございますので、いわゆるハード

整備ですね。それがあるかないかで１億円近い額が増減いたします。ですので、明らかにそ

の事業をやってないという話ではなくてですね、ある一定の基礎部分はございますが、その

ハード事業があったら上がるし、なくなったら落ちると、こういうことでまずご理解をいた

だきたいと思います。

それから町長が所信表明で申し上げましたようにですね、町長は当地域の地域の活性化と

いうのは一番に考えたいということで施策は打っております。１次産業、２次産業、３次産

業につきましては観光と絡めてですね、６次産業化ということで所信表明でもお話させて、

ブランド化で売り出したいというお話もあります。

それからあとさっき有害鳥獣の話も出ましたが、さきに農地費のほうではいわゆる檻とか

ですね、電柵とかいった施設のほうの補助でございますが、あと駆除のほうですね、駆除、

これ林業費のほうなんですけど、この駆除につきましては去年に比べまして、去年はサルだ

けだったんですが、２２年度につきましてはですね、イノシシとシカも対象拡大させていただ

きまして、これによりまして有害鳥獣ですか、駆除して１次産業を守っていきたいなという

ふうにも思っております。
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決してですね、１次産業に光を当ててないと、この数字だけ見れば下がっておりますけど

も、ハード事業が下がったということで、従来のソフト事業は額は １００万円までの小さい事

業ですので、積み上げても一本堤防がなくなれば何億と減るわけでございますんで、そうい

ったことではございません。紀北町といたしましても１次産業の活性化に向けて力を入れて

おるところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。以上です。

北村博司議長

暫時休憩します。５５分まで休憩します。

そのあと質疑を継続します。

（午後 ３時 ４４分）

北村博司議長

休憩前に引き続いて、会議を開きます。

（午後 ３時 ５５分）

北村博司議長

引き続いて、衛生費から土木費までの質疑を許します。

島本議員。

１３番 島本昌幸議員

９９ページ、土木費の１目住宅管理費の木造住宅耐震補強事業 ３７０万 １，０００円、２１年度の補

正で減になっておるんですけど ３０６万 １，０００円、何も使ってもらってないようですけども、

耐震診断はほぼ使ってもらっておるんですかな。そやでお金がないから耐震診断して、あん

たとこは危ないよと言われても、お金がないから耐震補強できないと、それで何にも利用し

てもらえないという現状やないかと思うんです。今、世界的に大地震がたくさん発生して家
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屋が倒壊して、たくさんの人が亡くなっておるわけですけど、 ３７０万円では足らないかわか

らんし、 １５０万円出したったら２軒しかできないし、この辺防災関係か何かでもっと予算付

けてもうて、年間５軒でも１０軒でも耐震補強してもらうように何とか努力できんのか、それ

をひとつお聞きしたいと思います。

北村博司議長

山本建設課長。

山本善久建設課長

はい、お答えします。今、島本議員が言われました、９９ページの木造住宅耐震補強事業の

３７０万 １，０００円の計上でございますけども、これにつきましては、４戸分を計上いたしてお

ります。当町の耐震診断を受けられて一定の条件を満たされた方の中で、住宅の耐震補強を

計画された方にですね、国、県、また町でそれの補強に対する助成を行うものでございます。

一般的には平均的な数字でございますけれども、１軒の耐震補強行うのに約 １８０万円ほど平

均的な数字でございます。これに対して国、県、行政の補助金といたしましては約８０万円ほ

どでございます。したがいまして、残りの １００万円につきましては、当然家を持っておられ

る方の負担ということでございますので、その辺のところでなかなかこの事業がですね、取

り組んでいただけないという現状でございます。

ただ、当町におきまして耐震診断を受けられている方は、現時点で約 ４００世帯ほどござい

ます。そういう方でまた新たにですね、そういう事情で耐震補強をやりたいという方もおら

れるかもわかりませんので、補正では減とさせていただきましたけども、新年度においても

予算措置をさせていただいたというところでございます。以上です。

北村博司議長

島本議員。

１３番 島本昌幸議員

耐震診断は ４００軒ほどしているということで、結構しておるんじゃないかと思うんですけ

ど、その中で耐震補強せないかんという家屋は何軒ぐらいあったでしょうか。

北村博司議長

山本建設課長。

山本善久建設課長

お答えいたします。少々お待ちください。耐震診断の中で、ここに私の資料ではですね、

正確な数字はちょっと今持ち合わせてはおりませんけれども、おおむね５６年以前の建築にな
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りますとですね、大半の家屋が対象になってくるんではないかというところでございます。

ちなみにさきほどの耐震診断でございますけれども、当町の受診率はおおむね１８％程度でご

ざいます。以上です。

北村博司議長

よろしいですか。ほかに、奥村議員。

１９番 奥村武生議員

１９番 奥村です。９０ページの観光費にかかるものですけども、古里温泉に対してですね、

古里観光協会に助成金を５万円出しておりますけども、助成金ということはこれは１つの支

援策だと思うんですよね。そしてその本来そういうふうにするならば、町としてその観光行

政に対してどういう観光行政を進めていくのか、その線上にあって古里観光協会にどんな支

援をしていくのかということが必要だと思うんですけども、どういう支援を古里、支援とす

るならば、古里観光協会に町としてどういう支援をしているのかお聞きしたい。

それからふるさと雇用再生特別基金ですけども、これにつきましてはそのコーディネータ

ーにですね、日誌を書かしているはずなんですけども、課長はその日誌をご覧になったこと

がありますか。

それから３点目にですね、港湾の問題で９７ページ、説明書の １１０のほうばかり見ているも

のですから、これの港湾環境清掃業務委託事業についてですね、具体的に長島と、また海山

のやり方が違うんですけども、一度詳しく低気圧なんかが来て、その海上へごみが浮いた場

合の処理の仕方について、どのような費用を充ててどのような形でやっているかということ

をご説明願いたい。３点です。

北村博司議長

中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

お答えいたします。第１点目のふるさと観光協会に対しての助成ということで、５万円と

いうことですか。これは古里観光協会があるということで、町からも一応５万円ですけども

助成をしております。この予算書にはちょっとないと思うんですけども、以前から５万円は

助成しております。古里地区においての民宿等も含めてですね、ＰＲしていただいたりとい

うことで、協会として頑張っていただいておるということで助成５万円をしているところで

ございます。

２点目の日誌については、コーディネーターですね、日誌についてはちょっと見たことが

２０５



ございません。失礼します。

北村博司議長

奥村議員。

１９番 奥村武生議員

答弁漏れです。

北村博司議長

港湾の関係でしょう。山本建設課長。

山本善久建設課長

港湾環境清掃業務委託事業についてのご質問でございますけれども、この事業につきまし

ては県からの委託事業ということで町が行っております。ちなみにですね２２年度の予算措置

といたしまして引本港湾施設では １３０万円、引本港公園の樹木の鑑定で３５万円、長島港の港

湾海岸で ２６４万 ６，０００円、長島港の港湾施設 ２２０万円、あわせまして ６４９万 ６，０００円の予算

計上でございます。これらにつきましては過去の実績等を踏まえまして、県との協議の中で

予算化しているものでございます。

したがいまして、台風等でですね、これまた非常に流木等が増えてくれば、その都度、県

のほうと協議いたしまして増額いたしますし、実績において年間通してごみが少ないようで

あれば、これはまた補正で減額していくということで、３月補正においても精算において減

額をいたしております。

それとですね、委託先でございますけれども、長島港におきましては旧の長島町漁協です

ね。それと主に建設業者に委託をいたしております。またごみの選別分別等につきましては

社会福祉協議会のシルバー人材センター等も活用いたしております。海山区におきましては

ほとんど町内の建設業者に委託または入札しているというような状況でございます。以上で

す。

北村博司議長

奥村議員。

１９番 奥村武生議員

答弁違いと答弁漏れがあるんですよ。

北村博司議長

回数に数えませんから、答弁違いがあるんだったら直接指摘してください。

１９番 奥村武生議員
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私が言ったのは、曖昧模糊なその古里観光協会の支援じゃなしに、具体的に町として１つ

の目的をどのような目的を持って、その支援を、支援体制を、極論言えば支援体制をひいて

いるのかということなんです。

それから今度は建設のほうにつきましてはですね、その台風等が来て海に浮いた木屑に対

して、木屑とか空き缶とかいろいろなものが浮くわけですよ。それに対しての処理をどのよ

うな形で考えているのか、きたのかということの答弁漏れとか、そういうのが説明ちょっと

噛み合わないんですよね。

北村博司議長

山本建設課長。

山本善久建設課長

ごみの処理をどのようにしているかというご質問でございますけれども、台風等ですね、

湾内に流れ着きました流木、木屑といいますけども、それにつきましては町内の中間処理の

業者において処理をいたしております。その他ですね、町の廃棄物処理施設で引き取ってい

ただけるものについては、環境課のほうと協議いたしまして、町の施設で処理をいたしてお

ります。以上です。

北村博司議長

中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

お答えします。紀北町全体の観光協会におきましては ２９４万 ８，０００円ということで補助を

しているところでございます。そして５万円というのはさきほど言いましたように、古里地

区において入り込み客等いろいろな面でですね、協力いただいておるということで、５万円

ですけども助成を以前からしておるということでございます。以上です。

北村博司議長

紀平副町長。

紀平勉副町長

ちょっと補足説明させていただきます。古里観光協会助成金、今、奥村議員これだけを取

り出してご質問されておりますけども、紀北町におきましてはですね、これ以外にもさまざ

まな団体に対して観光目的で補助金を出しております。今、ご質問が古里観光協会助成金の

話でございますので、これに絞ってお話させていただきますと、あくまでも町がお金を出す

以上ですね、町のために何かをしていただくということで補助金を出しております。いわゆ
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る古里温泉、これは観光協会ですので古里海水浴場とかですね、あと古里温泉と民宿ですね。

あの一帯の観光協会なんですけども、あそこには町の古里温泉という施設もございます。

ですので、一応あそこを利用された方、泊まられた方については必ず温泉も利用していた

だいておりますので、この古里観光協会がいろいろＰＲ事業ですね、去年で言いますと風鈴

を飾って、ずっとあの沿道一円に風鈴を飾って来ていただいた人に楽しんでいただいて、冬

場になりますとイルミネーションですね。まだ金額的には少ないということでイルミネーシ

ョンを飾って観光客の方をお迎えするとかですね。あと癒しの宿ということで３泊連続で泊

まっていただくと宿泊料を安くするとか、いろいろ集客交流ＰＲ事業をやっていただいてお

ります。そういったことで紀北町の観光の活性化、いわゆる入り込み客の増加にもつながり

ますし、ひいては古里温泉ですね、使っていただけるということで、町のほう、この５万円

の根拠というのは過去からの定額でございますけども、５万円を補助させていただいて、紀

北町あるいは古里温泉に入っていただく観光客の入り込み客の増加を図っていく、いわゆる

観光振興策の一環でございます。以上です。

北村博司議長

奥村議員。

１９番 奥村武生議員

私の言いたいことはですね、実は古里の民宿の皆さんがですね、皆さんのおそらく民宿、

うちの観光産業振興課としておそらく聞き取りはしてないだろうと思うんですよ、訪ねて。

本来は訪ねてどういう希望を持っているのかというふうなこと、きちっと聞いていただいて

ですね、そしてそのコンセプトにやっぱり応えていくということをしないとですね、本当に

その当町の観光政策は私は発展しないんじゃないかと思うわけです。

そういう点では、特に５万円を私は否定したわけじゃなしにですね、これじゃなしに否定

することじゃなしに、その観光、古里の民宿の皆さんが大変望んでいるのはですね、一番今

望んでいるのは、赤羽の公園に軟式野球のクラブが続々と今全国から押し寄せているわけで

すよ。ところがその赤羽の公園のネットが高くて硬式の練習ができないと、だから古里、公

園に来ていただければ、紀北町の民宿へ泊まって集客として非常に力を発揮するんじゃない

かとということが今、古里の民宿の皆さんが熱望しているわけですよ。

私は、実はこれを言いたかったわけなんです。だから産業振興課としてはただ単に助成を

出すだけじゃなしに、皆さんがそこへ一軒一軒民宿を訪ねて、それでそこの要望とかそうい

うのを聞いて、それと町の観光政策を聞いたうえで、町の観光政策を立てていかないと、紀
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北町のその観光資源というのを １００％活かしたですね、まちづくりにはこれはならないのだ

と、ならないのじゃないかと思うわけです。

そしてそういうために緊急雇用政策とか、さきほどの言った国からの支援のあれを使って

ですね、そういうその新しい紀北町の観光事業を成り立てていくコンセプトをきちっとつく

っていただきたいということを、私が言いたかったわけです。

それからもう１つのその港湾の問題についてはですね、台風が来るとその湾の一番深いと

ころへ深いところへどんどんどんどん木屑が来るわけですよ。ところがそれをさきほどの課

長の話ちょっと噛み合わんのですけども、それが溜まったときに放置されているわけです。

その放置されないような、また土曜日とか日曜日が多いんですよ。放置やそういうことがさ

れないような、そこでその中には木屑だけならええんやけども、ビンとか空きカンとかいう

のが随分浮いているわけですよ。

だから私は前から言っているのは、そういうごみを取る船をつくってもらわなあかんとい

うことを、前の漁業組合長の横井さんと私が随分と相談をして町に要求しましたけども、全

然これは見向きもされませんでしたけども、そういう木屑、大木とか、そういうことのみで

なしにですね、そういう特に土曜日とか日曜日には漁業組合の組合長もいないし、役場も休

みですよね。そういうときに限って来る前線なんかが来て木屑が浮くと、そのままにされて

いると、それでそれに対してのその認識というのは、建設課の認識、建設課になるんか産業

振興課になるんか知りませんけども、その木屑に対して私はちょうど土曜日じゃなかったも

んで建設課に電話したらですね、そんな木屑なんか大したことじゃないんだと、ある建設課

の職員は私にこういうふうに電話で言いましたけども、とんでもない話なんですよ。

海に木屑が浮いていることによって、そこに海にある生活をしている漁業の皆さんのカン

コの中へその木屑が入るんですよ。

北村博司議長

奥村議員、簡潔にお願いします。

１９番 奥村武生議員

だから認識をこれ改めてもらわな困るということなんですよ、課長。だからその土日とか

に限らず低気圧が来て木屑が浮いたら、直ちにそれを撤去するような体制をつくってもらわ

な困るということを、私は申し上げたいんですけども、いかがですか。

北村博司議長

町長。
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尾上壽一町長

奥村議員、古里観光協会のこともおっしゃったんですが、私も古里観光協会の会長さんと

もですね、ほん最近もお会いしましたし、個人的にも何度がお会いしてお話も聞いておりま

す。そういったことからもですね、古里地域に対してのそのことにつきましてはスポーツ交

流がですね、大変大きな影響も与えると思います。ですから、私はこれからスポーツ交流も

含めてこういった観光、古里の宿泊を使っていただくようにしていきたいと思いますので、

今後ともですね、現場へ出てその観光協会の皆様等ともお話しながら、いろいろな対応を考

えていきたいと思います。

それと港湾の清掃につきましてはですね、現場の漁業している方とかですね、今後連絡を

密に取りながら、どういう対策がいいのかということも検討していきたいと思いますので、

ご理解願います。

北村博司議長

奥村議員、さきほど赤羽公園の野球場はネットが高いもんでと言われた。あれは低いんで

す。低いのが問題で、それ答弁必要ですか。生涯学習課長に答弁させますが、その問題は。

よろしいですか、教育委員会のほうに答弁させますが、そのネットの問題。

１９番 奥村武生議員

もう一回ありましたよね、答弁していただいたあと質問したいと思います。

北村博司議長

低ネットは高いと言われましたが、低いんですね。わかりました。

生涯学習課長。

家崎英寿生涯学習課長

議員のご質問にお答えします。赤羽運動公園を使っているソフト、野球、軟式野球のチー

ムの監督さんなりコーチさんなりには、あそこの外野フェンスが低いから危ないということ

で聞いてますけど、ただ予算的にも莫大なお金がかかるということで、まだ手をつけておら

ない状態です。以上です。

北村博司議長

奥村議員。

１９番 奥村武生議員

おそらく予算がかかるというけど、一塁側だけすればいいんですよ。ネットを高くすれば

いいんです。 ５００万円ぐらいなんですよ、これやれば。それでそのことによって硬式の。
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北村博司議長

奥村議員、これは教育費の関係になってきますんで、その答弁でもう治めてください。

改めてまたそういう。

１９番 奥村武生議員

趣旨が理解されれば、そういうスポーツというものと、恵まれたその広場を利用したスポ

ーツというものと、その民宿とのきちっとした連絡を密にして、町を発展させていただきた

いというのが私の構想です。

北村博司議長

ですから、まだその辺のお尋ねになりたいんでしたら、保健体育費ですか、教育費の中の。

そちらでお願いします。よろしいですね。

ほかにご質疑ありますか。

近澤チヅル議員。

３番 近澤チヅル議員

１０１ページをお願いします。先日のチリ津波、幸い被害はなかったんですけれども、防災

の大切さが改めて感じられたところですけれども。

北村博司議長

消防費はまだです。

よろしいですか、ほかに。

（「な し」と呼ぶ声あり）

北村博司議長

以上で、衛生費から土木費までの質疑を終わります。

次に、 １００ページの消防費から １３３ページの給与費明細書までの質疑を許します。

近澤議員。

３番 近澤チヅル議員

すみません、間違えまして。 １０１ページいきます。

防災行政無線管理事業費の １，１５５万 ４，０００円の中には、この間も大変威力を発揮いたしま

した防災無線の戸別受信機の購入費 １００台分が含まれておりますが、大体行き渡っていると

思いますが、これは具体的にはどこを対象としているのか、お伺いいたします。

そして １０２ページ関連いたしますけれども、本当に防災訓練の大切さを、また改めていろ

んな問題も考えたところですが、今年のこの １４６万円の訓練についての詳しい説明をお願い
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いたします。

北村博司議長

危機管理課長。

中原幹夫危機管理課長

まず １０１ページの防災行政無線の管理費の中で、今回 １００台の戸別受信機の購入を予定し

ております。現在ですね、年々故障も増えてきたということで、在庫も非常に少なくなって

きまして、年間約 １００台近い故障がかなり発生しております。それで賄える分だけの １００台

分を２２年度で計上させていただいたということでございます。

それから １０２ページの防災訓練執行事業でございますが、 １４６万円の分につきましてはで

すね、ほとんど消防団員の防災訓練の報償費が主なものでございます。以上です。

北村博司議長

近澤議員。

３番 近澤チヅル議員

防災無線の戸別受信機は年間 １００台ぐらい故障してということなんですけれども、これは

修理とかはできないのか、無料で交換しているのかどうか、具体的にお伺いします。

防災訓練は消防団の方ということですが、具体的な中身、今回の教訓も受けてそのような

ことは計画されているのかどうか、お伺いいたします。

北村博司議長

危機管理課長。

中原幹夫危機管理課長

補修のできる部分についてはですね、うちの職員も含めて補修をさせていただいておりま

す。かなり補修は難しいという場合はですね、購入をして取り替えているというのが現状で

ございます。それが約現在 １００台ぐらいが長島区、海山区においてもですね、あわせて １００

台ぐらいが壊れてきておるというのが現状でございます。

それから防災訓練のほうなんですが、例年と同じようにですね各地区で自主防が中心にな

って、消防団員が各地区に訓練の講習等を行っていただいておるというのが現状でございま

す。

北村博司議長

近澤議員。

３番 近澤チヅル議員
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１００台こだわりますが、交換する場合は有料なのでしょうか、無料。私たちは１つめを無

料でいただきましたが、故障して交換するというお話でしたので、そこのところをお伺いし

たいと思います。このことは皆さんにはどのように周知されているのかどうかも、重ねてお

伺いいたします。

北村博司議長

中原危機管理課長。

中原幹夫危機管理課長

申し訳ございません。取り替えは無料でさせていただいております。

周知のほうなんですけども、やはりいろいろ放送するときにですね、個人のほうから、私

のところ非常に聞きにくいということで現地に訪れたり、それからそのものを役所に持って

きていただいて、そして点検するなりさせていただいて、故障の部分については取り替えさ

せてもらう。それからですね、直る分については少し待っていただいて、取り付けに行って

おるというのが現状でございます。

防災無線はですね、無料と言っておるんですけども、貸与しておるということでございま

す。無料で貸与しておるということでございますので、ご理解願いたいと思います。

北村博司議長

いただいておるわけではありませんので、預かっておるということです。

よろしいですか。ほかに、平野議員。

１２番 平野隆久議員

１０１ページの水防費で、河川海岸水防対策事業ですね。この施設管理委託料の中に、これ

は １２８万 ８，０００円ですか、これは昨年度の当初にも出ているんですけども、これは樋門の管

理費だと思うんですけども、今回、チリ津波の影響で樋門を急きょ閉めたと思うんですけど

も、今回、樋門でこの管理費上げておるんですけども、今回、樋門がスムーズに閉められた

のかどうか、その点を含めて答弁をお願いします。問題はなかったのか。

北村博司議長

危機管理課長。

中原幹夫危機管理課長

今回の樋門の閉鎖でございますが、閉まらんかったというのはなかった。しっかり閉まっ

たということを聞いております。以上です。

北村博司議長
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よろしいですね、ほかにどうぞ。

玉津議員。

７番 玉津充議員

１０８ページの紀北中学校の改築事業費の中のですね、設計・監理委託料 ２，４１８万 ６，０００円

なんですけど、これについてはですね、前回の相賀小学校のこの設計費の実績がですね １，７

２２万円でした。それに比べますと ６９６万 ５，０００円高くって、約３０％ほど高い金額になってお

るんですが、これは何か特別な事情があってこうされておるのか、どういう設計委託をしよ

うとしているのかですね、お聞かせください。

北村博司議長

世古学校教育課長。

世古雅則学校教育課長

委託料の件でございますけれども、この委託料の積算におきましては面積ですね、校舎の

面積等屋内運動場、体育館の面積をあわせますと ４，１８８㎡というふうな形になります。それ

に対しまして平米当たり単価 ５，５００円を掛けまして、消費税を掛けて ２，４１８万 ５，０００円とい

うふうな形で積算させてもらっていただいております。ただ、議員さんおっしゃられたよう

に相小につきましては、面積と、ちょっとこれないんですけども、違っておるということじ

ゃないんかなと考えております。以上でございます。

北村博司議長

玉津議員。

７番 玉津充議員

面積で今決めておるというふうに言われたんですけど、その私、相賀小学校との比較です

ね、今言われたのは紀北中学校の面積が ４，０８８㎡ですか。と聞いたんですけど、じゃ相賀小

学校はどうだったんですかということをお聞きしたいですね。はい。

北村博司議長

世古課長。

世古雅則学校教育課長

すみません今、相小の面積につきましてはちょっと手元のほうにございませんので、少し

すみません。比較のほうは今いたしてません。

北村博司議長

ちょっと着席のまま休憩します。玉津議員おっしゃるのはそのポイントですもんで、ちょ
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っと今確認に行かせました。

（ 着 席 の ま ま 休 憩 ）

（午後 ４時 ２８分）

北村博司議長

答弁ができないんでしたら、休憩しますが。答えられますか。

北村博司議長

それでは暫時休憩いたします。再開は追ってお知らせします。

（午後 ４時 ３２分）

北村博司議長

休憩前に引き続いて、会議を再開いたします。

（午後 ４時 ４０分）

北村博司議長

ここで暫時時間の延長をいたします。

それでは世古学校教育課長。

世古雅則学校教育課長

大変、資料の持ち合わせがありませんでしたので、ご迷惑をおかけいたしました。えらい

すみませんでございました。さきほどの件なんですけども、紀北中につきましては ４，１８８㎡

でございます。それで相小につきましては ３，１００ということで、約面積的に １，０００㎡ほど違

うということで、実施設計委託料も違うという、そういう結果でございます。えらい申し訳

ありませんでした。

北村博司議長
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玉津議員。

７番 玉津充議員

面積についてはわかりました。それでですね、これ相賀小学校をやったときにですね、設

計の方法をコンペでやるとか、プロポーザルでやるとか、いろいろこう論議して決めたはず

なんです。その辺は具体的には決められておるんですか。

北村博司議長

紀平副町長。

紀平勉副町長

やり方が二通りあると思うんですね。いわゆるコンペ方式とプロポーザル方式と、これこ

の２つ何が違うかというと、プロポーザル方式といいますのは、いわゆる業者を選ぶという

ことで、各業者寄っていただきましてですね、自分ところはこんなすごいことができるとい

うアピールをしていただいて、その中で業者を決めると、決めた業者と随意契約を結んで、

そこから設計に入るのがプロポーザルでございます。それからコンペ方式というのはですね、

ある程度皆さんに作品を持ってきていただいて、その中で一番いいなと思うのを選ぶ、いわ

ゆる作品を選ぶのがコンペ、業者を選ぶのプロポーザルと、この２種類ございます。

ちなみに相賀小学校の場合はこのコンペ方式、いわゆる提案型で作品を見さしていただい

て決めさせていただいたと、それぞれ一長一短ございます。今回はですね、その両方に対応

できるように、いわゆる予算は計上させていただいておりますが、今回そのうちどちらをす

るかについてはまだ決めておりません。

ただ、一番わかりやすいのは、そのでき上がった作品を見て選ぶのが一番わかりやすいな

と、私個人的にはそうは思っておりますが、この紀北中学校の場合どういうふうにするのか

まだ決めておりません。今後、関係者と相談させていただきながら決めていきたいと思って

おります。今のところまだ白紙でございます。以上です。

北村博司議長

よろしいですか、ほかに質疑ございますか。

松永議員。

１７番 松永征也議員

１１９ページなんですけど、公債費なんですけどね、公債費の中で利子が １，６５０万円ほど減

っております。これは昨年までの政府資金５％以上の借入金を補償金免除で繰上償還したと

いう成果であると、大きな成果であると思っております。
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報道なんですけどね、一応は昨年で終わったんやけども、２２年度からさらにまだ３年間引

き続いてこの措置をとっていくという報道がありましたが、うちの借入金の中でですね、こ

の旧資金運用部の資金なんですけども、５％以上の借り入れがまだ残っておるのかどうか、

対象になる借入金がですね、まだ当町にはあるのかどうかお聞きします。

北村博司議長

財政課長。

塩崎剛尚財政課長

議員の質問にお答えします。去年の繰上償還でですね、一応５％以上の償還は終わりまし

た。それで今回ですね、国のほうが認めておる延長と言われておるのはですね、５％以上の

分ですので、今回うちには該当しないと思います。

北村博司議長

松永議員。

１７番 松永征也議員

水道事業会計のほうはどうなんでしょうか。

北村博司議長

水道のほうでやっていただけますか、それは。水道会計で、よろしいですか。

ほかにございますか。

東篤布議員。

１番 東篤布議員

１番 東篤布。 １０８ページなんです。町長ごめんね、さっきと同じことまた、紀北中学校

のですね、委託料の話なんですが、当初は、前教育長は非常に教育の場に最適であるとおっ

しゃったのが、尾鷲高校長島校跡地でした。そこでのいわゆる移転予算も出てきておったわ

けですね。 ５００某かでしたですか。とにかくそれを止めたいんだと、それで今ある紀北中学

校のところに新しいのを建てたい。そうおっしゃったときにね、町長が言われるのは将来の

ある子どもをですね、一刻も早く安全な建物に校舎に入れてやりたい。それでなおかつ耐震

補強はしてあるけども、古い校舎よりは新しい校舎に建ててやりたいんだと、こう。

それで私以外にも質問あったと思うんですが、例えば現状の土地のままでね、建てられる

んですかと、今の出垣内地域、海抜の差が、ご存じかと思いますが、長島高校の跡地と今の

紀北中学校の跡地とですよ。過去に５年前でも赤羽川が氾濫して、いわゆる出垣内の堤防が

決壊には至りませんでしたが越流してきて大変な状態になったんです。で、そのような地域
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に、新しいのを建てたいのはよくわかるんですが、やはり大切な子どものですね、一番最初

に考えてやらねばならんのは安全性ですよね、防災面でどうなのかって。そしてどのような

環境で、僕は今の環境は悪いとは言いません。ただいろんな人の目のある中でね、学校があ

ったほうが、例えば前回のような放火という事件もですね、あのような人目につかない地域

にあるから起こったんじゃなかろうかという指摘もあったわけです。

そこで見えてこないんですよ。どうしても町長はあそこに建てたいと言うんであればね、

あそこの土地をこういうふうに嵩上げするんだと、夕方３時になった日がかけていくから、

こういうふうに校舎を建ててやりたいんだと。それでさきほども町長も副町長もおっしゃっ

ていました１次産業のこと当然考えてます。だからそれならば木造でどうなんですかという

話もさせていただいた。いや聞こえはいいですよ。新しい校舎に入れてあげたい。もちろん

新しい校舎も大事かも知れませんが、僕は交通事故を踏まえ、あと防犯面にしてもですね、

例えば西小学校の通うトンネルの中でね、いわゆる痴漢行為が出て、もう何カ月も警察にも

立っていただいたこともあったわけです。

そういった面でも前教育長は、長島高校跡地は最も教育上いい環境なんだと、防災上もそ

う、とこうおっしゃった。それをあえて町長は今の現状のところに建てたいんだというんで

あればね、私はそこらも示していただかんとですね、とにかく新しい校舎にの一点張りで全

協でも説明されてましたが、今回のこの、例えばこれからの生徒数のことも考えて、今、紀

北中学校の面積はこうだから、いわゆる委託料がこうなったんだと。じゃ今のままの床面積

でいくんですか、体育館にしても校舎にしても、それじゃ広すぎるんじゃないか。いや将来

はこういう統廃合も考えるから、もっと大きなもんを建てたいんだというんであれば、当然

ここの数字が現在の紀北中学校の床面積だけではないのが出てこなきゃいかんですね。

それでプロポーザルでもコンペでもいいんですが、例えば尾鷲の熊野古道センターなんか

コンペ方式でやりましたよね。非常に問題もある施設ではなかろうかと僕は思うわけです。

どちらでも一長一短あるんですけども、ただ我々は業者としてですよ、設計の委託受けると

きにはね、大体の方向性を示していただかんとできんわけですよ。どの辺の場所に、南向き

に建てるのか北向きに建てるのか、嵩上げはするのかしないのか、木造なのかＲＣなのかで

すよ。そこのところは町長はしっかりお考えですか。

でなければね、ただ新しいの建てたいんやと、業者の仕事づくりをしたいんやと、そんだ

けの話になってくんですよ。せっかく一旦こうやってして決まって、長島高校に決まってお

った。その予算をですよ、返上してでもここに持ってくるんだというんであればですよ、僕
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は明確なそれをしていただかんとですね、今少しお答えいただいて、その点を常任委員会で

もしっかりとですね、議論してほしい。

でなければね、あんだけ、いわゆる昨年の９月に議論して議論して可決した予算を、今回

それをいわゆる返上してきたわけでしょう。僕は本当にね、あの赤羽川というのは過去に何

度も氾濫しておるわけです。非常に地域として低いんですよね。普通の台風が来ても車で通

れん状態になるんです。真っ先に子どもの安全面を考えていただくんであればね、その点を

どう考えておられるのかお尋ねしたい。

海抜どこまで持っていくのか、夕方３時になったら日の陰っていくとこに建てるのか、今

の道路との取り付けはどうなるのか、校舎のあれは、グラウンドどうなっていくのか。それ

で木造なのかＲＣなのか、すべて町長がそこらを絵図を書いてですよ、そのうちで面積が決

まってからのこの委託費用でなければならんと思うんですよ。

でなければね、町長の気持ちはよくわかるんで、中学を建てたいということであればね、

気張らなならんかも知れん。しかしですね、安全面も示されていない、ただ気分的にですよ、

新しい学校のほうがええやろって、そんなもんじゃない。長島高校にちょっと手を入れたら

ね、立派なもんになるんですよ。長島のどなたさんに聞いてもどちらが安全かと言うたら、

千人に聞いても千人ともこちらと言うでしょう。だから出垣内地区のもっと安全性にもって

いくにはね、どれぐらい上げやないかんかというね、学校だけ上げたってあかんのや、道路

が浸かっていくんやから避難路にならんのですよ。そこの点を町長のお考えお聞かせ願わな

いとですね、この予算なかなか認められない、こう思うわけです。はい。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

今言われたような諸問題につきましては、この予算をですね、認めていただくことができ

ましたら、そういったものをＰＴＡも含めて、地域の方も含め検討していきたいと、そのよ

うに思っております。

それと安全性につきましては十分配慮しなきゃいけないと思います。ただ学生に関しまし

てはですね、そういった台風時には学校へは出てこないということもあります。避難所とし

て活用していくにはどうすればいいか、そういうことも地域の方ともお話していきたいと思

います。

北村博司議長
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東篤布議員。

１番 東篤布議員

ですからね、いろんな安全面、防災面も考えて、それで議論して決定した予算をですよ、

否決してしまう。いやいや消してしまうんですから、ある程度のしっかりとしたですね、建

てるんであればそれなりの方向性を示していただかんとですね、まずお金くださいよと、予

算付けていただいたらそれから考えるんですって、私はそのような考え方、一遍議会で議決

してでも揉めて揉めて議決した、あの予算も。でしょう。

そういった中でそれを否決するというか、町長自らが消してしまったんやから、私しっか

りとそこを示したうえでね、していただかないと、他の議員さんも安全面も考えてない、何

も考えてないでね、ただ町長がこうやって言ったから予算認めたったんですという話になっ

ていくと思うんですよ。だからそこのところを次の常任委員会でしっかりと協議していただ

きまして、またそのお話を聞かせていただいたうえで、私たちはこれにですね認めて良いの

かどうかという話になっていくと思いますよね。以上です。終わります。

北村博司議長

答弁求めるでしょう。

１番 東篤布議員

考えてない。今現在を考えてないということを、もう一度明確にしてもうたらよろしいで

す。これから予算認めていただいたら考えるという。

北村博司議長

答弁求めてください。質疑ですから。

１番 東篤布議員

では、そういうことですか。お金をもらってから使い道を考えるのですか。

北村博司議長

町長。

尾上壽一町長

基本的には予算を認めていただかんと、これは前に進めない問題だと思います。それで方

向性についてはですね、十二分に協議する実施設計に入る前に時間もあろうかと思いますの

で、そこら辺で対応していきたいと思いますので、ご理解をお願いします。

北村博司議長

東篤布議員。
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１番 東篤布議員

いろんな方向から検討して、長校移転の議決をとったということは、町長それは十分ご承

知やと思いますよ。それをですよ、大きなこれから将来の紀北町の、また長島区の子どもた

ちの学校のですよ、考えていくときにその予算を否決してまで出してきた予算がですね、予

算認めてもうてからいろんなことを考えるんやと、それでは遅いと思いますがね。

だから一度可決した予算を切るということはですね、よほどのあれがないと議会も認めに

くいと思います。それをあえて認めよという以上は、町長自らの方向性はもっと明確に示す

べきだと私は思うんですが、町長はどう思われますか。そうは思いませんか。

北村博司議長

尾上町長。

尾上壽一町長

私、学校のことも含めてですが、合併協定、庁舎の問題、そして紀北中、将来の財政等含

めてですね、いろいろ考えさせていただきました。ただ学校だけ一点をとれば、いろいろそ

この良いところ悪いところもあろうかと思いますが、そういったことを全体的に考えさせて

いただいて、これらの案でいきたいということを示させていただいております。よろしくお

願いします。

北村博司議長

ほかにご質疑ありますか。

（「な し」と呼ぶ声あり）

北村博司議長

以上で、消防費から給与費明細書までの質疑を終わります。

これで、議案第２０号についての質疑を終了いたします。

日程第２２

北村博司議長

次に、日程第２２ 議案第２１号 平成２２年度紀北町国民健康保険事業特別会計予算を議題と

いたします。
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質疑を許します。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

以上で、質疑を終わります。

日程第２３

北村博司議長

次に、日程第２３ 議案第２２号 平成２２年度紀北町老人保健特別会計予算を議題といたしま

す。

質疑を許します。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

以上で、質疑を終わります。

日程第２４

北村博司議長

次に、日程第２４ 議案第２３号 平成２２年度紀北町後期高齢者医療特別会計予算を議題とい

たします。

質疑を許します。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

以上で、質疑を終わります。
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日程第２５

北村博司議長

次に、日程第２５ 議案第２４号 平成２２年度紀北町介護サービス事業特別会計予算を議題と

いたします。

質疑を許します。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

以上で、質疑を終わります。

日程第２６

北村博司議長

次に、日程第２６ 議案第２５号 平成２２年度紀北町水道事業会計予算を議題といたします。

質疑を許します。

東澄代議員。

１６番 東澄代議員

すみません。課長、私聞き漏らしたんですけれど、簡易水道の特別損失企業債利息で、海

山区と長島区の件数が３９件と、何かその数字が １，９００万円とか、 ８０２万 ８，０００円は長島区の

ほうで海山区のほうの数字をちょっともう一遍はっきりお聞かせ願えますか。それと量水器

の取り替えですね。どこの地区を取り替えするんか、それだけお願いします。

それからもう１点、企業債のさきほど松永議員も質疑があったんですが、一般会計は５％

以内で、水道課が６％以内て、この１％の違いは、まだ６％以上の借入金はあるんでしょう

か、その辺だけお伺いします。

北村博司議長

村島水道課長。

村島成幸水道課長
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議員申し訳ありません。初めの質問は何ページでしょうか、申し訳ありません。

１６番 東澄代議員

２９ページです。簡易水道の償還利子、企業債の。さっき説明あったんですけれど、内訳が

ちょっと、これ資料の説明にも出てないです。

村島成幸水道課長

ちょっとお待ちください。

１６番 東澄代議員

わからなかったらあとで。件数は海山区が３９件で長島区が２６件、それで長島区のほうが ８

０２万 ８，０００円て金額はっきりわかっておるんですよ。それから海山区のほうが １，９００どんだ

けと言われたんが、これからの差し引きでいいんですけれど、その辺をちょっともう一遍お

聞かせ願いたいということと。

量水器の取り替えが ６０８個というのがありますよね。簡水と上水があったと思うんですけ

れど、どこの地区が取り替えなのか。それで償還利子のパーセント、６％以上の償還がある

のかどうか、そこだけお聞かせ願います。

北村博司議長

村島水道課長。

村島成幸水道課長

はい、失礼しました。簡易水道営業外費用のですね、支払利息の中で企業債の償還利子に

ついて ２，７６５万 ９，０００円の内訳でございますが、紀伊長島区分ですね、旧紀伊長島町で借り

入れたものが２６件で ８０２万 ８，０００円でございます。それで海山区が、旧海山町ですが、３９件

で １，９６３万円でございます。はい。

企業債の借り入れにつきましてですね、実は財政健全化法の適用によりまして、平成１９年

度に７％以上の利息のある起債につきまして繰上償還いたしました。それで２０年度につきま

しては６％以上の利息について繰上償還いたしました。それで２１年度からはですね５％以上

の対象があったわけですが、これにつきましては紀北町につきましては、さきほど財政課長

が言われましたように対象外と、財政状況によりまして紀北町は対象外であるということか

ら、５％以上のものについては対象になりませんでした。したがいまして、６％以上の起債

の利息のものについては今のところありません。はい。

北村博司議長

東澄代議員。
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１６番 東澄代議員

答弁漏れです。課長、そうすると６％以上はないということは、５％以内には入らなくて

６％以内でいいということの確認、それでいいんですね。

それと量水器の取り替え地区、その辺の計画の説明をお願いします。

北村博司議長

村島水道課長。

村島成幸水道課長

起債の件でございますけれども、現在のところ起債は６％以内、以上のものはありません。

ただここに利率としてですね、６％以内のものについては借り入れるよと、失礼します。こ

れは２ページのですね企業債（第５条）のところの件ですね。これは６％以内ということで

ご理解をしていただきたいと思います。

したがいまして、現在借り入れているものにつきましても６％以上ありません。

それから量水器の取り替えでございますけれども、今年度も計量法に基づきまして、８年

経過するものについては取り替えをしていきますが、紀伊長島区におきましては出垣内、松

本が主体になって替える予定でおります。ちょっと海山区につきましてはちょっと記憶して

おりません。海山区についてはもう一度調べまして報告させていただきます。

北村博司議長

海山区についてはもう一遍調べて、報告するそうです。よろしいですか。

１６番 東澄代議員

了解。

北村博司議長

よろしいですか、玉津議員。

７番 玉津充議員

３点お伺いします。

６ページの２番の営業外費用の支払利息の１番ですね。それから４項の支払利息でも２つ

の支払利息があるんですが、これをですね、対営業収益比率で見ると１２．７％、約１３％が利息

で占められておるということなんですが、これがですね、今６％云々という話がありました

が、この約１３％がですね、低いとみるのか、高いとみるのか、また経常利益という面でみれ

ばですね、これが低くなれば当然利益が出てくるわけで、その辺の方策ですね、何か持って

みえるのかということが１つ。
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それからですね、２４ページ、２４ページの営業費用なんですけど、これの内訳を見ますと、

ほとんどが動力費で電気代なんですよね。これもですね、この動力費を低減するような節約

の工夫、当然されておると思うんですが、どのような工夫されておるのか、また各動力の運

転制御の方法なんかはですね、統一されておるのかどうか、そのことについてお聞かせくだ

さい。

それから最後にですね、２９ページ、固定資産の除却費 ２，３００万円なんですが、これはです

ね、どの物件で償却益なのか、償却損なのか、その辺のことを教えてください。

北村博司議長

課長、答弁急いでください。

村島水道課長。

村島成幸水道課長

どうもすみません。この支払利息につきましてですね、約１２．７％水道費用の中で占めると

いうことなんですけれども、実はこの起債につきまして少し調べました。平成１７年からです

ね約３億 ４，０００万円、さきほどの借り換えもあったわけですけれども、減額になっておりま

す。対２２年度今年の分ですね。

したがいまして、当初から２４億円ありましたものがですね、今、今回この年度末になりま

すと１９億円まで減額してきますので、私としましては、現状でいいのではないだろうかと、

こう思っております。その辺以前よりも改善をされておるということで、ご理解をお願いい

たします。

動力費の節約、あるいはどのような節約をとっておるかということなんですけれども、現

在のところですね、各５つの浄水場から、それから上水が２つあります。したがいまして、

電気代につきましてはなかなか節減が難しいわけでございますけれども、根本的にはやはり

簡易水道を上水道と連結をさせると、そういうことによって浄水場等の数を減らすなどの方

法が考えられます。今年度で終わります古里・道瀬簡易水道につきましても、平成２３年度か

らは浄水場の電気代が不要ということになります。新たに電気代も発生するわけですけれど

も、人件費等の節約にもつながっていきますので、できましたら紀伊長島区４つの簡易水道

につきましては、このような上水道との統合も必要になってくるのではないか、それが節約

につながるんではないかというふうに考えます。

資産減耗費の件ですね、ちょっとお待ちください。資産減耗費の除却でございますけれど

も、 ２，３００万円につきまして本年度は古里・道瀬簡易水道統合整備事業で、現在ある道瀬・
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古里簡易水道の部分でございますけれども １，５５９万 ２，０００円が除却される。あるいは此ヶ野

の地区配水路の布設替えで、その耐用年数の残ったものが １５５万円除却されるとかですね、

中里地区配水管布設替工事では ２７１万円などの除却がされるわけです。

したがいまして、資産がその分除却されるということは、減につながるんだろうというこ

とになろうかと思いますけれども、その資産につきましては漏水等が多くて切り替えるとか

ということになりますので、全体の考え方としては益になるんじゃないかと思います。この

財政からいくと減になると思います。はい。

北村博司議長

玉津議員。

７番 玉津充議員

まず支払利息の経費の部分ですけどね、これ課長２４億円から１９億円までずっと下げてきた

という答弁でですね、現状でいいんじゃないかというふうに、課長は考えておるということ

なんですけど、これはですね町民から見れば限りなく減らしていただきたいですよね。今申

し上げましたようにこれがなければですね、もう約 ５，０００万円もね、もっと儲かるんだと、

そういう意識でもってですね、現状に満足せず取り組んでほしいと思うんですが、その辺も

う一度お聞かせくださいね。

それから動力費の低減なんですが、今課長言われたように動力を統合するとか、いろいろ

あると思うんで、それはそれで良かろうと思うんですけど、私の質問したうちで答えられて

ないのは、それぞれのその運転の制御方法ですね、運転方法が統一されておるのか、違って

おるのかということについては答弁いただいておりませんので、それをもう一度答えてくだ

さい。

それから固定資産の件なんですが、今、古里とか此ヶ野とかいろいろ場所は伺ったんです

が、私の質問の意味はですね、これ固定資産というのは得たときの価格とですね、そして除

却したときの価格、その差が益になっておるのか、損になっておるのかということの質問な

んで、そのように理解してお答えいただきたいんですけど、いかがでしょうか。

北村博司議長

村島水道課長。

村島成幸水道課長

動力の関係の操作の統一ということにつきましては、主任技術員が管理をしておりますの

で、私ちょっと詳しく存じてないのが申し訳ないんですけども、ほとんど自動運転をさせて

２２７



おりますので、同じような操作になっておろうかと思います。

それから起債につきましては、議員言われるように借入額を減らすのが、私たちもいろい

ろ苦心してしなくちゃならないと思います。また今後ですね、そういうような形で減額に向

かうように、また努力したいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。

それから、さきほどの固定資産なんですけれども、毎年定額で落しているわけでございま

す。ただ、今言われますようにそれが益なのか損なのかということにつきまして、ちょっと

私勉強不足で申し訳ありません。ちょっと回答できかねます。申し訳ありませんが。

北村博司議長

玉津議員。

７番 玉津充議員

今、回答していただいたんですが、私が言うたようなことをですね、常にその頭の中に入

れてもらって、こういう会計資料を見たりですね、実施したりしていただきたいと思うんで

すが、課長、今後いかがですか。

北村博司議長

村島水道課長。

村島成幸水道課長

はい、申し訳ありません。もう少し勉強もしてまいりたいと思います。そのような認識を

持ってこれから業務に励みます。

北村博司議長

ほかにございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

以上で、質疑を終わります。

これで、本定例会に上程されました案件についての質疑は、すべて終了いたしました。

北村博司議長

今ちょっとお手元に書類を配布いたさせます。

（ 委 員 会 付 託 表 の 配 布 ）

北村博司議長

お諮りします。
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ただいま議題となっております各案件につきましては、会議規則第３９条第１項の規定によ

り、別紙、委員会付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたしたいと思います

が、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

北村博司議長

異議なしと認めます。

したがって、各議案につきましては、別紙、委員会付託表のとおり、各担当委員会に付託

することに決定いたしました。

なお、付託案件の審査につきましては、３月８日、月曜日は総務財政常任委員会、３月１０

日、水曜日は教育民生常任委員会、３月１１日、木曜日は産業建設常任委員会の開催というこ

とであります。開催時刻はいずれも午前９時３０分からとなっております。委員会の運営にあ

たりましては、各常任委員長においてお取り計らいくださいますようお願い申し上げます。

また、１日で議案の審査が終わらないときは、予備日をご利用いただきたいと思います。

北村博司議長

以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。

これにて散会いたします。

どうもご苦労様でございました。

（午後 ５時 ２０分）
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